
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」改訂 

検討報告書



 

2

【 目 次 】 

 

Ⅰ 作業部会の目的と方法 ........................................................................ 85 

 

Ⅱ．「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」に関する課題や論点等 ..................... 85 

１．論点項目 .................................................................................. 85 

２． 論点項目と検討課題 ........................................................................ 85 

 

Ⅲ 現地調査・ヒアリング調査 .................................................................... 90 

１．現地調査・ヒアリング調査の目的 ............................................................ 90 

２．現地調査・ヒアリング調査の事前準備 ........................................................ 90 

３．現地調査・ヒアリング調査の方法 ............................................................ 90 

４．現地調査・ヒアリング調査内容 .............................................................. 91 

５．現地調査・ヒアリング調査のまとめ .......................................................... 92 

６．現地調査報告（詳細） ...................................................................... 95 

６－１ 福島県会津保健福祉事務所（会津保健所），喜多方市役所，西会津町役場................ 95 

６－２ 福島県県中保健福祉事務所（県中保健所），田村市 .................................. 100 

６－３ 宮城県東部保険福祉事務所（石巻保健所），石巻市，女川町 .......................... 104 

６－４ 宮城県 仙台市精神保健福祉総合センター（はあとぽーと仙台） .................... 113 

若林区保健福祉センター（若林保健所） ................................................... 113 

６－５ 岩手県沿岸広域振興局宮古保健福祉環境センター（宮古保健所），宮古市............... 117 

 

Ⅳ 作業部会班員名簿 ........................................................................... 121 

 

参考資料 ....................................................................................... 121 

１．現地調査ヒアリング用シート（保健所用） ................................................... 121 

２．現地調査ヒアリング用シート（市町村用） ................................................... 125 



 

3

Ⅰ 作業部会の目的と方法 

当作業部会は，平成８年１月19日健医発58号「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」（以

下：業務要領）の課題や充実・強化すべきポイントについて検討・整理することを目的として事業を行った。そ

の背景には，平成16年とりまとめられた「精神保健福祉改革ビジョン」のさらなる推進の他，平成25年度以降

に導入が検討されている精神疾患の医療計画への追加，障害者生活総合支援法制定の検討等の制度上の変化とと

もに，平成23年３月11日に発生した東日本大震災への対応，自殺者の高止まりや処遇困難事例の増加等，地域

精神保健福祉を巡る様々な課題が表面化していること等がある。 

昨年度，「精神保健分野における保健所の危機管理体制に関するガイドライン：危機発生時における行政機関相

互の適切な連携体制及び活動内容に関する研究報告書 別冊，平成22年度厚生労働科学研究費補助金：多田羅班」

（健康安全・危機管理対策総合研究事業）で整理したように，これらの表面化した精神保健医療に起因すると思

われる様々な事象は，その背景に家庭，地域，関係機関・団体等との関係といった複合的要因があり，健康危機

への対応は平時の地域保健活動と密接に連動している。 

本作業部会では，以上述べたような背景やこれまでの研究班の検討結果を踏まえ，自然災害等の健康危機時に

発生する特有の課題とともに，平時の精神保健医療福祉体制の課題やひずみが増幅してくると言った観点から業

務要領の改訂に資するための論点を抽出・整理するといった方法で作業を進めた。今回は東日本大震災の被災地

の現地調査，さらには現地調査や作業部会班員との議論と日常の地域精神保健福祉活動等を踏まえた論点整理の 

2つの方法で調査検討し，その結果を本報告書に取りまとめた。 

 

Ⅱ．「保健所及び市町村における精神保健福祉業務運営要領」に関する課題や論点等 

１．論点項目 

業務要領に記載されていたこれまでの項目に，新たな視点として検討すべき７つのキーワードを作業部会で抽

出し論点として検討・整理した。 

(1) 中核市型自治体 

(2) 心の健康の保持・増進 

(3) 自殺対策 

(4) 自然災害 

(5) 医療計画 

(6) 児童虐待 

(7) 精神障害者の地域移行支援 

 

２． 論点項目と検討課題 

以下の7つの項目ごとに保健所，市町村の現状と課題を踏まえ，今後検討すべき機能と役割について，整理す

る必要があるものを以下に列記した。 

(1) 中核市型自治体 

①  中核市型保健所と都道府県施策との関係 

自殺対策や危機時のアウトリーチ，入院，地域ケアといった総合的な精神保健医療福祉施策は，都道府県

や２次保健医療圏域を単位とした広域的な対応を進めることが望ましいことから，都道府県施策との積極的

な連携が必要である。そのためには，中核市型保健所においては，定期的に都道府県保健所との連絡会議を

開催するなどして，都道府県との情報共有や連絡調整，また，精神保健福祉施策の課題等について協議を行

う機会を設けるとともに，関係機関・団体や地区組織の育成等に関しても，必要に応じて，都道府県保健所

及び都道府県精神保健福祉センター等と連携を図りながら行う必要がある。 

②  市（所属する自治体）全体における精神保健医療福祉体制における保健所の役割 

自治体全体で，地域移行等，市町村障害福祉施策と密接に関係した事業を行うため，中核市型保健所にお

いては保健所だけではなく，市町村障害福祉部局，市町村自立支援協議会等との連携を図りながら総合的な
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施策を推進することが期待される。中核市型保健所における自治体全体のなかでの位置づけを検討しておく

ことが望まれる。 

③ 緊急入院を必要とする事案における中核市型保健所の役割 

現在の精神保健福祉法は，中核市型保健所を想定したものとは言い難いため，措置診察業務についても通

報を受理する中核市型保健所と措置診察を実施する都道府県等との間で積極的な連携が必要である。今後は

日頃の対象者支援を担うのが中核市型保健所であることから，措置診察の実施についての制度点検が必要。

また，医療保護入院のための移送についても同様である。 

④ 人材確保と資質の向上 

地域における新たな課題等に対応するため，中核市型保健所においても，精神科医，精神保健福祉士，臨

床心理技術者を始めとした精神保健福祉関連の専門職の複数配置と多職種によるチームアプローチの推進

が望まれる。保健所職員の研修等に関しても，必要に応じて，都道府県保健所，都道府県精神保健福祉セン

ターと協動して実施することなどにより，資質の向上を図ることが望まれる。 

(2) 心の健康の保持・増進 

① 心の健康の保持・増進に関する保健所機能の強化 

これまで，地域精神保健福祉対策の最重要課題のひとつとして取り組みが進められてきた心の健康の保

持・増進について，保健所の重要な施策の一つとして位置づけることが望まれる。その背景には，誰もが心

身ともに健やかであることといった健康に対する関心の高まり，生活環境や産業構造の変化の激しさや複雑

さにより精神的ストレスが増加し，精神的疲労やストレスを感じている人が増加傾向にあること，そして，

このたびの東日本大震災の発災後の広域・長期的な心のケアやストレス等の存在がある。大災害時などにお

ける心のケアを含めた心の健康づくりについて，保健所が果たす役割を強化する観点で，あらためて整理し

明記する必要がある。 

② ライフステージに応じた心の健康づくり 

母子保健から始まり，成人・高齢者保健といったライフステージに応じた心の健康づくりについて，学校

保健，産業保健等各分野と連携して推進されるよう，意識啓発及び普及の強化を図り相談指導体制を充実す

る中核として保健所の役割を検討する必要がある。 

③ 心の健康づくりを支援する体制の整備 

・ 市町村における心の健康増進推進体制の整備と役割の強化を図るとともに，支援する保健所の役割を検討

し，心の健康づくりに関わる広域的，専門的ネットワークづくりを推進するための機能についての検討。 

・ 医療機関の心の健康づくりへの取組みを推進し，普及啓発と健康教育を充実するための役割。 

・ 相談窓口の充実および周知の徹底強化とともに相談窓口間の連携体制を整備し，相談・指導体制の充実。 

・ 専門職種の配置と資質の向上，メンタルヘルスボランティアの養成などの人材育成を推進する機能。 

④  既存体制のニッチ（隙間）の分野における体制の整備 

社会的ひきこもり，認知症，境界域人格障害，零細企業に従事する労働者のメンタルヘルス対策などにつ

いての保健所の役割と機能。広域的，専門的ネットワークを推進する立場から，教育や労働などの各分野と

の関係についての検討の必要性。 

(3) 自殺対策 

① 地域の実態把握 

地域における自殺対策を推進していく上で，人口動態調査等による人口動態統計の活用以外に，警察，消

防，救急医療機関，ハローワーク等地域の関係機関・団体の情報収集・解析・還元するとともに，ネットワ

ークの核としての保健所及び市町村，関係機関・団体の役割と機能について検討する必要がある。 

② 自殺予防対策の実践と地域のネットワーク 

・ 相談者およびその家族に対して，低強度認知行動療法等，質の高い相談が実施できるような専門的な研修

を計画的継続的に実施するとともに，県精神保健福祉センターや精神科医療機関，雇用・司法・福祉機関

等のその他の相談機関に対する技術支援及びそのネットワーク化に関する役割についての検討。 

・ 心の健康及び自殺予防に関する知識の普及啓発に関して，市町村や民間団体等相談機関相互の連携調整を
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はかり積極的に実施する役割の重視。 

・ 傾聴ボランティア，心のケアナース，一般診療科（薬局）―精神科連携等，「気づき，傾聴，つなぎ，見

守り」の知識と技術を自殺対策に関係するゲートキーパー等，人材育成及び助言指導等の支援のため，精

神保健福祉センター等専門機関と連携を図り，研修，技術的助言等支援を実施する役割。 

③ 危機介入に関する役割 

・ 自殺の危険性が高まっている相談者に対し，適切に対応できるようなアウトリーチ，２４時間相談応需体

制等の体制整備・関係機関相互の連携を担う部署についての検討。 

・ 人材育成と人材活用のための地域ネットワーク体制整備を行う部署についての検討。 

④ 自殺未遂者・自死遺族等のケアに関する役割 

・ 自死遺族等の心理的影響を緩和するための，求めに応じた相談体制・地域理解の進化，専門医療機関等へ

の紹介等，連携体制。自死遺族の自主的組織の設立・支援の役割。 

・ 警察や消防等の関係機関と連携下におけるグリーフケア等の知識・技術等の教育・研修。現場における活

用，支援体制構築のための機能。 

・ 再度の自殺予防のためのカウンセリング，モニタリング，相談支援するための実態把握と相談支援体制，

ネットワーク構築。その評価と計画的推進の機能。 

⑤ 地域における総合的自殺対策 

・ 自殺の代表的な要因として健康問題，経済問題，人間関係があるが，どのような要因であっても「自殺の

サイン」に早期に気づき適切に対応できるよう，家庭，学校，職場を含め地域全体が自殺対策に関する正

しい知識を持つ必要がある。国や都道府県，市町村，民間団体，地域住民等と協働して，自殺対策に総合

的に取組んでいく役割を担う機関・その体制。 

・ 心の健康づくりの技術拠点をどこにおくか。ライフステージ毎，障害の有無，雇用の有無等の保健医療福

祉に関する関係機関・団体，関係部署とのネットワーク構築とその評価，運用。 

(4) 自然災害 

① こころのケア体制構築・維持の中核としての保健所の位置づけの明確化 

平成23年３月11日，東日本大震災が発災し，被災地域の生活や地域のつながりなどすべての営みが大き

な被害を受けた。この甚大な自然災害から学んだ経験を将来に生かすことができるよう，災害弱者，災害時

要援護者となりうる精神障害者への支援はもちろん，心のケア体制や心の健康づくり計画推進等についての

中核的役割を保健所が担う必要がある。改めて，地域における心のケア体制の中核としての保健所の役割と

機能を検討し明記しておく必要がある。 

② 被災を免れた被災地における精神保健福祉分野の中核的機能 

・ 地方自治体および国と連携を図り，現地の担当者や住民等から情報収集を行い現状分析に基づく介入と対

策について優先順位を決め，全国の医療福祉関係者やボランティアなどの派遣依頼，受け入れ態勢の調整

と整備支援。 

・ 避難所等における被災者の心のケア実施にあたり，医療機関，全国自治体等からの応援スタッフの連携調

整の実施。また，心のケア活動の状況について，情報共有のための記録と情報提供を実施。 

・ トリアージを含めた診療が実施できるよう環境整備，外部支援医療救助隊活動の補助業務。また，被害状

況等によって「精神科救護所」の設置。 

・ 精神科救急患者（措置診察対象者以外でも重篤な精神障害や身体合併症を有する事例等，緊急の診察が必

要と考えられる事例）の診察について，医療機関との情報連絡。 

・ 市町村等が実施する心の健康について助言指導のほか普及啓発媒体の提供。 

・ 消防，警察，行政，保健医療福祉，教育など援助者・支援者の心のケアについて，専門機関と連携を図り

実施する。精神保健福祉相談台帳などを活用し，在宅精神障害者の安否確認を市町村と連携を図り実施。 

③ 被災地における精神科医療確保 

・ 精神科医療機関の被災状況についての情報収集，患者の受け入れについての連絡調整。 

・ 精神科がない地域への避難者に対する精神科救急医療の確保に関する連絡調整。医師会，薬剤師会等関係
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機関と連携した対応。 

・ 広範な地域における精神医療について，災害発生からの時間経過とともに変化する病態（発生初期：通院

中断した患者の治療継続，パニックなどの重度の不安障害など，１～２週間以降：ストレスおよびストレ

ス関連疾患など）に応じた精神科医療体制の整備。 

・ 精神保健福祉相談台帳などを活用した在宅精神障害者の安否確認や服薬継続支援などの実施。 

・ 在宅精神障害者の生活支援について，市町村，訪問看護ステーション，地域包括支援センター，相談支援

事業所等の連携調整を実施する。 

・ 継続的地域精神保健医療福祉体制構築のための地域の中核的機能。 

④ 被災地域全体の心のケア体制の構築と評価・支援 

被災地域全体の心の健康の回復支援に対し，高齢者，独居の精神障害者，ＰＴＳＤを持つ子どものケアな

どのいわゆる災害弱者はもちろん，地域住民全体の多岐にわたり地域組織の構築・支援，人材の育成・支援，

地域のネットワーク化，地域の心の健康づくり計画等を通じて，被災地域の心の健康の回復に中長期的に関

わっていく中核的機能やその役割。 

(5) 医療計画 

① 医療計画における保健所の役割と機能 

医療計画に定める疾患として，新たに精神疾患が追加される。このため，障害福祉計画や介護保険事業支

援計画との連携を踏まえつつ，精神疾患の病期や個別の状態像に対応した適切な医療体制を構築し維持する

ために保健所が行うべき業務をあらためて整理し明記する必要がある。 

② 精神疾患の発症予防及び早期発見・支援 

・ 精神保健に関する悩みや訴えについて適切に相談支援を実施する体制の充実。心の健康増進や正しい知

識・対応等についての普及啓発の役割。 

・ 情報の把握・収集，相談応需体制，アウトリーチを含む相談支援体制を実施し，早期の受診に結びつくよ

うな地域連携体制の構築。そのための人材確保と育成。 

③ 医療連携体制構築に関する機能と役割 

かかりつけ医―精神科専門医の連携強化。精神科以外の診療科における精神疾患患者への対応力向上に努め

るとともに，適時適切な時期と方法で精神科専門医につながる連携体制の構築。 

④ 地域生活支援のための地域ケア体制構築の機能と役割 

・ 退院調整における住居確保や日中の居場所確保などについて，医療機関や市町村等関係機関との連携し連

絡調整を行い，安心して患者が退院できるよう総合的な支援体制。 

・ 地域における服薬継続や生活の安定のため，医療機関，訪問看護ステーション，相談支援事業所等関係機

関と連携を図り，訪問指導を実施する。 

・ 医療中断者の治療再開に果たすための相談支援体制。自宅における生活を継続する中で通院を中断し，地

域で問題行動などを起こさないような対応，そのときの連携体制。 

⑤ 急性増悪期の機能 

  精神科救急システムと連携し，24時間365日精神科救急医療を提供できるよう相談体制の整備，評価。シス

テムの改善を含めた機能の検討。 

(6) 児童虐待 

① 児童虐待に関する地域精神保健分野の位置づけの整理・検討 

虐待する親に精神科での治療歴がある，あるいは精神科受診が必要と判断される場合が少なくなく，家族

関係再構築に向けての支援のスタートのひとつとして精神科の診断と治療が基本となる場合がある。このよ

うな支援を効果的に行うための保健所の，児童相談所など専門機関との連携下における市町村支援体制の充

実。 

② 母子保健とメンタルケアの連動 

虐待の背景のひとつに育児不安が指摘されていることから，虐待防止と早期介入には適切な育児支援が重

要となる。市町村，児童相談所等と保健所との連携，児童総合相談所との連携，保健師等専門職種資質の向

- 88 -



 

7

上等，地域精神保健に関する母子保健，児童福祉，障害者対策等との連携のあり方に関する検討の必要があ

る。その役割と機能について検討する必要性。 

(7) 地域移行 

① 精神障害者の地域生活への移行支援及び地域生活定着に関する機能・役割 

精神障害者の希望に添った生活の実現に向け，精神科病院等との連携の下，地域生活への移行を促進する

とともに地域生活が継続できるような支援体制の構築。そのためには，精神障害者の地域生活への移行及び

地域生活の定着に向けた圏域内の調整及び連携を推進するとともに，市町村，精神科病院及び関係機関に対

して積極的な情報周知と働きかけを行う保健所の役割について検討する必要がある。 

② 関係機関団体との連携体制 

自立支援協議会等を活用した市町村相談支援事業者等関係機関とのネットワークを形成すると共に，圏域に

おける必要な事業や資源の点検・開発に関する中核的検討。 

③ 広域圏域における地域移行支援 

障害保健福祉圏域を超えた課題や対応について，関係機関・団体と連携を図りながら支援をコーディネイト

する機能。 

④ 情報収集と評価・情報提供 

精神障害者，家族会，地域の資源，地域住民の理解や行動，入院・通院患者数等の状況について情報把握

と提供情報提供に関する機能。都道府県等がまとめる精神保健福祉資料（６３０調査）や都道府県等が実施

する精神科病院に対する実地指導や医療機関への立ち入り検査等と連携し，管内の精神科医療機関の長期入

院の状況等の情報収集と地域移行への支援・地域生活の定着等についての連絡・調整・企画との連動機能。 

⑤ 人材確保と育成・活用 

ピアサポーターを含む人材の活用。 
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Ⅲ 現地調査・ヒアリング調査 

１．現地調査・ヒアリング調査の目的 

平成23年３月11日の東日本大震災発災後，約１年が経過し（平成24年２月末現在），危機時の対応や体制等

についての検証が行われつつあるが，そのなかで，被災地の保健所や市町村等に関係者から健康危機管理と平時

の地域保健活動は密接に連動しており，精神保健医療分野を含め，危機時における保健医療福祉対策は日頃の保

健所と市町村の業務等を通じた相互関係が重要であったという指摘や意見が多く聞かれている。また，東日本大

震災等の危機発生時における健康危機管理と，日頃の保健所や市町村が実施している地域保健活動の関係を調

査・検討しておくことは，予防から早期発見・支援，医療連携，地域ケア体制の推進と評価といった地域精神保

健医療福祉の総合的推進を図る観点から重要である。  

そのため本事業において，東日本大震災により被災した地域，あるいは周辺地域の保健所や市町村を対象とし

て作業部会班員が被災地保健所・市町村の関係者の協力を得て現地調査・現地ヒアリング（以下：現地調査）を

行うものである。現地調査の内容は保健所管内の精神保健福祉に関する基礎データの他，地域精神保健医療福祉

に関する平時の対応・連携体制，今回の震災での新たに発生した課題，あるいは増大した危機時の対応・連携体

制に関する課題，及び今後重視すべき業務（業務強化，新たに追加すべき項目）について，保健所に関する事項，

市町村に関する事項，および両者の連携に関する事項，保健所相互間連携に関する事項とした。 

 

２．現地調査・ヒアリング調査の事前準備 

現地調査を行う前に，被災地のおかれた経緯や現状に配慮し，担当者に多大の負担をかけないため，被災地自

治体のWebサイト等から，保健所や地域の現状等を可能な限り把握してから，現地に赴くこととした。さらに，

現地調査の日程調整時に事前に担当者（保健所長）等と，資料・調査項目等に関しては，電話等で十分に意思疎

通を図り，信頼関係を得てから行った。 

 

３．現地調査・ヒアリング調査の方法 

(1) 今回のヒアリング対象は東日本大震災の被災を受けた地域の保健所と同保健所管内市町村を対象とした。現

地調査については，一定の平準化を図るため参考資料に掲載したヒアリングシートを作業部会の班員で議論し，

作成したものを用いて行った。ヒアリングに関しては，保健所長の他，可能であれば，精神保健福祉業務を所

管している保健師等からも協力を得て行った。 

(2) ヒアリングの目的は，大震災の被害等について明確にすると言うより，震災等の危機時に明らかになる，あ

るいは課題がクローズアップされるといった観点で，日頃（平時）の地域精神保健福祉業務に関して評価すべ

き点，課題，仕組みとして提案・提言したい点を検討し，精神保健福祉業務運営要領の改訂に資する論点を抽

出・整理することとした。 

(3) ヒアリングに関しては，後日報告書にまとめ，公表することになることから協力していただける保健所，市

町村等の協力者に確認し，十分な理解を得て行った。また，報告書に記載する事項等については，まとめの段

階で原稿等を事前に目を通してもらい，確認をいただいてから報告書として上梓した。 

- 90 -



 

9

４．現地調査・ヒアリング調査内容 
地域精神保健医療福祉の充実に向け，現在の業務要領に記載されている実施事業のなかから，以下の①から⑩

までのポイントを踏まえ，下記の調査を行った。 

 

【調査項目】 

1) 組織形態と組織の概要 

① 組織形態 

② 常勤職員数 

 2) 地域の被害状況 

3) 平時における保健所の精神保健福祉業務 

① 精神保健福祉の現状把握と情報提供 

② 組織育成 

③ 精神保健福祉相談 

④ 専門相談 

⑤ 社会復帰及び自立と社会参加への支援 

⑥ 入院 

 4) 平時における市町村との連携 

  設問４，６等とヒアリング結果を活用。 

 5) 健康危機管理的な対応 

  設問７，８等とヒアリング結果を活用。 

① 医療確保に関する連絡調整 

② 在宅精神障害者への支援 

③ 情報提供・相談体制 

④ 心のケアに関する対応 

 

① 企画調整 ②普及啓発 ③研修 ④織育成 ⑤相談 ⑥訪問指導 

⑦ 社会復帰及び自立と社会参加への支援 ⑧ 入院及び通院医療関係事務 

⑨ ケース記録の整理及び秘密の保持等  ⑩ 市町村への協力及び連携 
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５．現地調査・ヒアリング調査のまとめ 

(1) 現地調査の対象と対象地域の特徴 

 調査班員 ヒアリング日時・対象地域 ヒアリング地域の特徴 

1 

中川 浩二 

 和歌山県福祉保健部 

 障害福祉課 

12月８日 

喜多方市市民部保健課 

西会津町健康福祉課 

 

12月９日 

福島県会津保健福祉事務所

（会津保健所） 

会津地方は，地震による甚大な被害からは免れた

が，浜通りと呼ばれる沿岸地域から原発事故によ

り避難してくる多くの住民の受け入れを担った。

また，会津保健所は管内の医療機関と連携し，精

神障害者の地域生活移行に積極的に取り組みを行

っている。 

2 
服部 悟 

 愛知県衣浦東部保健所

12月 12日 

福島県県中保健福祉事務所

（県中保健所） 

12月 12日 

田村市 

県内の最高震度で住民が被災。そこに津波の避難

者が一時殺到し原発事故でさらに遠方に避難して

いった地域。 

3 

宇田 英典 

  鹿児島県姶良保健所 

  兼 大口保健所 

11月 17日 

女川町健康福祉課 

 （保健センター） 

石巻市，宮城県東部保健福

祉事務所（石巻保健所）  

11月 18日 

宮城県東部保健福祉事務所

（石巻保健所） 

現地保健所が被災し保健所機能がほぼ壊滅状態。

その後，県庁・他保健所の人的支援を得て，管内

市町村との支援体制の構築に努めた。 

保健所が設置されている石巻市と町のほぼ８割が

被災し，心のケア体制を独自に作成し取り組みを

進めている女川町 

市民とともに，心のケアを進めている石巻市 

4 
瀧口 俊一  

  宮崎県日南保健所 

12月６日 

仙台市 

精神保健福祉総合ｾﾝﾀｰ 

（はあとぽーと仙台） 

 

12月７日 

若林区保健福祉センター 

（若林保健所） 

沿岸部が被災した政令市の精神保健福祉への取り

組み事例 

東日本大震災発災後，地域精神保健の連絡調整の

役割を，精神保健福祉センターが担った。 

5 

馬場 俊明   

北海道空知総合振興局  

保健環境部保健福祉室  

（岩見沢保健所） 

12月 14日   

岩手県沿岸広域振興局宮古

保健福祉環境センター（宮

古保健所） 

岩手県宮古市役所 

宮古保健所：平時からＮＰＯの設立等地域の精神

保健システムの構築に注力。多数 

のこころのケアチーム・保健チームの派遣調整を

積極的・長期に行った。 

宮古市： 福祉課、健康課、介護保健課の保健師を

中心に平時から関係機関と連携し 

て活動。震災直後は避難所訪問、その後は仮設住

宅の全戸訪問を行った。 
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(2) 現地調査・ヒアリング調査結果の概要 

 現地調査の結果については，被災の大きかった岩手県，宮城県，福島県の３県にある都道府県型保健所，

政令市型保健所さらには市町村毎に，特性や特徴の違いが見受けられたものの，いくつかの共通項，ある

いは今後の地域精神保健福祉を考える上で特徴的なものも確認された。 

 

1.保健所の組織形態 

 保健福祉環境部や保健福祉部等，統合組織の増加に伴い，東北地方の多くの保健所組織が統合事務所化し

保健所長の役割がスタッフの位置づけになっており，迅速・的確な公衆衛生を進めるうえで大きな課題の

一つであった。 

2.人材不足 

① 保健師全体数の減少。 

 専従の精神保健福祉担当保健師が不在の地域が少なくなかった。 

② 精神保健福祉士，精神保健福祉相談員の配置不足 

地域精神保健活動をすすめるためのキーパーソンとなる精神保健福祉の専門職不足が顕著で，業務要領

において精神保健福祉士の配置等が記載されているが，現実との乖離が指摘される。 

3.情報の把握と提供体制  

① 災害時要支援者リスト  

市町村は作成の義務があるが，認知症住民のリストは準備しているが統合失調症等の精神疾患住民のリ

ストは無いことが少なくない。 

② 障害者手帳台帳の活用について 

保健部局と福祉部局の共有化が図られていない。 

③ 電子媒体が使用不可能 

今回の大震災及びその後の津波災害において，電子媒体での記録・資料が使用不可の状態に陥った。紙

ベースのものとの２重保管についての検討の必要性があるのではないか。 

4.地域組織育成に関する課題  

① 市町村において家族会育成の地域はあるものの，今回の調査対象地域ではそれ以外の組織に関する育成

の事例は少ない。 

② レインボーネット（宮古保健所）の立ち上げに保健所が積極的に関与した事例があり，保健所における

地域組織育成に関して参考になると思われる。 

5.把握されていない障害者の顕在化（避難所等において） 

① 避難所で障害者や異質な状態像を有する人への排除行動が見受けられた。住民の障害者への理解不足に

よるもの，ノーマライゼーション思想の普及の必要性が再確認された。 

② 支援の必要な住民や家族が他人の目が気になり相談できないことがあり，地域理解の深化の必要性再確

認された。 

③ 日頃の地域精神保健福祉活動のなかで，あらかじめ障害者の把握が不十分であったことから，支援がで

きなかった（遅れた）事例も見受けられた。 

6.福祉避難所の設置 

精神障害者等が避難する施設等の検討が必要ではないかと考えられた。  

7.心のケア支援チームの調整機能 

被災地には，心のケア支援チームが多数支援に訪れたが，これらの外部支援団体の受入調整，さらには中・

長期的地域心のケア体制に基づく支援体制の構築・調整等について，保健所の役割として明確に示せなか

ったのではないかという指摘がなされた。そのなかで，現地調査を行った次の地域においては参考となる

取り組みが保健所で行われていた。 

また，支援・調整のキーパーソンとして，中堅以上の保健師等，技術職員の育成・配置が重要であると思

われた。 
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① 仙台市では精神保健福祉センターが役割を担った（政令市型のモデルとなりうる） 

② 宮古保健所や会津保健福祉事務所が実施（保健所が中心） 

③ 会津保健福祉事務所では保健所が実施 

④ チーム調整に関する長期支援者の必要性（中堅以上の保健師等が候補となる） 

8.ネットワーク会議 

地域精神保健活動のネットワークの中核として業務要領では保健所が位置づけられているものの，宮城県

では県庁がその役割を担うこととなり，２次医療圏域単位で小回りの利く対応が難しかったのではないか

と懸念された。統合組織における保健所長の役割，保健師・精神保健福祉士の人材不足等の影響もあると

考えられた。 

① 県庁（宮城県） 

② 保健所（宮古保健所，会津保健福祉事務所と石巻保健所との違い） 

③ 宮古地域心サポート連絡会（保健所が支援して設置） 

9.既存支援マニュアルの作成，活用，周知 

マニュアルは作成されていたものの活用・周知については検討の余地があったと思われた。 

① 福島県  専門家用 

② 仙台市  専門家用，外部支援用，一般職員用 

③ 宮古保健所 岩手県災害時心のケアマニュアル第２版の作成と活用 

10. 職員の安全確保と健康管理 

11. 業務分担制による専門化と生活一般への総合的サービスの提供のバランス 

12. 生活保護世帯の増加への対応（心と暮らしの総合支援） 

特に生活保護等，生活支援の必要な住民への保健所と市町村との連携について，強化していく必要がある

と思われた。 

13. 市町村の求めに応じた保健所の地域精神保健活動が目立った。業務を通じた日常的連携体制の構築が健康

危機発生時にとても重要である。 
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1
4

 【
平
時
に
お
け
る
保
健
所
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

(1
) 

精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
 

 
 
障
害
者
が
利
用
で
き
る
医
療
，
保
健
，
福
祉
の
各
種
サ
ー
ビ
ス
や
自
立
支
援
法
の
事
業
所
等
の
一
覧
を
掲
載
し
た
「
障
害
福
祉

ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
」
を
毎
年
度
作
成
し
，
情
報
提
供
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
，
市
町
村
職
員
や
関
係
機
関
を
対
象
に
し
た
「
会
津
地

域
精
神
保
健
福
祉
連
絡
会
」
を
年
１
～
２
回
開
催
し
，
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
最
新
情
報
の
提
供
や
事
例
検
討
な
ど
を
行
い
，

関
係
者
の
資
質
向
上
や
連
携
が
し
や
す
く
な
る
よ
う
努
め
て
い
る
。
所
内
事
業
で
は
，
ひ
き
こ
も
り
の
方
と
暮
ら
す
家
族
を
対
象

に
年
間
５
回
程
度
，
う
つ
等
の
気
分
障
害
の
方
と
暮
ら
す
家
族
を
対
象
に
年
４
回
程
度
の
家
族
教
室
を
開
催
し
て
い
る
。
い
ず
れ

も
管
内
医
療
機
関
の
医
師
や
臨
床
心
理
士
，
若
者
自
立
支
援
団
体
等
の
関
係
者
が
講
師
と
な
り
開
催
さ
れ
，
地
域
の
関
係
機
関
と

の
連
携
が
な
さ
れ
て
い
る
様
子
が
窺
え
る
。
 

(2
) 

組
織
育
成
 

管
内
に
は
精
神
障
害
者
当
事
者
の
会
「
や
す
ら
ぎ
の
会
」「

ウ
ィ
ン
グ
」
二
つ
が
活
動
し
て
い
る
。
地
域
の
家
族
会
「
若
桐
会
」

は
，
保
健
所
主
催
の
家
族
教
室
か
ら
設
立
し
，
現
在
は
精
神
障
害
者
の
事
業
所
内
に
事
務
局
を
置
い
て
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
ま

た
，
６
カ
所
の
精
神
保
健
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
が
あ
り
，
県
精
神
保
健
福
祉
協
会
等
の
支
援
を
受
け
，
メ
ン
バ
ー
の
資
質
向

上
や
活
動
の
活
性
化
の
た
め
の
研
修
等
を
行
っ
て
い
る
。
 

(3
) 

精
神
保
健
福
祉
相
談
 

 
 
常
勤
職
員
に
よ
る
電
話
，
来
所
相
談
，
家
庭
訪
問
を
随
時
実
施
し
て
お
り
，
定
期
的
に
非
常
勤
の
精
神
科
医
に
よ
る
「
心
の
健

康
相
談
」
を
年
間

20
回
実
施
し
て
い
る
。
精
神
障
害
者
や
ア
ル
コ
ー
ル
関
連
問
題
，
気
分
障
害
，
発
達
障
害
，
ひ
き
こ
も
り
な
ど

の
当
事
者
や
家
族
の
相
談
に
応
じ
て
い
る
。
な
か
で
も
，
ア
ル
コ
ー
ル
や
薬
物
，
ギ
ャ
ン
ブ
ル
依
存
，
摂
食
障
害
な
ど
は
地
域
の

自
助
グ
ル
ー
プ
を
積
極
的
に
紹
介
す
る
と
と
も
に
，
そ
の
活
動
支
援
も
行
っ
て
い
る
。
 

(4
) 

社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

 
 
デ
イ
ケ
ア
は
保
健
所
で
は
開
催
せ
ず
，
管
内
の
数
カ
所
の
市
町
村
に
お
い
て
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
，
市
町
村
の
自
立
支
援
協

議
会
に
は
，必

要
に
応
じ
参
加
す
る
一
方
で
，年

間
60

回
以
上
の
地
域
移
行
の
た
め
の
ケ
ア
会
議
に
出
席
し
，患

者
家
族
の
調
整
，

地
域
生
活
支
援
の
た
め
の
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。さ

ら
に
管
内
の
４
つ
の
精
神
科
医
療
機
関
や
相
談
支
援
事
業
所
と
連
携
し
，

対
象
者
が
地
域
生
活
に
対
す
る
意
欲
や
意
識
を
高
め
ら
れ
る
よ
う
助
言
指
導
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
 
管
内
の
一
医
療
機
関
で
あ
る
竹
田
綜
合
病
院
は
，
長
期
入
院
者
の
地
域
移
行
を
図
り
，
精
神
科
救
急
や
身
体
合
併
を
受
け
入
れ

る
病
院
と
し
て
方
針
転
換
を
は
か
る
こ
と
と
し
た
。こ

の
た
め

10
0
名
の
入
院
者
を
地
域
に
送
り
出
す
取
り
組
み
を
行
う
た
め
に
，

平
成

20
年

4
月
か
ら
国
の
モ
デ
ル
事
業
で
あ
る
「
障
害
者
保
健
福
祉
推
進
事
業
」
の
採
択
を
受
け
る
と
と
も
に
「
会
津
地
域
退
院

促
進
及
び
地
域
移
行
推
進
委
員
会
」
を
発
足
し
た
。
構
成
機
関
は
，
病
院
，
保
健
福
祉
事
務
所
，
市
役
所
，
相
談
支
援
事
業
所
，

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
，
就
労
継
続
事
業
所
，
就
労
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
等
で
あ
る
。
こ
の
会
が
自
立
支
援
協
議
会
と
違
う
の
は
，
各

機
関
の
管
理
者
で
は
な
く
，
直
接
支
援
を
行
っ
て
い
る
実
務
者
レ
ベ
ル
の
参
加
を
求
め
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
結
果
，
か
な
り
早

期
の
段
階
か
ら
関
係
者
が
入
院
患
者
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
，
患
者
の
地
域
生
活
の
意
向
を
き
き
な
が
ら
，
生
活
を
具
体
的
に
イ

メ
ー
ジ
し
た
直
接
的
な
支
援
が
行
わ
れ
た
。
こ
の
活
動
の
ノ
ウ
ハ
ウ
は
，
平
成

22
年
度
か
ら
会
津
若
松
市
の
自
立
支
援
協
議
会
の

地
域
移
行
ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル
ー
プ
と
し
て
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
病
院
関
係
者
に
よ
る
と
平
成

23
年
度
末
に
は
，
一

部
転
院
し
た
患
者
は
い
る
が
，
ほ
ぼ

10
0
名
の
患
者
が
退
院
す
る
目
途
が
た
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

 
 
こ
れ
ら
の
取
り
組
み
に
は
，
保
健
所
が
市
町
村
と
と
も
に
，
医
療
機
関
と
の
連
携
を
基
盤
に
，
患
者
の
ニ
ー
ズ
を
的
確
に
把
握

し
，
家
族
の
家
庭
訪
問
や
地
域
で
生
活
す
る
た
め
の
社
会
資
源
の
情
報
提
供
，
関
係
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
う
な
ど
，
地
域
の

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
て
き
た
様
子
が
窺
え
る
。
 

(5
) 

申
請
通
報
関
係
・
事
務
 

 
 
平
時
（
平
成

22
年
度
）
に
お
け
る
入
院
，
通
院
に
つ
い
て
は
医
療
保
護
入
院
の
受
理
件
数

85
6
件
，
退
院
届

64
8
件
，
医
療
保

護
入
院
定
期
病
状
報
告

39
6
件
で
あ
る
。
ま
た
，
申
請
・
通
報
件
数
は

37
件
あ
っ
た
。
な
か
で
も

24
条
通
報
（
警
察
官
）
が
最

も
多
く

25
件
あ
り
，
す
べ
て
措
置
診
察
を
行
っ
て
い
る
。
う
ち
措
置
入
院
は
４
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他

25
条
通
報
が
８
件
，

26
条
通
報
が
４
件
あ
っ
た
。
 

 
 
警
察
官
通
報
等
で
把
握
し
た
対
象
者
は
，
個
人
フ
ァ
イ
ル
を
作
成
し
，
そ
の
後
の
治
療
中
断
を
予
防
す
る
た
め
の
訪
問
等
を
実

施
し
て
い
る
。
 

 

1
3

６
．
現
地
調
査
報
告
（
詳
細
）
 

 ６
－
１
 
福
島
県
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
（
会
津
保
健
所
）
，
喜
多
方
市
役
所
，
西
会
津
町
役
場
 

 １
．
福
島
県
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
（
会
津
保
健
所
）
 

 【
福
島
県
及
び
管
内
の
概
要
】
 

 
福
島
県
は
行
政
圏
域
を
６
つ
に
区
分
し
，
平
成

14
年
度

か
ら
各
圏
域
に
保
健
福
祉
事
務
所
を
設
置
し
，
保
健
所
機

能
と
福
祉
事
務
所
機
能
を
併
せ
持
つ
組
織
体
制
を
と
っ
て

い
る
（
６
保
健
福
祉
事
務
所
）。

ま
た
，
中
核
市
と
し
て
郡

山
市
と
い
わ
き
市
に
市
立
の
保
健
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。 

 
会
津
地
域
は
，
福
島
県
の
北
西
部
に
位
置
し
，
西
端
は

新
潟
県
，
北
端
は
山
形
県
に
接
し
て
い
る
地
域
で
会
津
若

松
市
を
中
核
と
し
，
喜
多
方
市
，
北
塩
原
村
，
西
会
津
町
，

磐
梯
町
，
猪
苗
代
町
，
会
津
坂
下
町
，
湯
川
村
，
柳
津
町
，

三
島
町
，
金
山
町
，
昭
和
村
，
会
津
美
里
町
か
ら
な
る
。

そ
の
面
積
は
 3
,0
79
.0
5K

㎡
と
県
土
の

22
.3
％
を
占
め

て
い
る
。
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
は
，
平
成
９
年
に
会
津

若
松
保
健
所
，
喜
多
方
保
健
所
，
会
津
坂
下
保
健
所
を
統

合
し
，
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
と
な
っ
た
。
  

  
表
１
 
管
内
の
概
況
（
人
口
は
平
成

24
年
１
月
現
在
）
 
 
医
療
機
関
数
は
震
災
前
後
で
変
化
な
し
 

管
内
人
口
 

25
9,
20
1（

人
）
 

高
齢
者
人
口
 

75
,3
31
（
人
）
 
 
〈
高
齢
化
率
〉
29
.1
% 

管
内
市
町
村
数
 

２
市
８
町
３
村
 

自
立
支
援
（
精
神
通
院
）
医
療
受
給
者
 

2,
47
3（

人
）
 

精
神
保
健
福
祉
手
帳
保
持
者
 

95
3（

人
）
 

全
医
療
機
関
 

16
1（

カ
所
）
 
4,
62
3（

床
）
 

精
神
科
病
院
 

６
（
カ
所
）
 
1,
15
7（

床
）
 

精
神
科
診
療
所
 

９
（
カ
所
）
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 

19
（
カ
所
）
 

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
等
 

14
3（

カ
所
）
 

 【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

(1
) 

組
織
形
態
 

 
平
成

14
年
に
保
健
と
福
祉
の
連
携
を
強
化
し
，県

民
サ
ー
ビ
ス
の
向
上
を
図
る
こ
と
を
目
的
に
会
津
保
健
所
と
会
津
保
健
福
祉

事
務
所
が
統
合
さ
れ
現
在
の
形
と
な
っ
た
。
組
織
は
，
総
務
企
画
部
，
健
康
福
祉
部
，
生
活
衛
生
部
の
３
部
か
ら
な
り
，
そ
の
下

に
６
課
を
配
し
，
更
に
７
つ
の
チ
ー
ム
で
編
成
し
て
い
る
。
精
神
保
健
福
祉
業
務
は
健
康
福
祉
部
保
健
福
祉
課
障
害
者
支
援
チ
ー

ム
で
実
務
に
あ
た
っ
て
い
る
。
 

(2
) 

常
勤
職
員
数
 

 
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
の
常
勤
職
員
数
は
，
医
師
１
（
保
健
所
長
），

薬
剤
師
５
，
獣
医
師
８
，
保
健
師

17
，
事
務
職
員

29
，

そ
の
他

21
の
計

81
名
（
臨
時
・
嘱
託
を
除
く
）。

精
神
保
健
担
当
職
員
は
保
健
師
４
名
で
，
そ
の
う
ち

1
名
が
地
域
移
行
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
ー
を
担
当
し
て
い
る
。
精
神
保
健
福
祉
士
や
臨
床
心
理
士
等
は
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
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1
6

的
に
行
っ
た
。
 

・
４
月
中
旬
頃
か
ら
浜
通
り
地
域
の
大
熊
町
，
楢
葉
町
，
葛
尾
村
が
役
場
機
能
ご
と
同
管
内
に
避
難
し
て
き
た
が
，
役
場
職
員
の

疲
弊
が
著
し
こ
と
か
ら
，
京
都
府
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
提
言
に
よ
り
，
職
員
の
休
暇
や
健
康
管
理
の
重
要
性
に
つ
い
て
，
県
医

師
会
か
ら
県
対
策
本
部
に
対
し
，「

緊
急
要
望
書
」
が
提
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。（

参
考
資
料
参
照
）
 

・
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
と
し
て
，
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
は
特
に
作
成
を
し
て
い
な
い
が
，
県
で
暫
定
版
心
の
ケ

ア
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
て
お
り
、
今
回
の
災
害
体
験
を
基
に
検
討
さ
れ
今
後
は
そ
れ
ら
を
充
実
さ
せ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
て

い
る
。
 

 【
災
害
か
ら
見
え
て
き
た
課
題
】
 

 
災
害
か
ら
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
，
い
く
つ
か
の
課
題
が
見
え
て
き
た
。
 

・
今
回
数
多
く
の
保
健
チ
ー
ム
や
医
療
チ
ー
ム
等
の
支
援
を
頂
い
た
が
，
避
難
者
が
非
常
に
数
多
く
の
二
次
避
難
所
に
分
散
し
て

い
た
た
め
，
そ
の
巡
回
の
調
整
に
困
難
を
極
め
た
。
保
健
チ
ー
ム
の
中
に
は
行
政
医
師
も
多
く
参
加
し
て
い
た
の
で
，
そ
の
力

を
十
分
に
発
揮
し
て
も
ら
う
工
夫
が
必
要
だ
っ
た
。
 

・
医
療
チ
ー
ム
の
医
師
等
が
心
の
ケ
ア
が
必
要
と
判
断
し
た
場
合
で
も
，
そ
の
必
要
性
に
つ
い
て
避
難
者
自
身
に
説
明
さ
れ
な
い

こ
と
が
あ
り
，
心
の
ケ
ア
で
関
わ
り
づ
ら
い
事
例
が
み
ら
れ
た
。
 

・
被
災
住
民
と
共
に
避
難
し
て
き
た
行
政
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
の
問
題
は
大
き
く
，
避
難
生
活
し
な
が
ら
住
民
の
苦
情
処
理

や
慣
れ
な
い
環
境
で
の
過
酷
な
業
務
を
余
儀
な
く
さ
れ
，
疲
弊
状
況
は
顕
著
で
あ
っ
た
。
 

・
精
神
障
害
の
あ
る
避
難
住
民
の
症
状
悪
化
か
ら
警
察
官
通
報
に
至
る
ケ
ー
ス
が
あ
っ
た
。
 

・
二
次
避
難
所
に
お
け
る
希
死
念
慮
の
あ
る
人
の
行
動
化
が
み
ら
れ
た
。
 

 【
ま
と
め
と
考
察
】
 

 
今
回
の
災
害
は
，
想
定
を
遙
か
に
超
え
る
も
の
で
は
あ
っ
た
が
，
会
津
地
方
の
住
民
に
と
っ
て
は
，
人
的
被
害
が
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
こ
と
は
幸
い
で
あ
っ
た
。
し
か
し
，
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
事
故
に
よ
り
一
時
期
最
大
で

9,
50
0
名
も
の
避
難
者
を
受
け
入

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。元

々
に
地
元
住
民
で
な
く
基
礎
と
な
る
情
報
の
な
い
避
難
者
の
健
康
管
理
や
心
の
ケ
ア
に
取
り
組
む
こ
と
は
，

か
な
り
の
時
間
と
労
力
を
費
や
し
た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
，
避
難
所
の
状
況
に
合
わ
せ
，
早
期
に
関
係
機
関
と
連
携
し

心
の
ケ
ア
を
チ
ー
ム
と
し
て
迅
速
に
取
り
組
め
た
こ
と
は
，
日
頃
の
保
健
所
と
医
師
会
の
関
係
が
円
滑
で
あ
っ
た
こ
と
や
精
神
科
医

療
機
関
と
の
関
係
も
日
頃
の
利
用
者
を
と
お
し
た
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
構
築
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
伺
え
る
。
災
害
発
生
直
後
か
ら
極
め

て
初
期
の
対
応
に
つ
い
て
，
事
態
の
変
化
に
対
処
し
，
通
常
業
務
を
ス
ト
ッ
プ
し
，
す
ぐ
に
危
機
モ
ー
ド
に
切
り
替
え
，
全
体
調
整

が
な
さ
れ
た
と
い
え
る
。
 

県
外
か
ら
の
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
支
援
チ
ー
ム
の
受
け
入
れ
に
つ
い
て
は
，
４
月
７
日
か
ら
５
月

21
日
ま
で
福
井
県
が
，
４
月

12
日
か
ら
７
月

26
日
ま
で
京
都
府
が
支
援
を
展
開
し
た
。
特
に
京
都
府
が
行
っ
た
長
期
の
支
援
は
，
こ
の
地
域
の
心
の
ケ
ア
を
先

導
す
る
役
割
を
担
っ
た
。
会
津
地
方
に
は
，
原
発
の
被
害
を
受
け
た
大
熊
町
，
楢
葉
町
，
葛
尾
村
，
双
葉
町
な
ど
が
役
場
機
能
の
全

部
も
し
く
は
，そ

の
一
部
を
移
転
さ
せ
て
い
る
。こ

れ
ら
の
町
村
の
職
員
は
住
民
と
同
じ
施
設
を
宿
舎
と
し
て
い
る
人
た
ち
も
多
く
，

常
に
住
民
の
目
に
さ
ら
さ
れ
，
24

時
間
住
民
と
公
務
員
の
関
係
が
と
ぎ
れ
る
こ
と
が
な
く
，
精
神
医
学
的
リ
ス
ク
が
非
常
に
高
い
状

態
と
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
も
保
健
所
を
通
じ
，
県
医
師
会
長
名
で
県
災
害
対
策
本
部
に
働
き
か
け
を
行
い
，
被
災
市
町

村
長
に
対
し
，
命
令
と
し
て
の
休
暇
所
得
な
ど
を
盛
り
込
ん
だ
，
緊
急
要
望
書
を
発
出
し
た
。
こ
れ
は
，
極
め
て
意
味
の
あ
る
働
き

か
け
で
あ
り
，
も
っ
と
重
要
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
感
じ
た
。
し
か
し
，
大
災
害
の
前
に
は
，
こ
の
要
望
書
に
よ
る
効
果
も
あ
ま

り
得
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
。
 

 
こ
れ
ら
心
の
ケ
ア
を
含
め
た
県
外
か
ら
の
医
療
チ
ー
ム
，
保
健
チ
ー
ム
の
支
援
に
つ
い
て
，
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
は
，
高
い
評

価
を
し
て
い
る
。
特
に
３
月

18
日
か
ら
医
療
班
と
し
て
関
西
広
域
連
合
か
ら
応
援
に
入
っ
た
，
滋
賀
県
や
京
都
府
，
ま
た
日
赤
の
活

躍
に
感
謝
を
示
し
て
い
た
。
保
健
所
長
の
役
割
と
し
て
，
こ
れ
ら
外
部
の
支
援
チ
ー
ム
に
い
か
に
効
果
的
に
活
動
し
て
も
ら
う
か
が

重
要
で
あ
る
が
「
今
回
は
条
件
に
恵
ま
れ
，
結
果
的
に
指
揮
命
令
，
調
整
が
機
能
し
た
」
と
山
口
保
健
所
長
が
振
り
返
っ
て
お
ら
れ

た
の
が
印
象
的
で
あ
っ
た
。
ま
た
，
今
後
に
向
け
て
も
県
の
内
外
を
問
わ
ず
，
被
災
側
と
支
援
側
の
情
報
交
換
は
必
要
で
あ
り
，
こ

れ
ら
に
つ
い
て
も
保
健
所
長
と
し
て
政
策
提
言
を
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
な
役
割
で
あ
る
。
災
害
後
，
議
論
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

り
，
当
時
は
そ
の
よ
う
な
考
え
は
浮
か
ば
な
か
っ
た
が
，
公
衆
衛
生
版
の
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
必
要
性
を
感
じ
た
と
述
べ
ら
れ
た
。
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【
平
時
に
お
け
る
市
町
村
と
の
連
携
】
 

 
保
健
所
と
市
町
村
に
お
け
る
平
時
の
連
携
体
制
に
関
し
て
は
，
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
，
自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て
は

随
時
，
危
機
介
入
相
談
，
組
織
育
成
，
職
員
の
研
修
，
普
及
啓
発
，
事
例
検
討
会
，
自
殺
対
策
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
日
常
的
・
定

期
的
な
連
携
，
福
祉
事
務
所
へ
の
支
援
，
教
育
委
員
会
へ
の
支
援
は
市
町
村
ご
と
に
若
干
対
応
が
違
う
が
常
時
参
加
す
る
体
制
は
取

っ
て
い
な
い
。
 

市
町
村
が
関
与
す
る
組
織
育
成
に
つ
い
て
は
，
福
島
県
精
神
保
健
福
祉
協
会
に
委
託
し
実
施
し
て
い
る
ケ
ー
ス
も
あ
っ
た
。
市
町

村
か
ら
の
対
象
者
の
個
別
相
談
は
平
成

22
年
度
が

40
件
（
実
人
数
），

市
町
村
保
健
師
等
と
の
同
伴
訪
問
が

31
件
あ
っ
た
。
 

 【
災
害
時
の
身
体
管
理
等
に
関
す
る
対
応
】
 

 
今
回
の
災
害
に
お
い
て
，
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
管
内
の
市
町
村
は
，
幸
い
に
直
接
的
な
被
害
は
少
な
か
っ
た
が
，
福
島
第
一
原

子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り
，
浜
通
り
地
域
（
南
相
馬
市
，
大
熊
町
，
楢
葉
町
，
葛
尾
町
，
浪
江
町
，
双
葉
町
，
富
岡
町
，
飯
舘
村

等
）
か
ら
の
被
災
者
が
大
挙
避
難
し
て
き
た
こ
と
に
よ
り
，
管
内
市
町
村
と
連
携
し
，
そ
の
受
け
入
れ
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
と
な

っ
た
。
 

避
難
者
の
多
く
は
，
原
発
事
故
に
よ
る
も
の
で
，
会
津
管
内
の
指
定
し
た
避
難
所
に
入
る
た
め
に
は
，
被
爆
の
状
況
の
ス
ク
リ
ー

ニ
ン
グ
検
査
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
，
３
月

14
日
か
ら
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
で
は
，
全
職
員
が
交
代
制
で
約
一
週
間
昼
夜
を
問
わ

ず
そ
の
対
応
に
行
わ
れ
た
。
そ
の
た
め
，
保
健
師
等
に
よ
る
避
難
所
に
お
け
る
被
災
者
の
健
康
管
理
等
の
直
接
的
な
支
援
が
出
来
た

の
は
，
３
月

23
日
頃
か
ら
で
あ
っ
た
が
，
こ
れ
も
当
初
は
感
染
症
対
策
や
寒
さ
対
策
と
行
っ
た
ハ
ー
ド
面
の
整
備
が
中
心
と
な
り
，

健
康
管
理
や
栄
養
管
理
，
服
薬
管
理
な
ど
は
後
回
し
に
な
り
が
ち
と
な
っ
た
。
 

 【
災
害
時
の
精
神
保
健
分
野
に
関
す
る
対
応
】
 

(1
) 

医
療
確
保
に
関
す
る
連
絡
調
整
 

 
 
精
神
科
医
療
機
関
は
管
内
に
６
カ
所
あ
り
，
い
ず
れ
も
大
き
な
被
災
を
受
け
ず
，
通
常
業
務
が
可
能
な
状
態
で
あ
っ
た
。
そ
の

た
め
，
震
災
直
後
か
ら
被
災
医
療
機
関
か
ら
の
患
者
受
け
入
れ
に
つ
い
て
の
検
討
が
行
わ
れ
，
保
健
福
祉
事
務
所
は
情
報
収
集
を

行
っ
た
。
ま
た
，
精
神
科
が
な
い
地
域
へ
の
避
難
者
に
つ
い
て
は
，
医
師
会
の
協
力
を
得
て
内
科
ク
リ
ニ
ッ
ク
等
と
連
携
し
向
精

神
薬
等
の
調
達
や
医
療
の
確
保
に
つ
い
て
連
絡
調
整
を
行
っ
た
。
 

 
 
避
難
所
で
の
生
活
に
つ
い
て
は
，
医
療
面
・
衛
生
面
か
ら
市
町
村
等
に
対
し
助
言
指
導
を
行
い
，
健
康
確
認
や
保
健
指
導
に
つ

い
て
は
，
旅
館
や
ホ
テ
ル
な
ど
の
二
次
避
難
所
に
お
い
て
悉
皆
調
査
を
実
施
し
た
。
環
境
の
変
化
に
よ
り
認
知
症
や
Ａ
Ｄ
Ｌ
の
悪

化
な
ど
か
ら
施
設
入
所
，
サ
ー
ビ
ス
利
用
の
調
整
，
そ
の
他
，
不
眠
や
高
血
圧
な
ど
の
避
難
者
が
多
く
，
医
療
機
関
の
紹
介
や
心

の
ケ
ア
の
相
談
，
健
康
管
理
等
の
保
健
指
導
を
行
っ
た
。
 

(2
) 

在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
 

 
 
会
津
地
域
の
被
災
状
況
か
ら
管
内
の
精
神
障
害
者
へ
の
安
否
確
認
は
，
特
別
に
行
う
必
要
が
な
い
と
判
断
し
，
電
話
や
来
所
相

談
，
家
庭
訪
問
等
の
通
常
の
地
域
精
神
保
健
福
祉
活
動
，
他
県
か
ら
の
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
に
よ
る
応
援
を
も
っ
て
対
応
す
る
こ
と

と
し
た
。
し
か
し
，
結
果
的
に
は
被
災
を
き
っ
け
と
し
た
症
状
の
再
燃
や
治
療
中
断
に
な
っ
た
障
害
者
も
あ
り
，
３
ヶ
月
が
た
っ

た
頃
に
警
察
官
通
報
と
な
り
，
入
院
し
た
者
も
い
た
。
 

(3
) 

心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
 

・
３
月

22
日
 
県
内
外
の
医
療
チ
ー
ム
，
保
健
チ
ー
ム
か
ら
の
情
報
で
避
難
生
活
が
長
期
化
す
る
中
，
避
難
者
の
ス
ト
レ
ス
の
増

大
，
精
神
疾
患
の
あ
る
避
難
者
の
治
療
中
断
に
伴
う
病
状
の
悪
化
が
徐
々
に
見
受
け
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
り
，
会
津
保
健
福
祉

事
務
所
は
，
会
津
若
松
医
師
会
と
連
携
し
，
会
津
若
松
市
，
竹
田
綜
合
病
院
，
会
津
中
央
病
院
，
県
立
会
津
総
合
病
院
と
と
も

に
被
災
者
・
避
難
者
の
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
ケ
ア
対
策
に
関
す
る
協
議
会
を
立
ち
上
げ
る
。
 

・
３
月

24
日
「
会
津
地
域
心
の
ケ
ア
連
絡
会
」
を
結
成
し
，
会
津
地
域
全
域
に
あ
る
避
難
所
を
地
区
分
担
し
，
週
２
回
程
度
の
巡

回
を
行
い
心
の
ケ
ア
に
取
り
組
む
こ
と
と
な
っ
た
。
 

・
４
月
７
日
に
「
福
井
県
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
」
が
，
４
月

12
日
に
は
関
西
広
域
連
合
か
ら
の
支
援
と
し
て
，「

京
都
府
心
の
ケ
ア

チ
ー
ム
」
が
避
難
所
を
中
心
に
活
動
を
始
め
た
。
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
は
刻
々
と
変
わ
る
避
難
所
の
実
態
と
避
難
所
の
情
報

提
供
と
他
県
の
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
に
当
連
絡
会
へ
の
参
加
を
促
し
，
管
内
の
心
の
ケ
ア
活
動
の
情
報
交
換
，
連
絡
調
整
を
積
極
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２
．
喜
多
方
市
，
西
会
津
町
 

 【
喜
多
方
市
・
西
会
津
町
の
概
要
】
 

 
喜
多
方
市
は
，
福
島
県
西
北
部
，
会
津
盆
地
の
北
部
に
位
置
し
，
南
に
遠
く
那
須
連
山
，
東
に
名
峰
磐
梯
山
，
西
に
霊
峰
飯
豊
山

を
望
め
る
豊
か
な
自
然
に
恵
ま
れ
た
風
光
明
媚
な
町
で
，
平
成

18
年
に
喜
多
方
市
，
塩
川
町
，
山
都
町
，
熱
塩
加
納
村
，
高
郷
村
の

５
市
町
村
が
合
併
し
，
現
在
の
喜
多
方
市
と
な
っ
た
。
市
の
主
幹
産
業
は
農
業
で
あ
り
，
年
間

17
0
万
人
の
観
光
客
が
訪
れ
て
い
る

観
光
都
市
で
も
あ
る
。
  

 
一
方
，
西
会
津
町
は
，
福
島
県
の
西
北
部
に
位
置
し
，
周
囲
は
東
に
喜
多
方
市
及
び
会
津
坂
下
町
，
南
に
柳
津
町
，
金
山
町
と
そ

れ
ぞ
れ
接
し
，
北
及
び
西
は
新
潟
県
阿
賀
町
と
接
し
，
会
津
の
西
の
玄
関
口
と
言
わ
れ
て
お
り
，「

会
津
の
霊
地
」
信
仰
の
里
と
し
て

古
い
歴
史
と
美
し
い
自
然
に
恵
ま
れ
て
お
り
，
町
の

86
％
が
山
林
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
表
１
 
管
内
の
概
況
（
人
口
は
平
成

24
年
１
月
現
在
）
 

 
喜
多
方
市
 

西
会
津
町
 

管
内
人
口
 

51
,6
53
（
人
）
 

7,
17
1（

人
）
 

高
齢
者
人
口
 

高
齢
化
率
 

16
,1
30
（
人
）
 

31
.2
（
％
）
 

2,
93
9（

人
）
 

41
.0
（
％
）
 

精
神
保
健
福
祉
手
帳
保
持
者
 

33
5（

人
）
 

34
（
人
）
 

自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
）
受
給
者
 

54
9（

人
）
 

77
（
人
）
 

全
医
療
機
関
数
 

38
（
カ
所
）
 
 

４
（
カ
所
）
 

全
病
床
数
 

1,
01
9（

床
）
 

-（
床
）
 

精
神
科
病
院
 

１
（
カ
所
）
 
41
0（

床
）
 

-（
カ
所
）
 
-（

床
）
 

精
神
科
診
療
所
 

-（
か
所
）
 

-（
か
所
）
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 

４
（
カ
所
）
 

１
（
カ
所
）
 

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
等
 

21
（
カ
所
）
 

４
（
カ
所
）
 

医
療
機
関
数
は
震
災
前
後
で
変
化
な
し
 

 【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

 
喜
多
方
市
は
，
総
合
政
策
部
，
総
務
部
，
市
民
部
，
産
業
部
な
ど
６
部
か
ら
な
り
，
精
神
保
健
業
務
は
市
民
部
保
健
課
健
康
係
が

担
当
し
，
精
神
障
害
者
の
福
祉
の
部
分
を
社
会
福
祉
課
障
害
福
祉
班
が
担
っ
て
い
る
。
 

 
西
会
津
町
は
，
総
務
課
，
企
画
情
報
課
，
健
康
福
祉
課
な
ど
主
に
８
課
あ
り
，
精
神
保
健
福
祉
業
務
を
健
康
福
祉
課
が
行
っ
て
お

り
，
精
神
障
害
者
の
直
接
的
な
支
援
は
健
康
支
援
係
が
担
当
し
て
い
る
。
ま
た
，
町
内
に
同
課
が
所
管
す
る
診
療
所
を
２
カ
所
設
置

し
て
い
る
。
両
自
治
体
と
も
主
な
専
門
職
の
配
置
に
つ
い
て
は
表
２
の
通
り
で
あ
る
が
，
精
神
科
医
や
精
神
保
健
福
祉
士
，
臨
床
心

理
技
術
者
等
の
配
置
は
な
い
。
 

 
表
２
 
職
員
数
 

 
喜
多
方
市
 

西
会
津
町
 

医
師
 

０
（
人
）
 

３
（
人
）
 

保
健
師
 

19
（
人
）
 

８
（
人
）
 

 内
，
精
神
保
健
担
当
 

６
（
人
）
 

１
（
人
）
 

精
神
保
健
福
祉
士
 

０
（
人
）
 

０
（
人
）
 

 【
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

(1
) 

精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
 

◇
喜
多
方
市
 

 
 
障
害
者
が
利
用
で
き
る
福
祉
制
度
や
自
立
支
援
法
の
サ
ー
ビ
ス
事
業
所
等
を
一
覧
に
し
た
「
障
害
福
祉
の
手
引
き
」
を
作
成

し
，
市
内
の
状
況
の
把
握
と
住
民
へ
の
情
報
提
供
に
努
め
て
い
る
。
ま
た
，
地
域
住
民
の
精
神
保
健
福
祉
に
対
す
る
関
心
を
高

 

1
7

 
確
か
に
こ
の
よ
う
な
大
災
害
で
は
，
県
内
の
医
療
等
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
機
能
が
不
全
状
態
と
な
る
。
都
道
府
県
等
で
事
前

に
公
衆
衛
生
医
師
，
保
健
師
，
管
理
栄
養
士
，
衛
生
課
関
係
職
員
，
事
務
職
，
運
転
手
な
ど
を
登
録
し
，
訓
練
し
て
お
き
，
災
害
規

模
に
応
じ
て
，
全
国
の
都
道
府
県
か
ら
派
遣
で
き
る
よ
う
な
体
制
極
め
て
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
 

 【
参
考
文
献
等
】
 

1.
 

福
島
県
心
の
ケ
ア
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
ポ
ケ
ッ
ト
版
）
 

2.
 

東
日
本
大
震
災
 
被
災
地
支
援
 
京
都
府
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
活
動
報
告
書
 

3.
 

平
成
23
年
度
地
域
保
健
推
進
戦
略
会
議
事
前
レ
ポ
ー
ト
 

4.
 

民
間
団
体
を
中
心
と
し
た
退
院
促
進
の
取
り
組
み
（
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
４
月
号
）
 

 【
協
力
者
】
 
 
 
 
 
 

山
口
靖
明
 
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
会
津
保
健
所
 
所
長
 
 

草
野
つ
ぎ
 
同
 
健
康
福
祉
部
保
健
福
祉
課
 
専
門
保
健
技
師
 

 
 
 
 
 
 
 
他
 
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
の
皆
さ
ん
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2
0

内
部
に
精
神
障
害
者
支
援
の
部
会
は
お
い
て
い
な
い
が
，
月
に
１
回
自
立
促
進
支
援
協
議
会
を
開
催
し
，
主
に
長
期
入
院
者
の

地
域
生
活
へ
の
移
行
を
目
指
し
た
支
援
に
つ
い
て
，
管
内
精
神
科
病
院
等
の
関
係
機
関
と
協
議
を
行
っ
て
い
る
。
 

 
 
精
神
障
害
者
へ
の
直
接
的
な
支
援
と
し
て
，「

い
い
と
よ
の
会
」
と
い
う
グ
ル
ー
プ
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
年
間
に

20
回
程

度
開
催
し
，
15

名
が
登
録
し
て
お
り
，
毎
回

10
名
程
度
が
参
加
し
て
い
る
。
平
均
年
齢
は

55
歳
。
 

◇
西
会
津
町
 

 
 
自
立
支
援
協
議
会
を
設
置
し
て
い
る
。
デ
イ
ケ
ア
は
「
あ
つ
ま
っ
会
」
と
い
う
名
称
で
月
に
１
～
２
回
程
度
開
催
し
て
い
る
。

登
録
者
は

12
名
あ
り
，
通
所
に
際
し
，
交
通
費
の
補
助
を
行
っ
て
い
る
の
が
特
徴
的
で
あ
る
。
な
お
，
精
神
障
害
者
保
健
福

祉
手
帳
の
所
持
者
は
町
営
バ
ス
を
無
料
化
し
て
い
る
。
 

(5
) 

障
害
福
祉
計
画
 

 
両
自
治
体
と
も
第
２
期
障
害
福
祉
計
画
を
策
定
し
て
お
り
，策

定
に
関
し
て
保
健
所
と
の
連
携
の
程
度
は
大
き
か
っ
た
と
い
う
。

喜
多
方
市
で
は
，
保
健
所
を
障
害
者
施
策
推
進
協
議
会
の
委
員
と
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

 【
東
日
本
大
震
災
に
お
け
る
対
応
】
 

(1
) 

被
害
程
度
 

 
 
両
自
治
体
と
も
人
的
被
害
は
な
く
，
喜
多
方
市
で
は
土
蔵
の
壁
の
崩
落
や
建
物
の
壁
な
ど
の
一
部
破
損
な
ど
が
報
告
さ
れ
た
程

度
で
あ
っ
た
。
西
会
津
町
で
は
建
物
倒
壊
や
道
路
の
破
損
な
ど
も
な
か
っ
た
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
 

 
 
地
域
は
震
災
直
後
，
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
や
電
話
が
不
通
に
な
っ
た
。
ま
た
，
交
通
機
関
に
つ
い
て
は
，
磐
越
自
動
車
道
が
閉
鎖
，

Ｊ
Ｒ
磐
越
西
線
が
運
行
を
見
合
わ
せ
た
。
こ
れ
ら
の
影
響
で
ガ
ソ
リ
ン
や
灯
油
な
ど
の
不
足
が
続
き
，
食
料
品
な
ど
の
入
荷
も
一

時
減
少
し
た
。
３
月

24
日
の
磐
越
道
の
開
通
と
と
も
に
物
資
の
不
足
は
徐
々
に
解
消
さ
れ
た
。
こ
の
震
災
に
よ
り
，
同
市
町
の
住

民
以
外
の
避
難
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
受
け
，
喜
多
方
市
で
は
３
月

14
日
か
ら
６
月
６
日
ま
で
に
避
難
所
を
開
設
，
最
大

38
0
名
程

度
の
避
難
者
を
受
け
入
れ
た
。
一
方
，
西
会
津
町
で
も

13
日
に
「
東
日
本
大
震
災
支
援
対
策
本
部
」
を
立
ち
上
げ
，
17

日
に
町

内
の
体
育
館
を
避
難
所
と
し
て
開
設
，
83

人
の
避
難
者
を
受
け
入
れ
た
。
 

(2
) 

医
療
体
制
確
保
と
在
宅
精
神
障
害
者
の
状
況
把
握
 

 
両
自
治
体
と
も
震
災
に
よ
る
直
接
的
被
害
が
少
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
，
住
民
に
対
し
て
は
，
概
ね
平
時
の
対
応
と
同
様
の
支
援
を

行
っ
た
。
 

◇
喜
多
方
市
 

 
 
震
災
当
日
に
医
療
機
関
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
の
被
災
状
況
に
つ
い
て
の
み
確
認
を
行
っ
た
程
度
で
あ
る
。
避
難
住
民
に
対

す
る
心
の
ケ
ア
は
，
保
健
所
や
管
内
医
療
機
関
と
連
携
し
，
個
別
対
応
を
行
っ
た
。
ま
た
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
か
ら
心

の
相
談
が
出
来
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て
の
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
，
福
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
か
ら
の
情
報
を
提
供
す
る

な
ど
の
活
動
を
行
っ
た
。
 

◇
西
会
津
町
 

 
 
在
宅
の
精
神
障
害
者
に
対
し
て
は
，
要
援
護
者
と
し
て
民
生
委
員
を
通
じ
安
否
確
認
を
し
て
も
ら
っ
た
。
デ
イ
ケ
ア
の
利
用

者
等
，
町
が
関
わ
り
の
あ
る
精
神
障
害
者
に
つ
い
て
は
，
内
服
薬
の
残
量
の
確
認
を
行
い
，
町
外
の
医
療
機
関
の
診
療
状
況
や

交
通
機
関
の
運
行
状
況
な
ど
の
情
報
提
供
を
適
宜
行
っ
た
。
 

(3
) 

心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
 

 
両
自
治
体
と
も
今
回
の
災
害
に
よ
り
，
住
民
で
心
の
ケ
ア
を
要
す
る
人
は
，
特
に
は
な
か
っ
た
。
 

◇
喜
多
方
市
 

市
外
か
ら
受
け
入
れ
た
避
難
者
に
対
し
て
は
，
管
内
の
飯
塚
病
院
が
精
神
科
医
，
看
護
師
，
心
理
士
，
精
神
保
健
福
祉
士
が

チ
ー
ム
を
編
成
し
，
当
初
週
２
回
の
ペ
ー
ス
で
交
替
で
避
難
所
を
巡
回
し
た
。
避
難
所
で
は
，
自
ら
心
の
ケ
ア
を
訴
え
る
避
難

者
は
数
人
し
か
な
か
っ
た
が
，
チ
ー
ム
が
巡
回
の
中
で
様
子
を
聞
く
と
不
安
や
「
眠
り
に
く
い
」
と
い
う
訴
え
も
聞
か
れ
た
よ

う
で
あ
る
。
こ
の
活
動
は
，
６
月
６
日
に
避
難
所
を
閉
鎖
す
る
ま
で
週
１
回
続
け
ら
れ
，
喜
多
方
市
と
し
て
の
避
難
所
の
心
の

ケ
ア
に
関
し
て
大
き
な
助
け
と
な
っ
た
。
 

◇
西
会
津
町
 

 
 
同
様
に
医
師
，
保
健
師
，
作
業
療
法
士
等
が
チ
ー
ム
を
編
成
し
，
町
立
の
診
療
所
と
連
携
し
，
避
難
所
内
に
救
護
室
を
常
設

し
，
心
の
ケ
ア
の
巡
回
相
談
を
実
施
し
た
。
災
害
前
か
ら
う
つ
の
症
状
の
あ
っ
た
方
や
発
達
障
害
と
思
わ
れ
る
児
童
，
不
眠
を

 

1
9

め
，
正
し
い
知
識
の
普
及
を
目
的
に
喜
多
方
市
精
神
保
健
福
祉
協
会
喜
多
方
支
部
や
地
域
生
活
支
援
セ
ン
タ
ー
と
共
催
で
毎
年

「
市
民
精
神
保
健
講
座
」
を
開
催
し
て
い
る
。
平
成

23
年
度
は
，
自
殺
対
策
事
業
に
も
力
を
入
れ
，
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
研
修

や
地
域
で
相
談
を
受
け
る
機
会
が
多
い
介
護
支
援
専
門
員
を
対
象
に
リ
ー
ダ
ー
研
修
会
，
住
民
を
対
象
に
し
た
「
こ
こ
ろ
の
健

康
講
演
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
 

◇
西
会
津
町
 

 
 
国
民
健
康
保
険
の
デ
ー
タ
か
ら
精
神
科
に
入
院
し
て
い
る
住
民
の
把
握
に
努
め
て
い
る
一
方
で
，
年
に
１
回
住
民
に
対
し
，

精
神
疾
患
の
正
し
い
理
解
を
目
的
に
「
こ
こ
ろ
の
健
康
講
演
会
」
を
開
催
し
て
い
る
。
 

(2
) 

組
織
育
成
 

◇
喜
多
方
市
 

 
 
精
神
保
健
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
講
座
を
開
催
し
て
い
る
毎
年

20
～
30

人
程
度
の
受
講
者
が
あ
り
，終

了
後
は
実
践
的
な
活
動

を
す
る
と
言
う
よ
り
は
，
精
神
障
害
者
を
正
し
く
理
解
し
，
地
域
で
の
よ
き
支
援
者
に
な
っ
て
も
ら
う
こ
と
を
目
的
に
し
た
啓

発
の
意
味
合
い
の
濃
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
精
神
障
害
者
の
家
族
を
対
象
に
交
流
会
を
開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
は
，

平
成

16
年
度
ま
で
，
会
津
保
健
所
で
開
催
さ
れ
て
い
た
も
の
を
平
成

20
年
度
か
ら
喜
多
方
市
単
独
で
開
催
し
て
い
る
。
近
年

は
参
加
者
が
少
な
い
が
，
家
族
の
交
流
を
目
的
に
場
を
提
供
し
て
い
る
。
 

◇
西
会
津
町
 

 
 
精
神
保
健
福
祉
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
育
成
し
，「

ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
会
」
を
結
成
し
て
い
る
。
年
４
回
の
定
例
会
を
開
く
と
と

も
に
町
が
行
っ
て
い
る
精
神
障
害
者
の
デ
イ
ケ
ア
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
が
高
齢
化
し
て
い
る
こ
と
か
ら

研
修
会
な
ど
の
開
催
に
あ
た
っ
て
は
，
参
加
に
際
し
町
が
送
迎
を
行
い
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
 

(3
) 

精
神
保
健
福
祉
相
談
 

◇
喜
多
方
市
 

 
 
日
常
的
に
保
健
師
が
精
神
保
健
の
相
談
に
の
っ
て
い
る
一
方
で
，
精
神
科
医
や
臨
床
心
理
士
に
よ
る
「
こ
こ
ろ
の
健
康
相
談
」

を
開
催
し
て
い
る
。
こ
れ
は
平
成

22
年
度
か
ら
保
健
所
の
相
談
事
業
を
参
考
に
保
健
所
に
も
指
導
を
仰
ぎ
事
業
化
を
し
た
と

い
う
。
平
成

23
年
度
は
２
回
の
予
定
に
し
て
い
た
が
，
予
想
以
上
の
申
込
者
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
，
３
回
に
増
や
し
て
実
施

し
た
。
本
事
業
で
対
応
で
き
な
っ
か
っ
た
方
に
は
，
適
宜
保
健
所
の
相
談
事
業
も
紹
介
し
て
い
る
と
い
う
。
 

 
 
当
事
者
や
家
族
か
ら
の
訪
問
要
請
に
も
対
応
し
，
全
体
の
８
割
程
度
が
，
計
画
的
な
訪
問
で
２
割
が
緊
急
な
対
応
と
な
っ
て

い
る
。
多
問
題
事
例
や
ひ
き
こ
も
り
な
ど
の
対
応
困
難
事
例
に
は
保
健
所
が
同
行
訪
問
し
技
術
指
導
を
受
け
て
い
る
。
 

◇
西
会
津
町
 

 
 
日
常
的
に
保
健
師
が
相
談
を
受
け
て
い
る
。
ま
た
，
平
成

23
年
度
か
ら
「
住
民
生
活
に
光
を
そ
そ
ぐ
交
付
金
」
を
活
用
し
，

新
規
事
業
と
し
て
「
に
こ
に
こ
相
談
事
業
」
を
始
め
た
。
土
日
祝
日
を
除
く
毎
日
，
相
談
員
２
名
を
配
置
し
，
当
事
者
や
家
族

の
相
談
に
応
じ
て
い
る
。
ま
た
，
相
談
の
み
で
な
く
来
所
す
る
障
害
者
等
と
グ
ル
ー
プ
活
動
も
行
っ
て
い
る
。
こ
の
事
業
に
は
，

先
述
の
「
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
会
」
や
会
津
保
健
所
も
協
力
機
関
と
な
っ
て
い
る
。
 

 
 
訪
問
活
動
は
，
７
割
程
度
が
計
画
的
訪
問
に
対
し
，
３
割
が
緊
急
な
対
応
と
な
っ
て
い
る
。
自
立
支
援
法
に
お
け
る
サ
ー
ビ

ス
の
受
給
者
に
は
原
則
月
１
回
程
度
の
訪
問
を
実
施
し
て
い
る
。
喜
多
方
市
同
様
，
困
難
事
例
に
対
し
，
保
健
所
の
同
行
訪
問

を
依
頼
し
て
い
る
。
ま
た
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ス
に
お
い
て
も
助
言
指
導
を
受
け
て
い
る
。
 

 
各
市
町
の
相
談
件
数
は
，
表
３
の
と
お
り
と
な
っ
て
い
る
。
 

表
３
 
相
談
件
数
 

 
喜
多
方
市
 

西
会
津
町
 

相
談
延
べ
数
 

68
（
件
）
 

27
（
件
）
 

訪
問
延
べ
数
 

83
（
件
）
 

54
（
件
）
 

電
話
相
談
延
べ
数
 

11
6（

件
）
 

75
（
件
）
 

 (4
) 

社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

◇
喜
多
方
市
 

 
 
自
立
支
援
協
議
会
を
設
置
し
て
お
り
，
月
１
回
開
催
し
て
い
る
。
会
津
保
健
福
祉
事
務
所
も
委
員
と
な
っ
て
い
る
。
協
議
会
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2
2

活
す
る
住
民
の
た
め
に
作
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
，
避
難
者
の
受
け
入
れ
の
対
応
や
避
難
所
の
運
営
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
よ
う
な

も
の
に
は
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
見
直
し
の
必
要
性
を
感
じ
た
。
 

 
 
避
難
所
運
営
に
つ
い
て
も
精
神
疾
患
の
あ
る
避
難
者
の
把
握
が
困
難
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
，
受
付
時
の
問
診
票

に
身
体
の
健
康
チ
ェ
ッ
ク
に
加
え
，
心
の
健
康
（
精
神
疾
患
）
チ
ェ
ッ
ク
が
で
き
る
よ
う
な
の
を
作
成
し
，
各
自
記
入
し
て
も
ら

う
体
制
や
避
難
所
生
活
に
お
い
て
も
定
期
的
に
健
康
状
態
を
自
己
チ
ェ
ッ
ク
で
き
る
よ
う
な
問
診
票
を
作
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
，

各
自
の
健
康
状
態
が
時
系
列
で
把
握
で
き
，
事
後
に
お
い
て
も
管
理
が
し
や
す
い
と
思
わ
れ
た
。
 

 
今
回
は
体
育
館
を
避
難
所
と
し
て
い
た
が
，
集
団
生
活
が
大
き
な
ス
ト
レ
ス
と
な
っ
て
い
る
方
に
つ
い
て
，
小
規
模
な
避
難
所
を

準
備
す
る
な
ど
環
境
調
整
に
も
注
意
が
必
要
で
あ
っ
た
。
加
え
て
障
害
の
あ
る
方
や
障
害
弱
者
と
言
わ
れ
る
人
た
ち
に
は
「
福
祉

避
難
所
」
の
よ
う
な
も
の
の
整
備
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
 

 
 
一
方
で
，
親
類
や
知
人
を
た
よ
っ
て
避
難
し
て
こ
ら
れ
た
方
な
ど
，
自
治
体
が
設
置
し
た
避
難
所
以
外
で
暮
ら
す
方
に
つ
い
て

は
，
数
の
把
握
も
完
全
で
な
く
，
健
康
状
態
，
特
に
精
神
的
な
不
安
，
ス
ト
レ
ス
を
把
握
す
る
こ
と
は
更
に
困
難
と
思
わ
れ
た
。

こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
，
例
え
ば
届
け
出
を
し
て
も
ら
う
な
ど
を
周
知
し
，
把
握
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
い
と
思
わ
れ
る
。
 

 
今
回
，
会
津
保
健
所
で
は
二
次
避
難
所
に
お
い
て
，
悉
皆
調
査
を
実
施
し
た
が
，
こ
の
中
で
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
は
保
た
れ
た
が
，
時

間
が
経
過
す
る
こ
と
に
よ
り
，
支
援
を
必
要
と
す
る
人
が
多
く
な
っ
て
い
る
現
状
が
見
受
け
ら
れ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
対
策
を

検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

 
 
管
外
の
医
療
機
関
の
状
況
を
把
握
や
情
報
収
集
に
時
間
が
か
か
っ
た
。
緊
急
時
に
お
け
る
医
療
機
関
と
保
健
所
，
市
町
村
の
連

携
シ
ス
テ
ム
の
構
築
や
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成
が
必
要
と
感
じ
た
。
 

 
 
最
後
に
今
後
の
精
神
保
健
福
祉
領
域
で
の
課
題
と
し
て
，
小
さ
な
市
町
で
は
社
会
資
源
に
乏
し
く
，
対
象
者
の
こ
と
を
一
緒
に

考
え
る
マ
ン
パ
ワ
ー
が
も
っ
と
必
要
で
あ
る
。
多
問
題
事
例
や
対
応
困
難
事
例
に
対
し
て
，
他
機
関
と
大
い
に
連
携
を
し
て
い
く

重
要
性
や
保
健
所
の
技
術
支
援
を
更
に
受
け
ら
れ
る
よ
う
な
体
制
を
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
さ
れ
た
。
ま
た
，
精
神
障
害

者
の
地
域
移
行
に
お
い
て
も
シ
ス
テ
ム
や
マ
ン
パ
ワ
ー
が
少
な
い
地
域
で
は
，
退
院
し
て
き
て
も
再
入
院
に
つ
な
が
っ
て
し
ま
う

事
例
も
少
な
く
な
い
。
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
や
ケ
ア
ホ
ー
ム
な
ど
の
資
源
が
も
っ
と
あ
れ
ば
，
そ
の
人
に
あ
わ
せ
た
地
域
移
行
が
叶

う
の
で
は
な
い
か
と
意
見
を
頂
い
た
。
 

 

 

2
1

方
な
ど
約

80
名
の
診
療
に
あ
た
っ
た
。
 

 【
ま
と
め
と
考
察
】
 

(1
) 

市
町
村
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
に
お
い
て
 

 
 
自
立
支
援
法
の
施
行
や
市
町
村
合
併
に
伴
い
，
組
織
の
改
編
が
こ
こ
数
年
，
市
町
村
だ
け
で
な
く
都
道
府
県
レ
ベ
ル
で
も
行
わ

れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
，
全
国
の
自
治
体
で
は
組
織
改
編
に
よ
り
，
保
健
師
の
業
務
量
が
増
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
と

も
な
い
，
精
神
保
健
業
務
も
変
化
を
見
せ
て
い
る
。
か
つ
て
の
よ
う
な
訪
問
活
動
の
回
数
が
減
り
，
電
話
相
談
の
件
数
が
増
え
る
。

訪
問
が
出
来
な
い
こ
と
か
ら
，
対
象
者
に
来
所
し
て
も
ら
う
こ
と
が
増
え
，
皮
肉
に
も
面
談
件
数
が
増
え
る
と
い
っ
た
こ
と
と
な

っ
て
い
る
。
ま
た
，
対
人
サ
ー
ビ
ス
を
相
談
支
援
事
業
所
に
委
託
す
る
と
い
う
自
治
体
で
は
，
連
携
や
技
術
指
導
と
い
っ
た
業
務

も
が
増
え
，
デ
ス
ク
ワ
ー
ク
も
多
く
な
っ
て
い
る
。
自
ず
と
住
民
と
向
き
合
う
対
人
サ
ー
ビ
ス
が
減
少
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
 

 
 
そ
の
中
で
も
今
回
の
市
町
の
調
査
で
は
，事

業
の
各
所
で
障
害
の
あ
る
人
た
ち
と
向
き
合
う
姿
が
見
ら
れ
た
。西

会
津
町
で
は
，

ボ
ラ
ン
テ
ィ
団
体
の
「
ト
ラ
イ
ア
ン
グ
ル
の
会
」
と
の
実
践
で
は
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
人
た
ち
が
障
害
の
あ
る
人
と
い
う
よ
り
も

住
民
の
一
人
と
し
て
接
し
て
い
る
よ
う
な
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
。
役
場
も
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
頼
り
，
頼
ら
れ
と
い
う
小
さ
な

町
で
あ
る
か
ら
こ
そ
大
切
な
実
践
で
あ
る
と
感
じ
た
。
 

 
 
さ
ら
に
西
会
津
町
は
，「

健
康
い
ち
ば
ん
～
ト
ー
タ
ル
ケ
ア
の
町
づ
く
り
」
と
い
う
指
針
を
作
り
，
保
健
，
医
療
，
福
祉
の
連
携

を
重
視
し
て
い
る
。
昭
和

60
年
に
県
内
の
平
均
寿
命
順
位
が
県
内

90
市
町
村
中
，
男
性
で

88
位
，
女
性
で

69
位
だ
っ
た
も
の

を
平
成

17
年
に
県
内

60
市
町
村
中
，
男
性

26
位
，
女
性

29
位
に
ま
で
引
き
上
げ
た
。
こ
れ
に
は
，
町
を
挙
げ
て
の
健
康
教
育

が
背
景
に
あ
る
。
栄
養
士
に
よ
る
減
塩
対
策
や
骨
粗
鬆
症
予
防
食
の
普
及
，
検
診
対
象
年
齢

30
歳
へ
の
引
き
下
げ
，
各
種
検
診
の

無
料
化
，
福
祉
・
介
護
の
充
実
，「

百
歳
へ
の
挑
戦
」
と
銘
打
っ
て
百
歳
の
方
に
特
別
敬
老
祝
い
金
の
支
給
を
行
っ
て
き
た
。
な
か

で
も
町
内
の
高
齢
者
の
世
帯
に
ケ
ー
ブ
ル
テ
レ
ビ
を
導
入
し
，
そ
の
回
線
を
利
用
し
，
自
宅
に
い
な
が
ら
に
医
師
や
保
健
師
の
指

導
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
た
在
宅
健
康
管
理
シ
ス
テ
ム
に
は
驚
い
た
。
こ
の
よ
う
に
町
と
住
民
が
と
も
に

健
康
に
取
り
組
む
姿
勢
が
精
神
保
健
の
分
野
に
も
息
づ
い
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
。
そ
こ
で
見
え
て
き
た
問
題
は
，
精
神
疾
患
の

医
療
費
の
割
合
が
上
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
町
で
は
今
後
と
も
身
体
の
健
康
に
取
り
組
む
と
共
に
心
の
健
康
に
如
何
に

取
り
組
ん
で
い
く
か
を
考
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
る
。
 

 
 
ま
た
，
今
後
市
町
村
が
取
り
組
む
精
神
保
健
施
策
に
お
い
て
，
自
殺
対
策
は
重
要
な
課
題
と
考
え
る
。
喜
多
方
市
の
担
当
者
は
，

自
殺
対
策
事
業
が
業
務
の
中
で
大
き
な
比
重
を
し
め
て
い
る
と
い
う
。
自
殺
対
策
と
言
っ
て
も
直
接
的
な
こ
と
で
な
く
，
誰
も
が

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
街
づ
く
り
こ
そ
が
必
要
で
あ
り
，
孤
立
す
る
こ
と
な
く
，
身
体
と
心
の
健
康
づ
く
り
を
実
施
し
て
い
く
必
要

が
あ
る
。ま

た
，問

題
が
生
じ
た
際
に
相
談
で
き
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
が
広
域
で
の
自
殺
予
防
に
つ
な
が
る
と
感
じ
て
い
る
。

今
回
の
災
害
で
被
災
者
へ
の
支
援
と
地
域
の
支
援
の
両
立
の
重
要
性
を
改
め
て
感
じ
た
。
地
域
へ
の
支
援
と
は
，
民
生
委
員
や
利

用
者
の
相
談
を
受
け
る
機
会
の
多
い
ヘ
ル
パ
ー
や
介
護
支
援
専
門
員
等
の
介
護
ス
タ
ッ
フ
の
マ
ン
パ
ワ
ー
が
必
要
不
可
欠
で
あ
り
，

今
後
は
，
よ
り
関
係
機
関
と
の
連
携
を
深
め
，
保
健
師
の
訪
問
業
務
を
も
っ
と
優
先
的
に
実
施
で
き
る
よ
う
に
取
り
組
ん
で
行
き

た
い
と
の
こ
と
で
あ
り
，
こ
こ
で
も
や
は
り
住
民
に
直
に
接
し
て
い
く
活
動
を
大
切
に
す
る
姿
勢
を
伺
う
こ
と
が
出
来
た
。
 

(2
) 

震
災
経
験
を
通
じ
て
見
え
て
き
た
課
題
と
そ
の
対
応
 

 
 
平
時
か
ら
精
神
疾
患
の
既
往
が
あ
る
方
や
ハ
イ
リ
ス
ク
の
方
の
連
絡
先
等
を
整
備
し
た
台
帳
な
ど
が
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
に
災
害
時
の
対
応
が
迅
速
に
は
い
か
な
か
っ
た
と
い
う
反
省
点
が
見
え
て
き
た
よ
う
で
あ
っ
た
が
，
こ
れ
は
個
人
情
報

の
管
理
と
あ
わ
せ
て
考
え
る
べ
き
事
項
で
あ
る
が
，
行
政
と
い
え
ど
も
必
要
以
上
の
情
報
を
収
集
す
る
こ
と
が
容
易
に
は
出
来
な

い
状
況
が
あ
る
。
市
に
お
い
て
も
要
援
護
者
登
録
制
度
を
行
っ
て
い
る
が
，
精
神
障
害
者
の
登
録
は
少
な
い
と
い
う
。
今
後
と
も

自
立
支
援
法
の
障
害
程
度
区
分
の
認
定
を
受
け
た
方
だ
け
で
な
く
，
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
所
持
者
や
自
立
支
援
精
神
医
療

受
給
者
な
ど
か
ら
も
服
薬
や
生
活
支
援
の
必
要
な
人
を
把
握
す
る
必
要
が
認
め
ら
れ
た
。
 

 
 
行
政
機
関
内
の
連
携
を
日
頃
か
ら
弾
力
を
持
ち
つ
つ
強
固
な
も
の
を
構
築
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ど
う
し
て
も
業
務
が
縦
割

り
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
か
ら
，
例
え
ば
，
障
害
者
の
福
祉
と
高
齢
者
の
福
祉
が
同
じ
福
祉
の
枠
組
み
で
あ
っ
て
も
対
象
が
違
う

こ
と
か
ら
，
不
具
合
を
起
こ
し
，
結
果
的
に
住
民
サ
ー
ビ
ス
が
低
下
す
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
。
 

 
 
防
災
計
画
や
災
害
支
援
計
画
に
つ
い
て
は
，
災
害
時
の
対
応
や
内
容
な
ど
が
大
き
な
枠
組
み
で
立
て
ら
れ
て
い
る
が
，
も
っ
と

災
害
状
況
に
よ
っ
て
細
か
く
対
応
方
法
や
支
援
方
法
を
盛
り
込
む
必
要
を
感
じ
た
と
い
う
。
ま
た
，
防
災
計
画
は
そ
の
地
域
で
生
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2
4

【
地
域
の
被
害
状
況
】
 

 
県
中
地
域
で
は
，
須
賀
川
市
，
天
栄
村
，
鏡
石
町
で
震
度

6
強
を
，
郡
山
市
，
玉
川
村
，
小
野
町
，
浅
川
町
，
田
村
市
で

6
弱
を
，

そ
の
他
は

5
強
を
記
録
し
た
。
地
域
の
被
害
状
況
は
平
成

23
年

1２
月

9
日
現
在
，
避
難
指
示
を
受
け
て
い
る
世
帯
が
田
村
市
・
鏡

石
町
で

13
0
世
帯

40
9
人
，
ま
た
，
自
主
避
難
し
て
い
る
世
帯
が
田
村
市
に

71
世
帯

20
1
人
い
る
。
人
的
被
害
は
死
亡

14
人
で
，

う
ち
須
賀
川
市
で

10
人
が
農
業
用
ダ
ム
の
決
壊
に
巻
き
込
ま
れ
て
死
亡
，
1
名
が
行
方
不
明
に
な
っ
て
い
る
。
重
軽
症
者
は

27
人

で
あ
る
。
住
家
被
害
は
全
壊

3,
42
2
棟
，
半
壊

21
,0
09

棟
，
一
部
損
壊

52
,9
96

棟
で
あ
っ
た
。
床
上
浸
水
家
屋
が

32
棟
，
床
下
浸

水
家
屋
が

30
棟
，
公
共
建
物
の
被
害
は

44
2
棟
あ
っ
た
。
 

 
管
内
の
全
て
の
市
町
村
に
避
難
所
が
設
け
ら
れ
，
管
内
の
避
難
者
の
ほ
と
ん
ど
は
被
災
後
２
週
間
で
自
宅
に
戻
っ
た
が
，
残
り
の

人
は
４
月
中
旬
に
２
次
避
難
所
に
移
っ
た
。
 

避
難
者
は
相
双
地
域
か
ら
避
難
し
て
き
て
，
放
射
線
被
害
に
追
わ
れ
る
よ
う
に
会
津
方
面
に
通
過
し
て
い
っ
た
が
，
３
月

23
日
に

は
県
中
地
域
に
約

16
,8
00

人
余
の
避
難
者
が
お
り
，
浜
通
り
の
町
村
の
役
場
機
能
も
避
難
し
て
き
た
。
現
在
も
ま
だ
，
支
所
を
含
む

４
つ
の
役
場
機
能
が
残
っ
て
い
る
。
多
く
の
住
民
が
一
挙
に
避
難
し
て
き
た
た
め
，
職
員
の
多
く
が
被
曝
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
に

従
事
し
，
避
難
所
支
援
ま
で
手
が
回
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
ま
た
，
県
が
厚
生
労
働
省
に
保
健
師
の
派
遣
斡
旋
を
要
請
し
た
が
，

東
電
第
一
原
発
の
水
素
爆
発
事
故
で
県
外
か
ら
の
支
援
が
中
断
し
た
。３

月
19

日
に
県
庁
の
指
示
で
保
健
師
が
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
業

務
か
ら
外
れ
，
よ
う
や
く
各
市
町
村
の
避
難
所
に
保
健
師
を
派
遣
で
き
た
。
 

大
量
の
避
難
者
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
，
県
は
郡
山
市
内
の
県
営
施
設
に
避
難
所
を
開
設
し
た
が
，
県
中
保
健
所
へ
は
開
設
の
情

報
が
す
ぐ
に
は
届
か
な
か
っ
た
。
情
報
の
な
い
中
，
避
難
所
か
ら
は
保
健
師
派
遣
の
要
請
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
が
，
保
健
所
は
管
内

の
避
難
所
だ
け
で
手
一
杯
の
状
況
で
あ
り
，
郡
山
市
か
ら
は
人
を
出
し
て
も
ら
え
な
か
っ
た
。
改
め
て
県
か
ら
県
中
保
健
所
へ
対
応

依
頼
が
あ
っ
た
が
，
手
一
杯
の
た
め
，
ま
ず
県
外
支
援
の
医
療
チ
ー
ム
に
入
っ
て
も
ら
い
，
保
健
所
保
健
師
が
数
日
に

1
度
巡
回
す

る
こ
と
で
対
応
し
た
。
３
月
下
旬
か
ら
は
，
県
外
保
健
師
の
派
遣
が
開
始
さ
れ
，
避
難
所
，
２
次
避
難
所
，
仮
設
住
宅
等
の
健
康
支

援
を
県
外
保
健
師
と
保
健
所
の
保
健
師
が
担
当
し
た
。
 

県
外
保
健
師
の
撤
退
に
と
も
な
い
，
現
在
は
避
難
者
支
援
優
先
の
業
務
を
実
施
し
て
お
り
，
各
課
よ
り
保
健
師
，
看
護
師
等
を
招

集
し
仮
設
住
宅
を
設
置
し
て
い
る
市
町
村
ご
と
に
担
当
職
員
を
置
き
，
緊
急
雇
用
職
員
を

10
名
雇
い
上
げ
，
支
援
業
務
の
調
整
，
助

言
等
の
活
動
を
継
続
し
て
い
る
。
 

緊
急
雇
用
職
員
の
う
ち
健
康
支
援
は
保
健
師
２
名
，
看
護
師
３
名
，
管
理
栄
養
士
１
名
，
栄
養
士
１
名
の
計
７
名
で
，
心
の
ケ
ア

は
保
健
師
１
名
，
看
護
師
２
名
の
３
名
体
制
に
な
っ
て
い
る
。
 

 
仮
設
住
宅
は
管
内
の
田
村
市
，
須
賀
川
市
，
鏡
石
町
が
設
置
し
て
い
る
。
相
双
地
域
か
ら
役
場
機
能
を
移
し
て
い
る
４
町
村
に
対

し
，
保
健
所
が
保
健
福
祉
部
門
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
相
双
地
域
は
も
と
も
と
保
健
師
等
の
数
が
少
な
く
，
業
務
多
忙
の
た
め
健

康
支
援
が
思
う
よ
う
に
い
か
な
い
現
状
が
あ
る
。
 

 【
平
時
に
お
け
る
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

(1
) 

精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
 

管
内
の
自
立
支
援
医
療
利
用
者
は

2,
30
7
人
で
あ
る
が
，
同
じ
医
療
圏
の
中
核
市
で
あ
る
郡
山
市
に
は

3,
94
6
人
い
る
。
精
神

保
健
福
祉
手
帳
保
持
者
が
管
内
は

70
4
人
で
あ
る
が
，
郡
山
市
に
は

1,
31
8
人
い
る
。
管
内
の
精
神
科
病
院
数
は
１
施
設

21
5
床

で
あ
る
が
，
郡
山
市
に
は
３
施
設

1,
80
7
床
が
あ
る
。
精
神
科
診
療
所
に
つ
い
て
は
精
神
科
を
標
榜
し
て
い
る
診
療
所
が
郡
山
市

も
含
め
て

72
施
設
あ
る
が
，
実
際
に
本
格
的
な
精
神
科
医
療
を
実
施
し
て
い
る
と
こ
ろ
は

20
カ
所
位
と
み
ら
れ
る
。
障
害
者
自

立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
等
は

11
2
ヶ
所
あ
る
が
，
精
神
障
害
者
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
 

自
立
支
援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
リ
ス
ト
は
作
成
さ
れ
て
お
り
，
精
神
科
病
院
の
月
報
な
ど
か
ら
精
神
科
入
院
患
者

の
実
数
を
把
握
し
て
い
る
。
精
神
障
害
者
家
族
会
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
中
核
市
の
団
体
に
つ
い
て
は
把
握
し
て
い
な
い
。
患

者
や
家
族
の
た
め
に
う
つ
病
家
族
教
室
や
引
き
こ
も
り
家
族
教
室
を
実
施
し
て
い
る
。
市
町
村
職
員
に
対
す
る
研
修
は
地
域
移
行

関
連
研
修
や
自
殺
予
防
関
連
研
修
，
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
を
実
施
し
て
い
る
ほ
か
担
当
者
会
議
に
よ
り
情
報
の
伝
達
が
図

ら
れ
て
い
る
。
 

(2
) 
 
組
織
育
成
 

精
神
障
害
者
自
助
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
，
今
年
度
か
ら
県
事
業
で
ピ
ア
・
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
の
養
成
を
管
内
の
法
人
に
委
託
し

て
実
施
し
て
い
る
ほ
か
，
引
き
こ
も
り
家
族
会
の
育
成
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
精
神
保
健
に
関
わ
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
育
成
と
し
て

 

2
3

６
－
２
 
福
島
県
県
中
保
健
福
祉
事
務
所
（
県
中
保
健
所
）
，
田
村
市
 

 １
．
福
島
県
県
中
保
健
福
祉
事
務
所
（
県
中
保
健
所
）
 

福
島
県
内
で
最
高
震
度
を
記
録
し
た
地
域
で
地
元
の
住
民
も
被
災
し
た
が
，
は
る
か
に
多
く
の
避
難
者
が
浜
通
り
か
ら
管
内
の
避

難
所
に
集
ま
り
，
避
難
所
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
た
地
域
で
，
避
難
者
の
被
曝
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
検
査
や
県
外
支
援
チ
ー
ム
の
受
け
入

れ
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
。
ま
た
，
中
核
市
を
抱
え
，
中
核
市
と
の
連
携
体
制
が
課
題
と
な
っ
た
。
 

 

【
県
中
保
健
所
管
内
の
概
要
】
 

 
県
中
地
域
は
，
福
島
県
の
中
央
に
位
置
し
，
東
側
に
は
阿
武
隈
高
地
，
西
側
に
は
奥
羽
山
脈
が
連
な
り
，
中
央
の
平
坦
部
に
は
阿

武
隈
川
が
北
流
す
る
な
ど
変
化
に
富
ん
だ
地
形
で
，面

積
は

2,
40
6.
29
ｋ
㎡
あ
り
県
土
の

17
.5
％
を
占
め
て
い
る
。人

口
は

54
9,
05
7

人
，高

齢
化
率
は

22
.2
％
で
あ
り
，中

核
市
で
あ
る
郡
山
市
を
除
い
た
県
中
保
健
所
管
内
の
人
口
は

21
1,
51
7
人
，高

齢
化
率
は

25
％

で
あ
る
。
 
県
中
保
健
所
は
須
賀
川
市
に
あ
り
，
平
成

14
年
４
月
，
県
中
地
域
の
社
会
福
祉
，
保
健
，
医
療
及
び
衛
生
に
関
す
る
業

務
を
行
う
県
中
保
健
福
祉
事
務
所
と
な
っ
た
。
管
轄
区
域
は
，
行
政
全
般
に
つ
い
て
は
郡
山
市
，
須
賀
川
市
，
田
村
市
を
含
む

12

市
町
村
で
あ
る
が
，
生
活
保
護
業
務
に
つ
い
て
は
市
を
除
く
６
町

3
村
，
薬
務
，
救
急
医
療
，
水
道
等
の
業
務
に
つ
い
て
は
中
核
市

で
あ
る
郡
山
市
が
所
管
す
る
一
部
を
除
き
，
管
内

12
市
町
村
を
管
轄
地
域
と
し
て
い
る
（
表
１
・
図

1）
。
 

 表
１
管
轄
地
域
 （

平
成

23
年

4
月

1
日
現
在
）
 

 

 【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

(1
) 

組
織
形
態
 

組
織
は
保
健
所
と
福
祉
事
務
所
が
合
体
し
た
形
で
，
総
務
企
画
，
健
康
福
祉
，
生
活
衛
生
の

3
部
が
あ
り
，
検
査
部
門
は
衛
生
研

究
所
の
県
中
支
所
と
な
っ
て
い
る
。
保
健
福
祉
事
務
所
長
は
医
師
で
，
保
健
所
長
を
兼
務
し
て
い
る
。
精
神
保
健
福
祉
業
務
は
保

健
福
祉
課
の
障
害
者
支
援
チ
ー
ム
が
担
当
し
て
い
る
。
 

(2
) 

常
勤
職
員
数
 

常
勤
職
員
数
は
下
表
の
通
り
で
あ
り
，
精
神
保
健
福
祉
担
当
の
職
員
は
保
健
師

3
名
で
あ
る
（
平
成

23
年

6
月

1
日
現
在
）。

 

 

市
町
村
名
 

面
積
 

（
ｋ
㎡
）
 

人
口
 

（
人
）
 

65
歳
以
上

の
人
口
（
％
）

須
賀
川
市
 

27
9.
55
 

78
,8
42
 

21
.8
 

田
村
市
 

45
8.
30
 

40
,0
33
 

28
.8
 

鏡
石
町
 

31
.2
5 

12
,7
85
 

21
.2
 

天
栄
村
 

22
5.
56
 

6,
24
8 

26
.4
 

石
川
町
 

11
5.
71
 

17
,6
53
 

27
.6
 

玉
川
村
 

46
.5
6 

7,
20
0 

23
.4
 

平
田
村
 

93
.5
3 

6,
86
0 

25
.3
 

浅
川
町
 

37
.4
3 

6,
82
9 

26
.0
 

古
殿
町
 

16
3.
47
 

5,
95
3 

31
.1
 

三
春
町
 

72
.7
6 

18
,0
36
 

26
.0
 

小
野
町
 

12
5.
11
 

11
,0
78
 

28
.5
 

郡
山
市
 

75
7.
06
 

33
7,
54
0 

20
.4
 

医
師
 

薬
剤
師
 

獣
医
師
 

保
健
師
 

一
般
事
務
職
員
 

そ
の
他
 

１
（
人
）
 

4（
人
）
 

3（
人
）
 

15
（
人
）
 

12
（
人
）
 

26
（
人
）
 

図
1(
管
内
地
図
) 
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2
6

精
神
科
医
療
機
関
の
状
況
把
握
に
つ
い
て
は
，
や
は
り
災
害
後
３
日
以
上
過
ぎ
て
か
ら
情
報
収
集
が
行
え
た
が
，
４
病
院
は
と

も
に
被
災
に
よ
り
混
乱
し
て
い
た
。
ま
た
，
市
町
村
等
と
連
携
し
て
福
祉
関
連
施
設
の
状
況
把
握
を
行
っ
た
が
電
話
の
つ
な
が
る

範
囲
に
と
ど
ま
っ
た
。
市
町
村
の
避
難
所
に
お
け
る
医
療
ニ
ー
ズ
の
情
報
収
集
の
実
施
時
期
が
遅
れ
た
た
め
，
市
町
村
で
は
大
混

乱
の
状
況
で
あ
っ
た
。
緊
急
医
療
物
質
に
つ
い
て
は
医
療
薬
事
課
で
対
応
し
て
お
り
，
精
神
単
独
で
は
対
応
し
な
い
が
，
相
談
が

あ
っ
た
ケ
ー
ス
は
医
療
機
関
と
調
整
し
た
。
 

精
神
科
救
急
患
者
の
相
談
，
連
絡
時
に
は
即
対
応
し
，
入
院
が
必
要
な
も
の
に
は
医
療
機
関
と
の
連
絡
調
整
を
行
っ
た
。
し
か

し
，
受
診
支
援
を
保
健
所
が
直
接
実
施
し
た
ケ
ー
ス
は
少
な
く
，
市
町
村
に
依
頼
し
た
ケ
ー
ス
が
多
か
っ
た
。
保
健
所
は
心
の
ケ

ア
チ
ー
ム
の
派
遣
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
で
精
一
杯
で
あ
り
，
市
町
村
が
行
う
心
の
ケ
ア
等
の
健
康
管
理
に
つ
い
て
の
助
言
や
連
絡
会

議
な
ど
は
実
施
で
き
な
か
っ
た
。
 

避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
の
生
活
に
つ
い
て
の
医
療
面
・
衛
生
面
か
ら
の
指
導
は
健
康
支
援
全
般
の
保
健
師
が
対
応
し
た
が
，
在

宅
患
者
や
仮
設
住
宅
入
所
者
へ
の
巡
回
訪
問
等
に
つ
い
て
市
町
村
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
へ
の
助
言
指
導
は
行
っ
て
い
な
い
が
，
健
康

確
認
や
保
健
指
導
に
つ
い
て
の
共
有
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
と
し
て
，
看
護
協
会
で
出
し
て
い
る
災
害
看
護
用
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
基
準
と

し
て
提
供
し
た
。
地
域
住
民
や
各
種
推
進
員
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
等
と
地
域
の
心
の
ケ
ア
を
進
め
る
た
め
の
連
絡
調
整
も
実
施
で
き

て
お
ら
ず
，最

近
に
な
っ
て
か
ら
各
被
災
市
町
村
担
当
保
健
師
の
判
断
で
必
要
時
に
連
絡
調
整
会
議
を
実
施
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

(2
) 
在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
 

精
神
障
害
者
の
安
否
確
認
は
被
災
市
町
村
へ
の
対
応
に
追
わ
れ
全
く
行
わ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
，
管
内
市
町
村
か
ら
の
安
否
に

関
す
る
問
合
わ
せ
も
な
か
っ
た
。
精
神
障
害
者
の
服
薬
継
続
や
生
活
支
援
に
つ
い
て
は
相
談
が
あ
れ
ば
関
係
機
関
と
の
連
携
調
整

を
実
施
し
た
。
精
神
障
害
者
の
連
絡
先
台
帳
は
作
成
で
き
て
お
ら
ず
，
相
談
者
リ
ス
ト
と
医
療
保
護
入
院
者
の
リ
ス
ト
の
み
で
あ

り
，
こ
の
情
報
は
障
害
者
支
援
チ
ー
ム
の
３
人
の
中
で
は
共
有
さ
れ
て
い
る
。
市
町
村
に
お
け
る
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
の
整
備

も
進
ん
で
い
な
い
。
 

(3
) 
情
報
提
供
・
相
談
体
制
 

医
療
関
係
者
へ
の
情
報
提
供
は
，
国
の
通
知
を

FA
X
等
で
適
宜
伝
え
た
が
，
特
別
な
連
絡
体
制
は
構
築
し
な
か
っ
た
。
市
町
村

か
ら
の
相
談
事
項
は
精
神
障
害
を
持
っ
た
人
が
避
難
所
で
落
ち
着
き
を
な
く
し
た
，
病
状
が
悪
化
し
た
，
避
難
者
に
危
害
を
加
え

た
等
で
の
対
応
方
法
の
相
談
や
，
飲
ん
で
い
る
薬
の
も
ら
い
方
や
内
容
を
聞
く
相
談
，
す
ぐ
入
院
さ
せ
た
い
と
か
医
療
費
は
ど
う

な
る
の
か
と
い
っ
た
医
療
に
関
す
る
相
談
や
，
警
戒
区
域
に
取
り
残
さ
れ
た
未
治
療
の
精
神
障
害
者
を
ど
う
や
っ
て
区
域
外
に
出

し
，
受
診
さ
せ
る
か
等
の
相
談
が
あ
っ
た
。
 

(4
) 
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
 

保
健
所
は
郡
山
医
師
会
や
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
や
県
外
か
ら
の
応
援
部
隊
及
び
市
町
村
と
連
携
し
て
心
の
ケ
ア
を
実
施

し
た
。
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
県
外
チ
ー
ム
の
派
遣
調
整
を
担
当
し
た
。
 

保
健
所
管
内
の
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
業
務
計
画
等
は
策
定
し
て
い
な
い
が
，
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
で
作
成
途
中
で
あ
っ
た

「
心
の
ケ
ア
マ
ニ
ュ
ア
ル
(案

)」
を
も
と
に
実
施
し
た
。
 

 【
ま
と
め
と
考
察
】
 

(1
) 

震
災
経
験
を
通
じ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
 

・
 
地
震
そ
の
も
の
に
よ
る
被
害
と
大
津
波
及
び
放
射
線
被
害
が
重
な
り
，
被
災
直
後
は
，
薬
が
な
い
，
状
態
が
悪
化
し
た
な
ど

の
訴
え
が
あ
っ
て
も
保
健
所
の
独
自
活
動
が
困
難
な
状
況
に
あ
っ
た
。
こ
の
地
域
は
放
射
線
被
害
を
直
接
受
け
て
は
い
な
い

が
，
住
民
の
不
安
は
非
常
に
強
く
，
そ
の
不
安
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
放
射
線
情
報
の
開
示
が
も
っ
と
早
く
行
わ
れ
る
必
要

が
あ
っ
た
。
 

・
 
流
通
の
停
止
に
よ
り
，
ガ
ソ
リ
ン
不
足
で
保
健
所
職
員
の
行
動
が
制
約
さ
れ
，
流
通
回
復
ま
で
に
２
週
間
を
要
し
た
。
ま
た
，

電
話
が
不
通
で
な
か
な
か
情
報
が
入
ら
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
公
的
な
機
関
が
動
き
出
す
前
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
要
援
護

者
を
守
る
体
制
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 
管
内
の
精
神
科
医
療
機
関
の
被
災
で
精
神
科
救
急
患
者
の
管
内
で
の
受
け
入
れ
が
困
難
で
あ
っ
た
。
郡
部
の
市
町
村
に
は
も

と
も
と
精
神
科
や
心
療
内
科
が
少
な
く
，
向
精
神
薬
等
の
あ
る
薬
局
も
少
な
か
っ
た
。
ま
た
，
放
射
線
被
害
の
影
響
も
あ
っ

て
県
外
か
ら
の
支
援
が
遅
れ
た
。
加
え
て
管
外
か
ら
避
難
所
に
押
し
寄
せ
た
多
数
の
避
難
者
は
特
に
治
療
内
容
に
関
す
る
情

報
が
少
な
か
っ
た
。
 

 

2
5

は
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
が
行
わ
れ
て
い
る
。
 

(3
) 

精
神
保
健
福
祉
相
談
 

精
神
保
健
福
祉
相
談
に
つ
い
て
は
，
保
健
師
に
よ
る
電
話
・
面
接
相
談
が
日
常
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
家
庭
訪
問
に
よ
る
相

談
も
行
わ
れ
て
い
る
が
，
即
時
対
応
は
難
し
く
，
状
況
を
見
な
が
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
精
神
科
医
に
よ
る
相
談
が
月
１

回
「
心
の
健
康
相
談
」
と
し
て
予
約
制
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
 

(4
) 
専
門
相
談
 

う
つ
病
，
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
，
思
春
期
精
神
保
健
，
ひ
き
こ
も
り
，
発
達
障
害
（
成
人
）
等
の
専
門
相
談
が
，「

心
の
健
康
相

談
」
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
年
２
～
３
回
実
施
さ
れ
て
い
る
。
 

(5
) 
社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

地
域
ケ
ア
促
進
に
向
け
た
精
神
科
医
療
機
関
の
整
備
促
進
や
支
援
と
し
て
は
，
地
域
生
活
移
行
特
別
対
策
事
業
が
あ
り
，
地
域

生
活
移
行
や
地
域
定
着
に
つ
い
て
の
検
討
が
ケ
ア
会
議
等
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
た
，
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
・
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
促
進
や
運
営
支
援
は
，
知
的
・
身
体
障
害
の
行
政
ラ
イ
ン
で
担
当
し

て
お
り
，
精
神
保
健
担
当
は
相
談
が
あ
れ
ば
応
じ
て
い
る
。
 

精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
周
知
の
た
め
の
病
院
と
の
連
携
も
要
請
が
あ
れ
ば
対
応
し
て
い
る
。
 

(6
) 
入
院
 

平
成
２
２
年
度
の
措
置
入
院
等
の
実
績
に
つ
い
て
は
下
表
に
示
す
通
り
で
あ
る
。
 

 
申
請
・
通
報
等
の
件
数
 

措
置
診
察
の
実
施
件
数
 

措
置
入
院
の
件
数
（
緊
急

措
置
入
院
を
含
む
）
 

第
２
４
条
通
報
（
警
察
官
）
 

６
７
 

６
７
 

３
５
 

第
２
５
条
通
報
（
検
察
官
）
 

４
 

３
 

１
 

第
２

５
条

の
２
通

報
（

保
護
観
察

所
の

長
）
 

１
０
 

 
 

表
以
外
の
第
２
３
条
，
第
２
６
条
の
関
係
や
そ
れ
以
外
の
通
報
は
な
か
っ
た
。
平
成

21
か
ら

22
年
度
に
か
け
て
警
察
官
通
報

が
倍
増
し
た
。
24

条
通
報
の
大
部
分
は
郡
山
市
で
あ
る
。
 

措
置
入
院
期
間
中
の
当
該
患
者
へ
の
訪
問
面
接
は
，
一
部
の
ケ
ア
会
議
で
検
討
し
た
患
者
に
つ
い
て
退
院
前
に
実
施
し
た
事
例

が
あ
る
。
医
療
保
護
入
院
（
第

1
項
）
の
入
院
届
，
退
院
届
等
の
受
理
件
数
は
入
院
が

71
件
，
退
院
が

69
件
，
医
療
保
護
入
院

の
定
期
病
状
報
告
が

46
件
で
あ
り
，
こ
れ
は
管
内
の

1
病
院
の
数
字
で
あ
る
。
応
急
入
院
届
の
受
理
数
は

12
件
で
こ
れ
は
郡
山

市
も
含
め
た
４
病
院
の
数
で
あ
る
。
保
健
所
が
行
っ
た
移
送
は

22
件
あ
り
全
て

24
条
通
報
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
 

保
健
所
は
県
知
事
の
行
う
精
神
科
病
院
の
指
導
監
査
を
実
施
し
て
お
り
，
医
療
観
察
法
の
地
域
処
遇
に
係
る
ケ
ア
会
議
に
も
参

加
し
て
い
る
。
 

 

【
平
時
に
お
け
る
市
町
村
と
の
連
携
】
 

精
神
保
健
業
務
に
お
け
る
市
町
村
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
，
事
例
検
討
会
や
管
内
に
自
殺
率
の
高
い
所
が
あ
る
た
め
自
殺
対
策
に

つ
い
て
は
日
常
的
に
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
市
の
福
祉
事
務
所
へ
の
支
援
は
，
保
健
福
祉
事
務
所
と
い
う
組
織
の
性
格
か
ら
定
期

的
な
連
携
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
，
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
や
危
機
介
入
相
談
，
組
織
育
成
，
職
員
の
研
修
，
普
及
啓
発

に
つ
い
て
は
，
要
請
に
基
づ
い
て
随
時
対
応
し
て
い
る
。
自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て
は
，
障
害
者
支
援
の
行
政
職
の
ラ
イ
ン
が
中

心
に
な
っ
て
対
応
し
て
お
り
，
精
神
保
健
担
当
へ
の
相
談
は
少
な
い
。
ま
た
教
育
委
員
会
へ
の
支
援
も
実
績
が
な
い
。
 

 

【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

(1
) 

緊
急
の
医
療
確
保
に
関
す
る
連
絡
調
整
 

今
回
の
震
災
で
は
，
発
災
後

3
日
間
は
職
場
体
制
が
整
わ
ず
，
電
話
も
通
じ
ず
，
市
町
村
や
医
療
機
関
と
の
連
絡
調
整
が
一
切

で
き
な
か
っ
た
。
３
月

18
日
頃
に
な
っ
て
初
め
て
本
庁
か
ら
の
連
絡
で
支
援
チ
ー
ム
が
決
定
さ
れ
，
市
町
村
と
の
連
絡
調
整
に
当

た
っ
た
。
３
月

24
日
に
初
め
て
の
県
外
チ
ー
ム
を
受
け
入
れ
，
以
後
は
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
や
外
部
支
援
チ
ー
ム
の
活
動
へ
の
補
助

業
務
や
受
け
入
れ
態
勢
の
連
絡
調
整
業
務
を
支
援
チ
ー
ム
が
終
わ
る
６
月
中
旬
ま
で
継
続
し
て
行
い
，
市
町
村
の
要
望
に
応
じ
て

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
組
む
等
を
実
施
し
た
。
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2
8

２
．
田
村
市
 

 
 
福
島
県
の
中
通
り
に
あ
っ
て
今
回
大
被
害
を
受
け
た
浜
通
り
と
の
結
節
点
と
な
る
地
域
で
あ
り
，
市
の
東
部
約
三
分
の
一
が
緊

急
時
避
難
準
備
地
域
に
指
定
さ
れ
，
東
端
は
警
戒
区
域
に
指
定
さ
れ
た
。
浜
通
り
か
ら
多
く
の
避
難
者
を
受
け
入
れ
た
が
，
広
範

な
被
災
で
保
健
所
の
支
援
が
遅
れ
，
避
難
者
の
受
療
情
報
等
も
少
な
か
っ
た
。
災
害
時
要
支
援
者
台
帳
の
整
備
の
遅
れ
が
あ
り
，

迅
速
な
在
宅
支
援
に
課
題
が
残
っ
た
。
 

 【
市
の
概
要
】
 

田
村
市
は
阿
武
隈
高
原
の
中
央
に
位
置
し
，
平
成

17
年
３
月
１
日
に
田
村
郡
７
町
村
の
内
，
滝
根
町
，
大
越
町
，
都
路
村
，

常
葉
町
，
船
引
町
の
旧
５
町
村
が
合
併
し
形
成
さ
れ
た
。
本
地
域
は
，
福
島
県
の
中
核
的
都
市
で
あ
る
郡
山
市
ま
で
約

30
km
 の

位
置
に
あ
り
，
福
島
県
の
中
通
り
に
あ
っ
て
浜
通
り
と
の
結
節
点
と
な
る
地
域
で
あ
る
。
平
成

22
年
の
人
口
は

41
,0
99

人
，
65

歳
以
上
の
高
齢
化
率
は

28
.8
％
で
あ
り
，
今
回
の
震
災
で
は
原
発
事
故
に
よ
り
市
の
東
部
の
約
３
分
の
１
が
緊
急
時
避
難
準
備
地

域
に
指
定
さ
れ
，
東
端
が
警
戒
区
域
に
入
っ
た
。
 

 

【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

市
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
は
保
健
福
祉
部
が
担
当
し
て
お
り
，
精
神
保
健
は
保
健
課
が
精
神
を
含
め
た
障
害
福
祉
は
介
護
福
祉

課
の
障
害
福
祉
係
が
担
当
し
て
い
る
。
保
健
課
は
保
健
師
が

13
人
，
事
務
職
が
３
人
の
合
計

16
人
で
構
成
さ
れ
て
お
り
，
精
神

保
健
担
当
は
保
健
師
２
人
で
あ
る
。
市
内
４
カ
所
に
行
政
局
が
あ
り
，
そ
こ
に
は
保
健
師
４
人
と
事
務
兼
務
で
４
人
が
い
る
。
福

祉
サ
ー
ビ
ス
担
当
の
介
護
福
祉
課
は
同
じ
フ
ロ
ア
ー
に
あ
り
自
立
支
援
関
係
の
サ
ー
ビ
ス
調
整
は
両
者
で
調
整
し
て
い
る
。
 

市
内
の
精
神
保
健
福
祉
手
帳
保
持
者
は

12
2
人
，
医
療
機
関
は
病
院
が
１
カ
所
，
診
療
所
は

23
施
設
あ
る
が
，
精
神
科
関
係

で
は

19
床
の
精
神
科
診
療
所
が
１
カ
所
の
み
で
あ
る
。
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
２
カ
所
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
は
１

カ
所
あ
り
，
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
等
は

11
カ
所
（
グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
４
，
通
所
施
設
７
）
で
あ
る
。
 

 

【
地
域
の
被
害
状
況
】
 

 
 
地
域
の
被
害
状
況
は
平
成

23
年

12
月
１
日
現
在
で
，
死
者
１
，
負
傷
者
５
，
全
壊

12
戸
，
半
壊

14
4
戸
，
一
部
破
損

2,
84
2

戸
で
あ
っ
た
。
 

 【
平
常
時
の
対
応
】
 

(1
) 

精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
・
普
及
啓
発
 

自
立
支
援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
施
設
は

21
施
設
あ
る
が
，
精
神
障
害
者
を
受
け
入
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
自
立

支
援
医
療
利
用
者
の
名
簿
を
作
成
し
相
談
な
ど
に
利
用
し
て
い
る
ほ
か
，
地
域
の
精
神
障
害
者
家
族
会
「
銀
河
の
会
」
の
活
動
へ

の
支
援
と
し
て
，
年
１
回
，
市
の
職
員
を
派
遣
し
て
患
者
・
家
族
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
開
催
し
て
い
る
。
 

職
員
の
精
神
保
健
に
関
す
る
研
修
は
，
保
健
所
が
主
催
す
る
ゲ
ー
ト
キ
ー
パ
ー
養
成
研
修
会
や
，
市
役
所
総
務
課
の
震
災
後
の

ス
ト
レ
ス
関
係
の
講
演
会
に
参
加
し
て
い
る
。
今
年
度
，
自
殺
対
策
の
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
講
演
会
を
実
施
し
，
介
護
職
員
や
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
，
一
般
住
民
に
対
し
て
広
報
誌
や
民
生
委
員
の
会
議
を
通
し
て
参
加
を
呼
び
か
け
た
が
盛
況
で
あ
っ
た
。
 

(2
) 

組
織
育
成
 

 
 
精
神
障
害
者
自
助
グ
ル
ー
プ
に
対
し
て
は
５
～
６
年
前
か
ら
社
会
復
帰
デ
イ
ケ
ア
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
，
家
族
会
「
銀
河

の
会
」
の
運
営
・
育
成
支
援
を
実
施
し
て
い
る
。
 

(3
) 

精
神
保
健
福
祉
相
談
の
実
施
状
況
 

常
勤
職
員
に
よ
る
電
話
・
面
接
相
談
を
日
常
的
に
実
施
し
て
お
り
，
家
庭
訪
問
も
相
談
が
あ
っ
た
と
き
に
は
概
ね
即
応
し
て
い

る
。
毎
月
１
回
非
常
勤
の
臨
床
心
理
士
に
よ
る
「
心
の
相
談
日
」
を
実
施
し
て
お
り
，
緊
急
時
の
対
応
も
４
回
分
く
ら
い
の
予
算

を
確
保
し
て
い
る
。
 

(4
) 

訪
問
指
導
の
実
施
状
況
 

常
勤
職
員
に
よ
る
訪
問
指
導
は
，
近
隣
に
迷
惑
を
か
け
て
い
る
事
例
や
退
院
等
で
困
っ
て
い
る
相
談
が
あ
っ
た
場
合
等
に
実
施

し
て
い
る
が
，
９
割
方
は
受
診
へ
の
働
き
か
け
が
中
心
で
あ
る
。
 

(5
) 

社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
に
つ
い
て
 

 

2
7

・
 
職
員
体
制
の
少
な
さ
が
対
応
の
遅
れ
に
影
響
し
た
。
ま
た
，
初
期
に
は
保
健
所
の
職
員
は
保
健
師
も
含
め
て
放
射
線
対
策
に

動
員
さ
れ
て
お
り
，
本
庁
か
ら
の
指
示
が
あ
る
ま
で
は
避
難
所
へ
の
保
健
師
チ
ー
ム
の
支
援
活
動
が
で
き
な
か
っ
た
。
 

・
 
外
部
か
ら
保
健
師
チ
ー
ム
，
医
療
チ
ー
ム
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
が
支
援
に
入
っ
た
が
，
別
々
に
支
援
に
入
っ
た
た
め
，
保
健

所
と
し
て
は
相
互
の
調
整
が
難
し
か
っ
た
。
 
 

・
  
県
は
中
核
市
の
大
規
模
県
有
施
設
に
臨
時
の
避
難
所
を
設
定
し
た
が
，
そ
こ
へ
の
避
難
者
の
健
康
管
理
を
ど
こ
が
実
施
す
る

の
か
事
前
の
検
討
は
な
く
，
県
の
保
健
所
に
は
避
難
所
を
開
設
し
た
こ
と
の
情
報
も
す
ぐ
に
は
入
ら
な
か
っ
た
。
ま
た
，
地

域
外
の
多
く
の
人
が
避
難
所
に
集
ま
っ
た
た
め
，
避
難
所
の
避
難
者
対
策
が
中
心
に
な
り
，
在
宅
の
被
災
者
ま
で
手
が
回
ら

な
か
っ
た
。
 

(2
) 
今
後
検
討
す
べ
き
事
項
 

・
 
精
神
科
救
護
所
等
の
設
置
の
検
討
 

被
災
の
混
乱
の
中
で
人
手
も
情
報
も
少
な
く
，精

神
障
害
者
支
援
も
す
ぐ
に
は
動
き
出
せ
な
い
。支

援
の
手
が
届
く
ま
で
，

要
支
援
者
を
地
域
集
団
の
中
で
支
え
る
環
境
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，
精
神
障
害
者
対
策
で
は
医
療
の
専
門
性
，
使

用
薬
剤
の
特
殊
性
な
ど
か
ら
，
災
害
直
後
の
ニ
ー
ズ
に
速
や
か
に
対
応
す
る
た
め
「
精
神
科
救
護
所
」
の
設
置
を
検
討
す
る

必
要
が
あ
る
。
 

精
神
科
救
護
所
は
精
神
科
医
，
精
神
保
健
福
祉
士
，
臨
床
心
理
士
，
看
護
師
な
ど
か
ら
な
る
構
成
員
で
，
定
点
型
・
巡
回

型
ど
ち
ら
に
も
対
応
で
き
る
体
制
が
望
ま
し
く
，
平
常
時
か
ら
管
内
の
医
療
機
関
と
連
携
し
た
救
護
所
の
体
制
を
確
立
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
。
設
置
主
体
は
市
町
村
で
は
難
し
い
の
で
県
か
医
療
機
関
が
主
体
に
な
る
と
思
わ
れ
る
が
，
保
健
所
に
設

置
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
，
避
難
所
の
中
に
精
神
障
害
者
が
静
か
に
過
ご
せ
る
空
間
ま
た
は
部
屋
の
確
保
，
あ
る

い
は
福
祉
避
難
所
の
整
備
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 
災
害
時
要
支
援
者
台
帳
の
整
備
 

地
域
で
は
災
害
時
要
支
援
者
台
帳
の
整
備
が
遅
れ
て
い
た
。
も
と
も
と
，
障
害
者
が
名
乗
り
出
に
く
い
環
境
も
あ
り
，
精

神
障
害
者
に
対
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
を
い
っ
そ
う
進
め
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
，
個
人
情
報
保
護
と
の
兼
ね
合
い

は
課
題
と
し
て
あ
る
が
，
市
町
村
業
務
と
し
て
，
市
町
村
防
災
計
画
の
中
の
要
援
護
者
台
帳
へ
の
精
神
障
害
者
の
登
録
や
災

害
後
の
安
否
確
認
を
明
記
す
る
こ
と
な
ど
，
台
帳
整
備
を
推
進
す
る
方
策
の
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 
中
核
市
と
の
役
割
分
担
の
明
確
化
 

中
核
市
内
の
県
有
施
設
に
開
設
し
た
避
難
所
の
例
に
と
ど
ま
ら
ず
，
精
神
保
健
福
祉
分
野
に
お
け
る
災
害
時
の
対
応
に
つ

い
て
，
県
と
中
核
市
の
間
で
の
連
携
体
制
を
確
立
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 

ま
た
，
平
常
時
に
お
い
て
も
役
割
分
担
と
連
携
体
制
の
確
認
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 

・
 
支
援
チ
ー
ム
の
調
整
機
能
の
整
備
 

複
数
の
支
援
チ
ー
ム
が
地
域
に
入
っ
た
時
，
保
健
所
が
チ
ー
ム
間
の
調
整
に
苦
労
し
た
こ
と
か
ら
，
支
援
チ
ー
ム
の
調
整

機
能
を
ど
こ
が
担
う
の
か
，
ル
ー
ル
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
。
医
療
に
つ
い
て
は
災
害
拠
点
病
院
等
が
中
心
に
な
る
と
思
わ

れ
る
が
，地

域
保
健
分
野
あ
る
い
は
保
健
と
医
療
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
保
健
所
が
調
整
の
一
役
を
担
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。 

・
 
多
数
の
避
難
者
が
一
時
に
避
難
所
に
詰
め
か
け
た
と
き
，
重
症
者
の
ト
リ
ア
ー
ジ
の
よ
う
に
ケ
ア
ニ
ー
ズ
に
よ
っ
て
区
分
け

す
る
た
め
の
指
針
が
必
要
で
は
な
い
か
。
 

 

【
資
料
・
参
考
文
献
等
】
 

１
．
平
成

23
年
度
版
「
業
務
概
況
」
福
島
県
県
中
保
健
福
祉
事
務
所
 
 

２
．
精
神
保
健
福
祉
瓦
版
ニ
ュ
ー
ス

No
.1
71
 
福
島
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
 

活
動
報
告
 
県
中
保
健
福
祉
事
務
所
の
「
心
の
ケ
ア
活
動
」
 

３
．
平
成

23
年
度
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
よ
る
被
害
状
況
即
報
（
第

45
2
版
）
 

４
．
被
災
さ
れ
た
皆
様
へ
 
福
島
県
か
ら
の
お
知
ら
せ
 平

成
2３

年
1２

月
5
日
（
月
）（

第
32

報
）
 

５
．
福
島
県
心
の
ケ
ア
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
ポ
ケ
ッ
ト
版
）
 

６
．
平
成

23
年
度
 
心
の
健
康
相
談
の
お
知
ら
せ
（
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
）
 
 
 
 
等
 

 【
協
力
者
】
 
 
柳
澤
 
正
信
 
県
中
保
健
福
祉
事
務
所
長
 
他
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3
0

予
防
へ
の
健
康
づ
く
り
の
知
識
等
の
普
及
啓
発
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 
避
難
者
の
ほ
と
ん
ど
が
市
民
で
は
な
く
，
見
ず
知
ら
ず
の
人
で
，
全
く
情
報
の
な
い
人
た
ち
で
あ
っ
た
の
で
，
個
別
に
健
康

状
態
を
聞
き
出
す
し
か
な
か
っ
た
こ
と
が
，
現
場
の
混
乱
を
大
き
く
し
た
と
思
わ
れ
る
。
地
元
の
避
難
者
も
避
難
所
に
避
難

し
て
き
た
が
，
ほ
と
ん
ど
が
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
で
対
応
が
で
き
た
。
多
く
の
人
が
避
難
し
て
き
た
時
に
，
心
の
問
題
を
抱
え

た
人
を
ど
う
区
分
け
し
て
対
応
す
べ
き
か
を
明
示
し
た
指
針
の
検
討
が
必
要
で
は
な
い
か
。
 

・
 
マ
ス
コ
ミ
を
始
め
社
会
の
目
が
避
難
所
に
向
い
て
い
た
が
，
在
宅
の
障
害
者
の
中
に
は
避
難
所
に
来
ら
れ
な
い
人
も
多
い
の

で
，
在
宅
で
援
助
物
資
や
医
療
情
報
が
届
き
に
く
い
住
民
の
方
に
も
目
を
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
も
要
援
護
者

台
帳
の
整
備
と
活
用
が
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
 

・
 
保
健
所
が
市
町
村
支
援
に
動
く
の
が
遅
れ
た
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
が
，
精
神
保
健
対
策
に
従
事
す
べ
き
職
員
が
他
の
業
務

に
動
員
さ
れ
た
こ
と
も
見
逃
せ
な
い
。
被
災
の
早
期
か
ら
心
の
対
策
に
専
念
で
き
る
よ
う
に
体
制
を
組
ん
で
お
く
こ
と
が
望

ま
れ
る
。
 

・
 
被
災
後
，
有
名
な
タ
レ
ン
ト
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
自
殺
予
防
の
イ
ベ
ン
ト
で
セ
ミ
ナ
ー
や
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催
し
盛
況

で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
活
動
は
心
の
健
康
保
持
に
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
。
 

 

【
資
料
・
参
考
文
献
】
 

１
．
田
村
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
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.j
p 

２
．
平
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守
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イ
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ン
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田
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役
所
組
織
図
 

 

【
協
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石
井
 
裕
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子
 
田
村
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保
健
福
祉
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保
健
課
長
 
他

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2
9

自
立
支
援
協
議
会
を
年
１
回
開
催
し
て
お
り
，
精
神
障
害
者
部
会
は
な
い
が
精
神
障
害
者
対
策
を
重
点
項
目
と
し
て
入
れ
て
い

る
。
保
健
所
は
委
員
と
し
て
参
加
し
，
助
言
・
指
導
を
も
ら
っ
て
い
る
。
 

(6
) 

入
院
な
ど
 

平
成

23
年
度
は

1１
月
末
現
在
で
，
市
長
が
保
護
者
と
な
っ
た
医
療
保
護
入
院
事
例
は
ま
だ
無
い
。
 

 【
保
健
所
と
の
連
携
に
つ
い
て
】
 

 
保
健
所
は
普
及
啓
発
事
業
の
講
師
の
紹
介
や
予
算
を
と
っ
て
い
る
事
業
に
つ
い
て
は
保
健
所
の
指
導
の
下
に
実
施
し
て
い
る
。
精

神
の
問
題
は
市
町
村
だ
け
で
は
対
応
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
，
保
健
所
の
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
多
い
。
一
方
で
市
町
村
障
害
福
祉

計
画
の
策
定
，
自
立
支
援
協
議
会
，
危
機
介
入
相
談
，
組
織
育
成
，
職
員
の
研
修
，
普
及
啓
発
，
事
例
検
討
会
，
自
殺
対
策
，
福
祉

事
務
所
へ
の
支
援
，
教
育
委
員
会
へ
の
支
援
な
ど
で
は
，
保
健
所
と
は
随
時
の
連
携
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
理
由
と
し
て
市
も
保
健

所
も
人
手
が
足
り
な
い
こ
と
，
互
い
の
情
報
発
信
が
少
な
い
こ
と
，
保
健
所
は
要
望
を
受
け
て
動
く
姿
勢
で
あ
る
こ
と
等
が
挙
げ
ら

れ
る
が
，
県
が
十
分
な
予
算
を
確
保
で
き
て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
。
 

 【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

(1
) 

緊
急
の
医
療
体
制
確
保
に
関
す
る
連
絡
調
整
に
つ
い
て
 

 
 
外
部
支
援
医
療
活
動
に
つ
い
て
は
，保

健
所
の
情
報
提
供
に
よ
り
，３

月
24

日
に
ま
ず
千
葉
県
の
医
療
チ
ー
ム
を
受
け
入
れ
た
。

そ
の
後
も
保
健
所
の
仲
介
で
埼
玉
チ
ー
ム
，
群
馬
チ
ー
ム
等
が
派
遣
さ
れ
て
き
て
，
市
の
職
員
は
連
絡
調
整
と
支
援
業
務
に
従
事

し
た
。
 

精
神
科
医
療
機
関
の
被
災
状
況
・
稼
働
状
況
・
患
者
の
受
け
入
れ
状
況
等
に
つ
い
て
の
情
報
は
，
保
健
所
か
ら
の
Ｆ
Ａ
Ｘ
で
入

手
し
た
。
地
域
の
医
療
機
関
の
情
報
に
つ
い
て
は
保
健
所
が
行
動
を
起
こ
す
の
が
遅
か
っ
た
た
め
，
市
で
独
自
に
３
月

12
日
か
ら

各
医
療
機
関
に
問
い
合
わ
せ
を
し
た
。
保
健
所
は
３
月

19
日
に
市
に
情
報
収
集
に
来
た
結
果
，
３
月

21
日
に
保
健
所
か
ら
２
名

が
避
難
所
へ
支
援
に
来
た
。
初
期
の
医
療
ニ
ー
ズ
に
つ
い
て
も
，
市
は
独
自
に
避
難
所
に
行
っ
て
情
報
収
集
し
た
。
 

最
大
で

18
ヶ
所
の
避
難
所
に

8,
00
0
人
が
避
難
し
，
広
い
総
合
体
育
館
に
は

2,
00
0
人
が
い
た
。
 

緊
急
医
療
物
資
に
つ
い
て
は
１
～
２
週
間
は
市
が
独
自
で
情
報
収
集
し
た
。
協
定
市
や
医
師
会
か
ら
の
医
療
物
資
が
先
に
届
き
，

保
健
所
か
ら
話
が
あ
っ
た
時
に
は
物
資
は
過
剰
気
味
の
頃
で
あ
っ
た
。
 

精
神
科
緊
急
対
応
で
は
，
在
宅
の
統
合
失
調
症
の
患
者
を
保
健
所
と
連
携
し
て
入
院
さ
せ
た
例
が
あ
っ
た
。
 

(2
) 

在
宅
支
援
を
要
す
る
精
神
障
害
者
の
状
況
把
握
に
つ
い
て
 

 
 
精
神
障
害
者
連
絡
先
台
帳
は
障
害
福
祉
担
当
で
作
成
し
て
お
り
，
個
人
情
報
保
護
の
関
係
で
精
神
保
健
担
当
と
は
共
有
し
て
お

ら
ず
，
情
報
を
得
る
た
め
に
は
聞
き
に
行
く
し
か
な
い
。
保
健
課
で
は
避
難
所
を
回
る
こ
と
で
，
不
十
分
な
が
ら
も
避
難
者
の
健

康
状
態
を
把
握
し
た
。
避
難
所
の
責
任
者
を
置
い
て
，
情
報
が
集
ま
る
よ
う
に
し
て
お
く
と
良
か
っ
た
が
，
日
替
わ
り
で
対
応
が

変
わ
っ
た
た
め
で
き
な
か
っ
た
。
結
果
と
し
て
，
避
難
者
優
先
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
 

(3
) 

情
報
提
供
・
相
談
体
制
に
つ
い
て
 

 
 
精
神
障
害
者
や
心
の
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
住
民
に
対
す
る
相
談
に
つ
い
て
は
，
電
話
や
直
接
相
談
で
対
応
し
た
。
保
健
所
か
ら

は
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
が
来
る
こ
と
の
情
報
提
供
や
，
一
緒
に
相
談
に
当
た
る
こ
と
で
支
援
を
も
ら
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
 

(4
) 

心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
 

 
 
市
の
保
健
師
や
心
理
士
が
仮
設
住
宅
を
訪
問
し
て
心
の
ケ
ア
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
，
県
外
か
ら
の
応
援
部
隊
と
も
連
携
し

て
対
応
し
た
。
さ
ら
に
市
単
独
事
業
と
し
て
，
５
月
４
日
か
ら
市
内
９
会
場
で
診
療
所
の
医
師
に
よ
る
健
康
相
談
を
実
施
し
た
。

そ
の
他
，
現
在
作
成
中
で
あ
る
中
・
長
期
復
興
計
画
の
中
の
放
射
線
の
健
康
管
理
計
画
の
中
に
「
心
の
ケ
ア
」
を
入
れ
る
こ
と
を

考
え
て
い
る
。
 

 【
今
後
の
課
題
と
対
応
】
 

・
 
田
村
市
は
６
年
前
に
合
併
し
た
が
，
合
併
後
の
地
域
の
要
援
護
者
，
要
介
護
者
等
の
管
理
の
た
め
の
台
帳
整
備
が
進
ん
で
お

ら
ず
，
住
民
の
把
握
が
ま
だ
し
っ
か
り
で
き
て
い
な
い
地
域
が
あ
っ
た
。
要
支
援
者
台
帳
を
整
備
し
て
地
域
の
人
と
共
有
で

き
る
よ
う
な
シ
ス
テ
ム
を
作
っ
て
行
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 
地
域
は
ま
だ
閉
鎖
的
な
と
こ
ろ
が
あ
り
，
台
帳
整
備
が
進
ま
な
い
こ
と
の
一
因
に
も
な
っ
て
お
り
，
心
の
病
気
へ
の
理
解
，
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3
2

図
２
 
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
の
組
織
図
 

保
健
所
長
は
保
健
医
療
監
を
兼
ね
，
保
健
福
祉

事
務
所
内
に
お
い
て
は
，
決
済
権
を
有
す
る
所

長
と
副
所
長
の
間
の
ポ
ス
ト
で
，
保
健
福
祉
事

務
所
全
体
で
は
い
わ
ゆ
る
ス
タ
ッ
フ
の
位
置
づ

け
と
な
っ
て
い
る
。
所
長
や
副
所
長
・
各
部
長

等
へ
の
技
術
的
助
言
の
他
，
地
域
保
健
法
に
定

め
ら
れ
た
保
健
所
業
務
を
行
う
際
の
責
任
者
と
 

な
る
。
 

た
だ
し
今
回
の
震
災
を
受
け
て
，
保
健
活
動
に

つ
い
て
は
連
携
体
制
を
確
保
す
る
た
め
に
，
臨

時
的
体
制
と
し
て
保
健
グ
ル
ー
プ
，
栄
養
グ
ル

ー
プ
，
リ
ハ
グ
ル
ー
プ
が
所
長
・
保
健
所
長
の

下
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
。
 

 
宮
城
県
に
お
い
て
は
，「
宮
城
県
災
害
時
保
健

活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
に
よ
り
，
大
規
模
災
害
時

に
は
，
本
庁
・
被
災
保
健
福
祉
事
務
所
と
も
に

災
害
態
様
に
見
合
っ
た
臨
時
組
織
を
編
成
す
る

こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
臨
時
組
織
編

成
に
よ
り
，
保
健
，
栄
養
，
リ
ハ
ビ
リ
部
門
に

お
い
て
は
保
健
所
長
が
指
揮
系
統
ラ
イ
ン
の
一

員
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
 

(2
) 
常
勤
職
員
数
 

石
巻
保
健
所
に
お
け
る
常
勤
職
員
数
は
，
医
師

１
（
人
），

薬
剤
師
６
（
人
），

獣
医
師
４
（
人
），

保
健
師
８
（
人
），

事
務
職
員
26
（
人
），

そ
の
他
17
（
人
）
の
計
62
名
。
精
神
保
健
福
祉
士
や
臨
床
心
理
技
術
者
は
配
置
さ
れ
て

い
な
い
。
う
ち
精
神
保
健
担
当
職
員
は
保
健
師
３
人
で
あ
る
。
 

 【
地
域
及
び
保
健
所
の
被
害
状
況
】
 

(1
) 

地
域
の
被
害
状
況
 

 
 
石
巻
保
健
所
管
内
の
人
的
被
害
状
況
（
H2
3.
10
.1
4現

在
）
は
死
者
4,
79
0人

，
行
方
不
明
者
1,
20
9人

，
住
家
被
害
状
況
は
全
壊

28
,3
76
棟
，
半
壊
及
び
一
部
損
壊
23
,3
67
棟
で
，
何
ら
か
の
住
宅
被
害
は
51
,7
43
棟
と
世
帯
数
79
,4
46
世
帯
の
約
65
％
，
避
難
所

数
は
ピ
ー
ク
時
28
0箇

所
，
避
難
者
数
約
13
万
人
（
管
内
人
口
の
約
6割

）
と
，
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
。
 

医
療
施
設
は
震
災
前
（
H2
3.
３
.1
0
現
在
）
に
は
，
病
院

13
（
2,
06
3
床
），

一
般
診
療
所

13
0，

歯
科
診
療
所

85
，
薬
局

95

が
震
災
後
（
H2
3.
９
.1
1，

薬
局
は

10
.2
0
現
在
）
に
は
，
病
院
９
：
△
４
（
1,
52
4
床
：
△
53
9）
，
一
般
診
療
所

13
0：

△
16
，

歯
科
診
療
所

85
：
△
19
，
薬
局

95
：
△
19

と
，
ほ
と
ん
ど
の
医
療
資
源
が
減
少
し
た
。
 

(2
) 

石
巻
保
健
所
の
被
害
状
況
 

保
健
所
自
体
も
被
災
し
，
建
物
１
階
が
天
井
ま
で
浸
水
し
，
４
日
間
孤
立
状
態
と
な
っ
た
。
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
や
通
信
は
寸
断
，

公
用
車
・
自
家
用
車
の
水
没
，
パ
ソ
コ
ン
・
紙
デ
ー
タ
の
損
壊
と
，
保
健
所
機
能
は
ほ
ぼ
壊
滅
状
態
と
な
っ
た
。
そ
の
な
か
で
，

応
急
の
避
難
所
，
救
護
所
と
し
て
職
員

20
0
名
，
近
隣
住
民

40
0
名
の
避
難
を
受
け
入
れ
，
水
・
食
料
の
確
保
，
衛
生
管
理
を
行

っ
た
。
 

そ
の
後
，
３
月

15
日
か
ら
東
部
下
水
道
事
務
所
，
３
月

23
日
か
ら
石
巻
西
高
校
，
４
月

16
日
か
ら
石
巻
専
修
大
学
体
育
館

と
仮
設
事
務
所
で
業
務
を
行
っ
た
後
，
4
回
目
の
事
務
所
移
転
と
し
て
，
９
月

26
日
，
現
在
の
事
務
所
で
業
務
を
再
開
し
た
。
そ

の
間
，
他
都
県
か
ら
，
保
健
師
９
人
（
１
人
は
長
期
派
遣
），

公
衆
衛
生
医
師
３
６
人
，
獣
医
師
１
人
，
薬
剤
師
９
人
，
栄
養
士
２

人
，
事
務
職
員
２
１
人
の
合
計
７
８
人
の
支
援
を
受
け
た
。
 

 

 

3
1

図
１
 
石
巻
保
健
所
管
内
図
 

６
－
３
 
宮
城
県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
石
巻
保
健
所
），

石
巻
市
，
女
川
町
 

 １
．
宮
城
県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
（
石
巻
保
健
所
）
 

 
現
地
保
健
所
が
被
災
し
保
健
所
機
能
が
ほ
ぼ
壊
滅
状
態
。
そ
の
後
，
県
庁
・
他
保
健
所
の
人
的
支
援
を
得
て
，
管
内
市
町
村
と
の

支
援
体
制
の
構
築
に
努
め
た
。
 

 【
石
巻
保
健
所
管
内
の
概
要
】
 
 

 
表
１
 
管
内
の
概
況
（
人
口
は
平
成
22
年
10
月
１
日
現
在
）
 

管
内
人
口
 

21
3,
78
0（

人
）
 

高
齢
者
人
口
 

57
,0
41
 （

人
）
26
.7
%

管
内
市
町
村
数
 

２
市
１
町
（
石
巻
市
，
東
松
島
市
，
女
川
町
）
 

自
立
支
援
医
療
利
用
者
 

2,
34
5 

（
人
）
 

精
神
保
健
福
祉
手
帳
保
持
者
 

68
2 

（
人
）
 

医
療
機
関
数
 

病
院
 
 
震
災
前

13
（
2,
06
3
床
）
 
震
災
後

9 
(1
,5
24

床
) 

診
療
所
 
震
災
前

13
0（

31
8
床
）
 
震
災
後

11
4（

28
3
床
）
 
 

精
神
科
病
院
 
 
（
病
院
数
）
 

震
災
前
 
３
病
院
（
56
3
床
）
 
震
災
後
 
２
病
院
（
44
3
床
）
 

精
神
科
診
療
所
 

５
 
（
か
所
）
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 

震
災
前
 
11
 
 
 
 
震
災
後
 
９
 

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業

所
等
 

あ
り
 

14
3 

（
か
所
）
 

医
療
機
関
数
は
震
災
前
H2
3.
３
.1
0，

震
災
後
は
H2
3.
９
.1
1 

 

宮
城
県
の
行
政
圏
域
は
7つ

に
区
分
さ
れ
，
５
保
健
福
祉
事
務
所
(う

ち
保
健
所

は
７
つ
)，

２
地
域
事
務
所
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
石
巻
保
健
所
の
行
政
圏
域
は
，

広
域
石
巻
圏
と
一
致
し
，
保
健
所
組
織
は
，
保
健
・
医
療
・
福
祉
・
環
境
の
統
合

組
織
で
あ
る
保
健
福
祉
事
務
所
の
一
環
と
な
っ
て
い
る
。
 

石
巻
保
健
所
は
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
内
に
設
置
さ
れ
職
員
数
は
62
人
，
管
内

は
石
巻
市
，
東
松
島
市
，
女
川
町
の
2市

1町
，
人
口
約
21
万
人
，
高
齢
者
数
57
千

人
（
高
齢
化
率
26
.7
%）

で
あ
る
。
 

 
 
  

 
 

 
 

【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

(1
) 

組
織
形
態
 

総
合
事
務
所
で
あ
る
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
の
一
環
と
し
て
保
健
所
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
の
組
織
は
，
事
務
職
員
で
あ

る
所
長
の
下
に
，
企
画
・
総
務
，
保
健
・
福
祉
，
環
境
・
衛
生
の
３
つ
の

部
署
が
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
実
際
の
業
務
を
遂
行
す
る
た
め
の
９
つ
の
班
・
担
当
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
企
画
・
総
務
は
医
務
等
を
所

管
し
，
保
健
・
福
祉
部
門
は
地
域
保
健
福
祉
部
長
の
下
に
成
人
・
高
齢
班
，
母
子
・
障
害
班
，
疾
病
対
策
班
，
生
活
保
護
班
，
環
境
・

衛
生
部
門
は
環
境
衛
生
部
長
の
下
に
食
品
衛
生
班
，
獣
疫
薬
事
班
，
環
境
対
策
班
，
廃
棄
物
対
策
班
が
設
置
さ
れ
て
い
る
(図

2)
。
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3
4

管
内
市
町
村
，
相
談
支
援
事
業
所
と
連
携
し
て
，
心
の
ケ
ア
を
実
施
。
 

・
 
市
町
村
の
心
の
ケ
ア
支
援
と
し
て
，
保
健
所
保
健
師
が
医
療
機
関
，
県
外
か
ら
の
応
援
部
隊
，
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
，

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
，
居
宅
介
護
支
援
セ
ン
タ
ー
，
高
齢
者
入
所
施
設
，
相
談
支
援
事
業
所
等
と
連
携
し
て
，
発
災
後

２
～
３
日
か
ら
心
の
ケ
ア
を
実
施
。
 

・
 
５
月
上
旬
か
ら
各
市
町
と
「
今
後
の
保
健
活
動
計
画
」
を
作
成
，
そ
の
な
か
で
，
女
川
町
に
お
い
て
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
工

程
表
の
作
成
支
援
を
行
っ
た
。
 

(5
) 
医
療
と
福
祉
等
の
連
携
へ
の
対
応
 

・
 
11
月
15
日
，
地
域
包
括
ケ
ア
を
中
心
と
す
る
保
健
・
医
療
，
介
護
・
福
祉
の
連
携
体
制
の
整
備
を
目
的
と
し
て
，
地
域
医
療

対
策
委
員
会
「
医
療
と
福
祉
の
連
携
推
進
検
討
専
門
委
員
会
（
第
１
回
）」

を
開
催
し
た
（
医
療
関
係
者
，
保
健
福
祉
関
係

者
，
住
民
，
管
内
3市

町
）。

今
後
，
2カ

年
計
画
で
連
携
推
進
の
た
め
の
提
言
を
ま
と
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

 【
ま
と
め
と
考
察
】
 

宮
城
県
に
お
い
て
は
，
昭
和
53
年
の
「
宮
城
県
沖
地
震
」，

平
成
15
年
の
「
宮
城
県
北
部
連
続
地
震
」，

平
成
20
年
の
「
岩
手
・
宮

城
内
陸
地
震
」
等
に
よ
り
，
県
内
各
地
に
大
き
な
被
害
を
受
け
た
こ
と
も
あ
り
，
想
定
さ
れ
る
被
災
規
模
に
応
じ
た
保
健
活
動
を
迅

速
か
つ
効
果
的
に
行
う
た
め
に
「
宮
城
県
災
害
時
保
健
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
」（

平
成
23
年
３
月
，
宮
城
県
保
健
福
祉
部
）
が
策
定
さ
れ

て
い
る
。
 

本
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
，
災
害
対
策
基
本
法
に
基
づ
き
，
平
成
9年

６
月
に
宮
城
県
が
見
直
し
策
定
し
た
「
宮
城
県
地
域
防
災
計
画
」
の

実
践
及
び
「
第
２
次
み
や
ぎ
震
災
対
策
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」
に
掲
げ
た
事
前
対
策
を
含
む
活
動
を
推
進
す
る
も
の
で
あ
り
，
ま
た

平
成
11
年
１
月
に
策
定
し
た
「
大
規
模
災
害
時
医
療
救
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
の
「
防
疫
・
保
健
衛
生
活
動
の
保
健
対
策
」
の
部
分
を
詳

し
く
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
内
容
は
，
保
健
福
祉
部
所
管
の
う
ち
，
1)
被
災
市
町
村
支
援
の
た
め
の
保
健
福
祉
部
職
員
の
派
遣
並
び

に
他
自
治
体
職
員
の
派
遣
要
請
及
び
受
け
入
れ
を
含
め
た
体
制
整
備
，
2)
被
災
者
の
健
康
管
理
等
に
関
す
る
こ
と
を
中
心
と
し
て
，

平
成
23
年
３
月
に
ま
と
め
ら
れ
た
。
 

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
は
，
公
衆
衛
生
分
野
の
う
ち
，
健
康
相
談
，
栄
養
指
導
，
口
腔
ケ
ア
，
生
活
不
活
病
予
防
，
エ
コ
ノ
ミ
ー
ク

ラ
ス
症
候
群
，
看
護
活
動
，
感
染
症
予
防
，
妊
産
婦
・
乳
幼
児
支
援
，
心
の
ケ
ア
（
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）・

児
童
の
心
の
ケ
ア

（
児
相
）
等
，
主
に
保
健
師
，
栄
養
士
，
PT
/O
T，

心
理
技
術
職
員
等
の
役
割
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

こ
の
よ
う
に
，
災
害
等
に
関
す
る
危
機
管
理
体
制
や
保
健
所
の
役
割
等
に
関
し
て
は
，「

宮
城
県
地
域
防
災
計
画
」，
「
第
2次

み
や
ぎ

震
災
対
策
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
」，
「
大
規
模
災
害
時
医
療
救
護
マ
ニ
ュ
ア
ル
」，
「
宮
城
県
災
害
時
保
健
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
等
が
基

本
と
な
っ
て
い
る
。
 

(1
) 
指
揮
命
令
系
統
 

1.
 
医
療
の
確
保
と
調
整
 

医
療
の
確
保
に
関
し
て
は
，
宮
城
県
に
お
い
て
は
，
災
害
拠
点
病
院
と
し
て
基
幹
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
の
と
し
て
独
立
行
政

法
人
国
立
仙
台
医
療
セ
ン
タ
ー
を
，
地
域
災
害
医
療
セ
ン
タ
ー
と
し
て
石
巻
赤
十
字
病
院
等
併
せ
て
１
４
の
災
害
拠
点
病
院
を

指
定
す
る
と
と
も
に
，
平
成
９
年
３
月
宮
城
県
医
師
会
と
の
「
災
害
時
の
医
療
救
護
に
関
す
る
協
定
」
の
締
結
，
８
病
院
を
宮

城
県
災
害
派
遣
医
療
チ
ー
ム
（
宮
城
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
）
指
定
病
院
に
指
定
・
派
遣
に
関
す
る
協
定
の
締
結
，
県
内
の
災
害
拠
点
病
院

と
県
・
郡
市
医
師
会
，
腎
透
析
施
設
等
を
Ｍ
Ｃ
Ａ
無
線
や
衛
星
携
帯
電
話
で
結
ぶ
「
災
害
時
医
療
情
報
網
」
の
整
備
，
宮
城
県

救
急
医
療
情
報
シ
ス
テ
ム
に
「
災
害
モ
ー
ド
」
を
加
え
，
災
害
時
の
医
療
機
関
の
被
災
状
況
や
稼
働
状
況
の
情
報
を
共
有
で
き

る
よ
う
に
す
る
な
ど
，
県
庁
医
療
整
備
課
を
中
心
と
し
て
施
設
・
設
備
・
連
携
体
制
の
整
備
が
図
ら
れ
て
き
た
。
 

ま
た
，
大
規
模
災
害
時
に
お
け
る
医
療
確
保
の
た
め
の
調
整
役
と
し
て
，
11
人
の
医
師
に
「
宮
城
県
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ

ー
タ
ー
」
が
委
嘱
さ
れ
て
お
り
，
石
巻
保
健
所
管
内
に
関
し
て
は
，
石
巻
赤
十
字
病
院
の
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
調

整
役
と
し
て
，
医
療
体
制
の
調
整
が
図
ら
れ
て
き
て
い
る
。
  

2.
 
公
衆
衛
生
分
野
に
お
け
る
指
揮
命
令
系
統
と
保
健
所
の
役
割
 

災
害
時
の
指
揮
命
令
系
統
は
，
県
災
害
対
策
本
部
が
設
置
さ
れ
た
場
合
に
は
そ
の
指
揮
下
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
県
が
主
体

と
な
る
現
場
の
保
健
分
野
に
関
す
る
活
動
に
つ
い
て
は
，
保
健
福
祉
事
務
所
長
（
地
域
事
務
所
長
）
が
活
動
単
位
ご
と
に
リ
ー

ダ
ー
を
指
名
し
，
職
員
間
で
指
揮
命
令
系
統
を
明
確
に
し
て
お
く
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
の
保
健
福
祉
事
務
所
内
に

お
け
る
体
制
と
し
て
，
所
内
横
断
的
な
チ
ー
ム
編
成
を
予
め
設
置
し
，
保
健
活
動
が
行
わ
れ
る
が
，
災
害
の
規
模
・
状
況
の
変
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【
平
時
に
お
け
る
保
健
所
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

(1
) 

精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
 

・
自
立
支
援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
リ
ス
ト
の
作
成
を
行
う
と
と
も
に
，
市
町
村
職
員
等
を
対
象
と
し
た
研
修
会
を
年

２
～
３
回
開
催
し
，
情
報
提
供
を
行
っ
て
い
る
。
 

・
措
置
入
院
関
連
情
報
，
医
療
保
護
入
院
関
連
情
報
，
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
関
連
情
報
に
つ
い
て
は
，
個
別
支
援

の
た
め
に
活
用
し
て
い
る
。
 
 

(2
) 
精
神
保
健
福
祉
相
談
 

常
勤
職
員
に
よ
る
電
話
・
面
接
相
談
，
常
勤
職
員
に
よ
る
家
庭
訪
問
に
よ
る
相
談
，
そ
の
他
の
担
当
者
（
非
常
勤
職
員
等
）
に
よ

る
相
談
，
精
神
科
医
に
よ
る
相
談
に
つ
い
て
は
，
相
談
が
あ
っ
た
と
き
に
概
ね
即
対
応
で
き
る
状
態
で
あ
る
。
 

 

(3
) 
社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

日
常
的
に
自
立
支
援
協
議
会
の
整
備
促
進
や
運
営
支
援
行
う
と
と
も
に
，
職
親
事
業
を
活
用
し
て
社
会
復
帰
，
自
立
，
社
会
参
加

へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
 

(4
) 
入
院
及
び
通
院
医
療
関
係
 

平
時
（
平
成
22
年
度
）
に
お
け
る
入
院
，
通
院
に
つ
い
て
は
医
療
保
護
入
院
の
受
理
件
数
32
4件

，
退
院
届
30
7件

，
医
療
保
護
入

院
定
期
病
状
報
告
16
8件

，
措
置
入
院
の
定
期
病
状
報
告
(2
3条

)1
件
で
あ
る
。
ま
た
，
申
請
・
通
報
件
数
は
22
件
，
２
４
条
通
報

（
警
察
官
）
が
最
も
多
く
16
件
で
措
置
診
察
実
施
件
数
は
８
件
，
う
ち
措
置
入
院
は
６
件
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
他
25
条
通
報
が

５
件
，
23
条
通
報
が
１
件
で
あ
っ
た
。
 

 【
平
時
に
お
け
る
市
町
村
と
の
連
携
】
 

 
保
健
所
と
市
町
村
に
お
け
る
，
平
時
の
連
携
体
制
に
関
し
て
は
自
立
支
援
協
議
会
へ
の
参
加
が
日
常
的
・
定
期
的
な
連
携
が
行
わ

れ
て
い
る
が
，
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
，
危
機
介
入
相
談
，
組
織
育
成
，
職
員
の
研
修
，
普
及
啓
発
，
事
例
検
討
会
，
自
殺

対
策
，
福
祉
事
務
所
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
随
時
の
連
携
，
教
育
委
員
会
へ
の
支
援
は
連
携
無
し
で
あ
っ
た
。
 

 【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

災
害
後
，
保
健
所
自
体
が
被
災
し
な
が
ら
，
様
々
な
活
動
が
行
わ
れ
て
い
る
。
３
月
18
日
か
ら
保
健
活
動
班
を
編
制
し
，
被
災
市

町
に
保
健
活
動
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
の
派
遣
が
行
わ
れ
た
。
３
月
23
日
以
降
，
県
内
の
被
災
の
軽
か
っ
た
保
健
所
等
か
ら
４
月
30
日
ま

で
，
保
健
師
，
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
職
，
事
務
職
員
等
が
派
遣
さ
れ
て
き
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
，
精
神
保
健
分
野
に
お
け
る
取

り
組
み
状
況
に
つ
い
て
は
下
記
の
通
り
。
 

(1
) 
医
療
確
保
に
関
す
る
連
絡
調
整
 

・
 
３
月

18
日
以
降
，
石
巻
日
赤
病
院
が
主
催
す
る
医
療
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
に
参
加
，
精
神
医
療
を
含
む
管
内
の
医
療
確
保
に
関
す

る
情
報
収
集
と
連
絡
調
整
。
 

・
 
精
神
科
領
域
の
医
療
機
関
の
被
災
状
況
・
稼
働
状
況
・
患
者
受
け
入
れ
状
況
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
 

・
 
緊
急
医
療
物
資
に
つ
い
て
，
過
不
足
や
追
加
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
 

・
 
精
神
科
救
急
患
者
の
診
察
後
，
入
院
が
必
要
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
医
療
機
関
と
の
情
報
連
絡
を
行
っ
た
。
被
災
し
た
直
後
で

も
・
あ
り
，
担
当
保
健
師
，
受
け
入
れ
精
神
科
病
院
も
対
応
に
難
渋
し
た
よ
う
だ
。
 

・
 
避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
の
生
活
に
つ
い
て
，
医
療
面
・
衛
生
面
か
ら
市
町
村
等
に
対
し
助
言
指
導
を
行
っ
た
。
 

・
 
健
康
確
認
や
保
健
指
導
に
つ
い
て
共
用
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
や
情
報
媒
体
を
作
成
す
る
な
ど
技
術
支
援
を
行
っ
た
。
 

(2
) 
在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
 

・
 
発
災
後
１
ヶ
月
以
降
，
精
神
障
害
者
の
安
否
確
認
を
行
っ
た
。
 

・
 
精
神
障
害
者
の
連
絡
先
台
帳
と
そ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
を
作
成
し
，
所
内
で
情
報
共
有
し
た
。
 

(3
) 
情
報
提
供
・
相
談
体
制
 

・
 
管
内
精
神
保
健
医
療
福
祉
推
進
会
議
を
立
ち
上
げ
，
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
。
 

(4
) 
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
 

・
 
４
月
1日

か
ら
石
巻
日
赤
病
院
で
開
催
さ
れ
る
心
の
ケ
ア
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
へ
参
加
。
 

・
 
保
健
所
が
行
う
心
の
ケ
ア
と
し
て
，
保
健
所
保
健
師
が
医
療
機
関
，
県
外
か
ら
の
応
援
部
隊
，
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
，
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3
6

環
境
全
体
の
横
の
連
携
・
調
整
と
言
っ
た
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
業
務
が
連
動
す
る
必
要
が
あ
る
が
，
そ
の
中
核
的
役
割
を
担
う
と

思
わ
れ
る
企
画
調
整
部
門
の
企
画
総
務
班
は
，
各
部
門
が
独
立
し
て
い
る
こ
と
や
，
人
員
等
の
体
制
上
，
現
実
的
に
は
難
し
い

よ
う
に
思
わ
れ
た
。
 

保
健
所
長
の
下
に
総
務
企
画
，
保
健
，
医
療
，
衛
生
・
環
境
，
福
祉
の
各
部
門
が
平
時
か
ら
連
携
を
図
り
な
が
ら
業
務
を
行

い
，
災
害
等
の
危
機
発
生
時
に
は
そ
の
延
長
線
上
で
対
応
す
る
こ
と
が
，
自
然
で
混
乱
を
招
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
 

2.
 
市
町
村
，
関
係
機
関
・
団
体
等
と
の
連
携
 

 
 
日
頃
か
ら
，管

内
市
町
と
は
業
務
等
を
通
じ
て
連
携
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
が
，平

成
９
年
の
地
域
保
健
法
施
行
以
降
，

効
率
的
業
務
形
態
や
行
財
政
改
革
の
推
進
の
結
果
，
市
町
と
保
健
所
が
協
働
で
，
地
域
精
神
保
健
福
祉
活
動
に
従
事
す
る
こ
と

が
少
な
く
な
っ
た
。
当
該
管
内
に
お
い
て
も
，
保
健
所
の
対
応
と
し
て
，
管
内
市
町
の
自
立
支
援
協
議
会
へ
は
日
常
的
に
参
加

し
て
い
る
が
，
組
織
育
成
や
普
及
・
啓
発
，
研
修
会
と
い
っ
た
地
域
の
基
盤
づ
く
り
や
福
祉
事
務
所
へ
の
支
援
，
計
画
的
業
務

の
推
進
の
た
め
の
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
策
定
支
援
に
関
し
て
は
随
時
に
連
携
し
な
が
ら
対
応
し
て
い
る
。
 

今
回
の
現
地
調
査
に
お
い
て
，
精
神
保
健
福
祉
法
上
，
都
道
府
県
知
事
の
行
政
措
置
，
い
わ
ゆ
る
精
神
障
害
者
の
緊
急
時
の

対
応
に
つ
い
て
は
保
健
所
が
行
っ
て
い
る
。
市
町
の
担
当
者
へ
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
で
も
，
精
神
保
健
は
保
健
所
の
業
務
と
と
ら
え

て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
，
精
神
障
害
者
の
医
療
と
自
立
支
援
法
等
に
基
づ
く
地
域
生
活
支
援
，
心
の
ケ
ア
と
い
っ
た
幅
広
い
，

地
域
精
神
保
健
福
祉
対
策
は
，
保
健
所
や
市
町
村
，
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
行
政
機
関
は
も
ち
ろ
ん
，
自
立
支
援

法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
，
家
族
，
当
事
者
，
地
域
住
民
が
，
協
働
で
お
こ
な
っ
て
い
く
も
の
と
し
て
地
域
の
な

か
で
位
置
づ
け
を
し
，
進
め
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。
 

今
回
の
甚
大
な
災
害
時
に
は
特
に
心
の
ケ
ア
に
つ
い
て
は
，
身
体
の
ケ
ア
と
生
活
支
援
と
い
っ
た
包
括
的
な
ケ
ア
が
重
要
と

さ
れ
る
。
精
神
障
害
者
が
災
害
を
契
機
と
し
て
悪
化
し
た
り
，
災
害
に
よ
り
新
た
に
精
神
症
状
が
発
現
し
た
り
等
，
精
神
科
医

療
を
必
要
と
す
る
事
例
へ
の
対
応
と
と
も
に
，
身
体
的
症
状
や
生
活
支
援
を
必
要
と
す
る
事
例
へ
の
対
応
を
行
う
他
，
地
域
全

体
が
心
の
健
康
の
重
要
性
を
認
識
し
，
地
域
住
民
が
お
互
い
に
話
し
や
す
い
雰
囲
気
づ
く
り
を
す
す
め
，
体
調
や
心
の
変
調
を

早
期
に
気
づ
き
，
相
談
に
つ
な
ぐ
地
域
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
。
 

そ
の
た
め
に
も
，
地
域
に
お
い
て
は
相
談
し
や
す
い
窓
口
の
設
置
と
拡
大
，
住
民
へ
の
周
知
，
相
談
窓
口
職
員
の
資
質
の
維

持
・
向
上
，
地
域
住
民
へ
の
普
及
・
啓
発
，
相
談
窓
口
へ
繋
い
で
く
れ
る
地
域
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
づ
く
り
，
身
体
の
不
調
を
訴

え
て
受
診
す
る
一
般
診
療
医
療
機
関
へ
の
普
及
・
啓
発
，
一
般
診
療
科
か
ら
必
要
に
応
じ
て
精
神
科
医
療
機
関
へ
の
紹
介
シ
ス

テ
ム
の
整
備
等
，
地
域
全
体
で
心
の
ケ
ア
を
す
す
め
る
体
制
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
。
地
域
の
医
師
会
，
精
神
科
医
会
，
精
神

保
健
福
祉
士
会
，
臨
床
心
理
士
会
，
看
護
協
会
の
協
力
を
得
て
，
い
わ
ゆ
る
１
次
予
防
か
ら
２
次
予
防
，
医
療
連
携
か
ら
３
次

予
防
と
い
っ
た
地
域
精
神
保
健
福
祉
の
体
制
づ
く
り
は
，
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
協
力
し
な
が
ら
，
保
健
所
が
そ
の
役
割

を
担
う
必
要
が
あ
る
。
日
頃
か
ら
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
を
，
業
務
を
通
じ
て
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。
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 宮

城
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
，
ht
tp
:/
/w
ww
.p
re
f.
mi
ya
gi
.j
p/
et
-h
c/
 

 【
協
力
者
】
 
 

大
久
保
久
美
子
 
 
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
保
健
医
療
監
兼
石
巻
保
健
所
長
 
 

 
 

 
 

粕
谷
 
 
祐
子
 
 
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
地
域
保
健
福
祉
部
母
子
・
障
害
班
 

 

3
5

化
に
応
じ
て
臨
機
応
変
に
再
編
・
統
合
し
な
が
ら
活
動
す
る
。
 

 
 
人
的
支
援
体
制
と
し
て
の
保
健
福
祉
事
務
所
（
地
域
事
務
所
）
の
役
割
と
し
て
，
被
災
し
た
事
務
所
で
は
，
1)
災
害
対
策
本

部
地
方
支
部
と
の
調
整
，
2)
被
災
市
町
村
の
保
健
活
動
支
援
，
3)
保
健
師
等
専
門
職
種
等
の
派
遣
要
請
・
受
け
入
れ
体
制
の
整

備
支
援
，
4)
保
健
活
動
取
り
組
み
状
況
の
情
報
提
供
，
被
災
の
な
か
っ
た
（
軽
か
っ
た
）
事
務
所
で
は
業
務
支
援
の
た
め
の
職

員
を
派
遣
す
る
。
 

 
 
被
災
市
町
村
へ
の
支
援
に
関
し
て
は
，
当
該
市
町
村
職
員
は
目
前
の
住
民
対
応
に
追
わ
れ
，
十
分
な
情
報
収
集
や
判
断
・
活

動
が
困
難
と
な
る
こ
と
か
ら
，
保
健
福
祉
事
務
所
か
ら
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
を
派
遣
し
，
支
援
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
コ
ー
デ

ィ
ネ
ー
タ
は
，
被
災
市
町
村
に
出
向
き
，
保
健
活
動
の
対
応
協
議
の
場
に
参
画
す
る
と
と
も
に
被
災
保
健
福
祉
事
務
所
と
の
連

絡
調
整
を
行
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
心
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
，
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
役
割
と
し
て
,1
)心

の

健
康
相
談
電
話
（
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
）
の
開
設
，
2)
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
編
成
と
，
被
災
者
等
へ
の
心
の
ケ
ア
，
3)
心
の
ケ
ア
チ

ー
ム
の
派
遣
要
請
等
を
行
う
。
 

 
 
公
衆
衛
生
分
野
に
お
け
る
指
揮
命
令
系
統
に
関
し
て
は
，
保
健
福
祉
事
務
所
の
危
機
管
理
体
制
が
基
本
と
な
っ
て
い
る
こ
と

か
ら
事
務
所
長
を
ト
ッ
プ
と
し
た
形
態
と
な
っ
て
い
る
が
，
規
模
に
応
じ
て
組
織
の
再
編
が
行
わ
れ
る
と
い
っ
た
柔
軟
な
対
応

も
行
わ
れ
る
。
た
だ
し
固
定
し
た
体
制
に
な
っ
て
い
な
い
た
め
，
医
療
に
比
べ
て
指
揮
命
令
系
統
が
不
明
確
で
あ
る
と
い
っ
た

側
面
も
有
し
て
い
る
。
特
に
，
保
健
，
介
護
，
福
祉
分
野
と
医
療
と
の
連
携
に
関
し
て
市
町
村
，
関
係
機
関
・
団
体
等
と
の
連

絡
調
整
，
指
揮
命
令
系
統
に
つ
い
て
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
 

3.
 
保
健
所
長
の
役
割
 

保
健
福
祉
事
務
所
と
保
健
所
と
い
っ
た
２
つ
の
組
織
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
，
明
確
に
業
務
と
指
示
系
統
が
区
分
け
さ
れ
に

く
い
。
組
織
形
態
上
，
最
終
意
思
決
定
者
が
保
健
福
祉
事
務
所
長
で
あ
る
こ
と
や
，
保
健
所
長
が
，
保
健
福
祉
事
務
所
長
と
副

所
長
の
間
の
ス
タ
ッ
フ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
，
地
域
保
健
法
上
，
保
健
所
業
務
と
し
て
定
め
ら
れ
た
業
務

に
つ
い
て
も
，
保
健
所
長
の
役
割
と
し
て
意
思
決
定
し
づ
ら
い
構
造
と
な
っ
て
い
る
。
人
事
管
理
や
労
務
管
理
に
関
し
て
は
，

技
術
職
員
に
関
す
る
助
言
等
は
行
え
て
も
決
済
権
を
有
し
な
い
。
精
神
保
健
福
祉
業
務
に
関
し
て
は
，
担
当
保
健
師
や
統
括
保

健
師
で
あ
る
技
術
次
長
が
担
当
し
て
い
る
。
 

災
害
時
の
対
応
に
つ
い
て
は
，
保
健
福
祉
事
務
所
と
い
う
組
織
の
内
外
で
指
揮
命
令
系
統
が
つ
く
ら
れ
て
お
り
，
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
の
派
遣
や
組
織
の
再
編
等
に
つ
い
て
も
，
保
健
所
と
言
う
よ
り
保
健
福
祉
事
務
所
単
位
で
行
わ
れ
る
。
現
地
対
策
本
部

へ
の
参
加
は
，
所
長
，
副
所
長
が
出
席
す
る
。
ま
た
，
危
機
管
理
に
関
す
る
様
々
な
文
書
も
事
務
所
長
宛
と
な
る
。
公
衆
衛
生

業
務
を
企
画
・
実
践
・
評
価
し
て
い
く
保
健
所
長
の
役
割
が
は
っ
き
り
と
し
な
い
と
い
っ
た
印
象
が
あ
る
。
 

(2
) 
震
災
を
通
じ
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
 

1.
 
保
健
所
の
組
織
形
態
と
保
健
所
長
の
組
織
内
に
お
け
る
位
置
づ
け
 

保
健
所
の
業
務
は
，
地
域
保
健
法
に
定
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
人
口
動
態
統
計
・
地
域
保
健
に
関
す
る
各
種
統
計
，
栄
養
改

善
・
食
品
衛
生
，
環
境
衛
生
，
医
事
・
薬
事
，
公
共
医
療
事
業
，
保
健
（
母
子
，
老
人
，
歯
科
，
精
神
，
健
康
増
進
等
），

難

病
，
感
染
症
，
試
験
・
検
査
等
，
公
衆
衛
生
全
般
と
も
言
え
る
広
域
的
な
分
野
に
お
い
て
，
企
画
・
調
整
・
指
導
等
を
行
う
こ

と
に
な
っ
て
お
り
，
そ
の
た
め
，
保
健
所
長
は
公
衆
衛
生
の
専
門
家
と
し
て
の
医
師
で
あ
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
  

健
康
相
談
や
健
康
調
査
，
健
康
教
育
，
保
健
指
導
，
救
護
活
動
・
支
援
と
い
っ
た
医
療
技
術
者
と
し
て
の
業
務
は
，
災
害
時

等
健
康
危
機
管
理
の
上
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
も
の
の
，
甚
大
で
広
域
的
な
危
機
事
象
下
に
お
い
て
対
処
す
る
に
は
，
多
く
の

ス
タ
ッ
フ
が
必
要
と
な
り
，
保
健
所
長
あ
る
い
は
保
健
所
医
師
だ
け
で
は
対
応
不
能
で
あ
る
。
外
部
か
ら
の
多
く
の
技
術
支
援

者
等
を
活
用
し
，
必
要
な
部
署
・
業
務
に
対
し
，
人
と
組
織
，
情
報
を
割
り
当
て
，
全
体
の
進
捗
管
理
を
行
う
と
言
っ
た
，
い

わ
ゆ
る
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
機
能
が
不
可
欠
で
あ
る
。
 

広
域
的
な
自
然
災
害
等
，
地
域
住
民
の
健
康
危
機
管
理
を
必
要
と
す
る
際
に
は
，
保
健
所
は
地
域
に
お
け
る
重
要
な
保
健
医

療
機
関
で
あ
る
が
，
平
時
に
保
健
所
長
が
ス
タ
ッ
フ
的
ポ
ス
ト
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
組
織
体
制
で
，
迅
速
・
的
確
な
公
衆

衛
生
活
動
が
可
能
か
，
今
後
，
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
 

今
回
は
保
健
活
動
に
関
し
て
保
健
所
長
を
ラ
イ
ン
に
組
み
入
れ
た
臨
時
的
組
織
が
３
月
下
旬
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
，

災
害
時
の
危
機
管
理
は
避
難
所
や
仮
設
住
宅
等
の
住
民
の
生
活
及
び
心
身
の
健
康
状
態
の
把
握
，
感
染
症
や
食
中
毒
等
の
サ
ー

ベ
イ
ラ
ン
ス
，
管
内
医
療
機
関
の
被
害
状
況
・
稼
働
状
況
・
過
不
足
等
の
情
報
把
握
と
連
携
体
制
と
言
っ
た
現
状
評
価
，
食
中

毒
予
防
，
感
染
症
予
防
等
の
防
疫
活
動
や
生
活
環
境
の
衛
生
状
態
の
改
善
・
指
導
と
言
っ
た
実
践
活
動
，
医
療
・
保
健
・
福
祉
・
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て
活
動
を
行
っ
て
い
る
。
 

・
 
委
託
先
の
精
神
障
碍
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ロ
ン
Ｋ
Ａ
Ｉ
と
協
力
し
て
患
者
や
家
族
に
対
す
る
教
室
等
を
実
施
し
て
い
る
。 

・
 
役
場
職
員
や
介
護
分
野
等
の
職
員
に
対
し
て
，
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
研
修
等
精
神
保
健
に
係
る
研
修
を
実
施
し
て
い
る
。
 

・
 
地
域
住
民
の
心
の
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
知
識
，
ま
た
は
精
神
障
害
に
対
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
に
つ
い
て
は
，
地

域
住
民
と
も
連
携
し
な
が
ら
，
Ｐ
Ｒ
や
案
内
文
の
送
付
等
を
行
っ
て
い
る
。
 

(2
) 
組
織
育
成
 

・
 
従
来
か
ら
精
神
保
健
等
の
未
受
診
者
対
策
に
つ
い
て
は
，
市
町
村
で
行
わ
れ
て
お
り
，
患
者
会
や
作
業
所
の
立
ち
上
げ
，
運

営
支
援
等
に
つ
い
て
は
実
施
し
て
き
た
。
 

・
 
在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
と
し
て
，
生
活
訓
練
や
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
等
を
行
う
た
め
の
精
神
障
害
者
回
復
ク
ラ
ブ
（
つ
く

し
の
会
，
す
み
れ
会
，
ホ
ッ
と
す
る
会
等
）
，
精
神
障
害
者
自
助
グ
ル
ー
プ
の
育
成
支
援
や
参
加
，
啓
発
活
動
を
実
施
し
て

い
る
。
 

・
 
自
殺
の
背
景
に
あ
る
心
の
病
，
経
済
，
雇
用
，
家
庭
と
い
っ
た
様
々
な
多
岐
に
亘
る
課
題
に
つ
い
て
，
相
談
窓
口
の
設
置
箇

所
を
増
や
す
と
と
も
に
，
身
近
な
住
民
同
士
で
悩
み
を
聞
い
て
も
ら
う
た
め
の
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
（
研
修
会
や
講
演

会
等
実
施
）
と
活
動
「
サ
ロ
ン
・
さ
く
ら
」
の
支
援
を
行
っ
て
き
て
い
る
。
 

・
 
自
死
遺
族
の
会
，
子
を
亡
く
し
た
親
の
会
の
後
方
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
 

・
 
平
成
20
年
度
か
ら
，
高
次
脳
機
能
障
害
者
の
会
「
か
も
め
の
会
」
を
支
援
し
て
き
て
い
る
。
 

(3
) 
精
神
保
健
福
祉
相
談
 

・
 
市
内
の
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
相
談
が
多
い
こ
と
か
ら
，
日
頃
か
ら
保
健
所
と
は
連
携
を
と
り
な
が
ら
対
応
し
て
い
る
。 

・
 
常
勤
職
員
に
よ
る
電
話
・
面
接
相
談
，
常
勤
職
員
に
よ
る
家
庭
訪
問
に
よ
る
相
談
に
つ
い
て
は
，
日
常
的
に
実
施
し
て
お
り
，

相
談
時
に
概
ね
即
対
応
が
で
き
る
状
態
で
あ
る
。
 

・
 
そ
の
他
の
担
当
者
（
非
常
勤
職
員
等
）
に
よ
る
相
談
つ
い
て
は
，
相
談
が
あ
っ
た
と
き
に
概
ね
即
対
応
で
き
る
状
態
で
あ
る
。
 

(4
) 
社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

日
常
的
に
自
立
支
援
協
議
会
の
整
備
促
進
や
運
営
支
援
行
う
と
と
も
に
，
職
親
事
業
を
活
用
し
て
社
会
復
帰
，
自
立
，
社
会

参
加
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
 

(5
) 
訪
問
指
導
の
実
施
状
況
 

・
 
常
勤
職
員
に
よ
る
訪
問
指
導
に
つ
い
て
は
，
相
談
が
あ
っ
た
と
き
随
時
実
施
し
て
い
る
。
 

・
 
そ
の
他
，
精
神
科
医
等
，
非
常
勤
職
員
に
よ
る
訪
問
指
導
は
年
数
回
程
度
実
施
し
て
い
る
。
 

・
 
訪
問
指
導
件
数
全
体
の
う
ち
，
「
受
診
へ
の
働
き
か
け
」
，
「
担
当
職
員
に
よ
る
計
画
的
訪
問
等
」
が
そ
れ
ぞ
れ
半
数
ず
つ

の
割
合
で
あ
る
。
 

(6
) 
社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

・
 
自
立
支
援
協
議
会
は
実
施
し
て
い
る
も
の
の
，
精
神
障
害
者
部
会
は
2年

ほ
ど
開
催
し
て
い
な
い
。
 

・
 
保
健
所
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
，
委
員
と
し
て
策
定
に
関
与
，
資
料
・
情
報
の
提
供
，
助
言
・
指
導
を
受
け
て
い
る
が
，
保

健
所
と
の
連
携
の
程
度
は
小
さ
い
と
感
じ
て
い
る
。
 

・
 
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
周
知
の
た
め
，
病
院
等
と
連
携
に
関
し
て
は
，
ケ
ア
会
議
な
ど
を
活
用
し
て
行
っ
て
い
る
。 

・
 
自
立
支
援
事
業
所
へ
の
同
行
，
訪
問
，
相
談
，
家
族
支
援
等
で
社
会
復
帰
，
自
立
，
社
会
参
加
へ
の
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

な
お
，
市
町
村
と
し
て
デ
イ
ケ
ア
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

(7
) 
入
院
及
び
通
院
医
療
関
係
事
務
 

・
 
震
災
以
降
，
平
成
23
年
４
月
1日

～
９
月
30
日
市
町
村
長
が
保
護
者
と
な
っ
た
医
療
保
護
入
院
事
例
を
既
に
経
験
し
た
。
 

・
 
第
2期

障
害
福
祉
計
画
は
策
定
済
み
。
障
害
福
祉
計
画
へ
の
取
組
に
つ
い
て
，
保
健
所
か
ら
の
支
援
・
連
携
の
程
度
は
小
さ

い
と
回
答
。
 

(8
) 
そ
の
他
 

・
 
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
と
の
タ
イ
ア
ッ
プ
に
よ
る
心
の
相
談
会
，
弁
護
士
に
よ
る
無
料
法
律
相
談
，
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
，
保
険
年

金
課
，
納
税
課
，
保
護
課
，
介
護
保
険
課
，
商
工
観
光
課
，
学
校
教
育
課
，
福
祉
総
務
課
，
子
育
て
支
援
課
等
と
の
庁
内
連

携
を
も
と
に
し
た
生
活
支
援
，
携
帯
や
Ｐ
Ｃ
で
ア
ク
セ
ス
で
き
る
心
の
自
己
チ
ェ
ッ
ク
表
（
心
の
温
度
計
）
等
，
安
全
・
安

心
・
安
眠
で
心
の
安
定
が
図
ら
れ
る
よ
う
な
支
援
を
，
平
時
の
精
神
保
健
活
動
と
し
て
行
っ
て
い
る
。
 

 

3
7

２
．
宮
城
県
石
巻
市
 

 【
石
巻
市
の
概
要
】
 
 

 
宮
城
県
東
部
に
位
置
す
る
県
内
第
２
の
人
口
を
擁
す
る
市
。
明
治
時
代
か
ら
，
金
華
山
沖
漁
場
を
背
景
に
漁
業
の
ま
ち
と
し
て
栄

え
て
き
て
い
る
。
平
成

17
年
４
月
１
日
に
は
石
巻
市
，
河
北
町
，
雄
勝
町
，
河
南
町
，
桃
生
町
，
北
上
町
，
牡
鹿
町
の
石
巻
地
域
１

市
６
町
が
合
併
し
，
新
・
石
巻
市
と
し
て
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
。
 

表
１
 
管
内
の
概
況
（
人
口
は
平
成
22
年
10
月
１
日
現
在
）
 

管
内
人
口
 

16
1,
63
6（

人
）
 

高
齢
者
人
口
 

43
,1
76
 （

人
）
26
.7
%

精
神
保
健
福
祉
手
帳
保
持
者
 

52
4 

（
人
）
 

医
療
機
関
数
 

病
院
 
 
震
災
前

10
（
1,
71
4
床
）
 
震
災
後
７
 (
1,
34
8
床
) 

診
療
所
 
震
災
前

10
3（

23
2
床
）
 
震
災
後

92
（
21
6
床
）
 
 

精
神
科
病
院
 
 
（
病
院
数
）
 

震
災
前
 
２
病
院
（
44
3
床
）
 
 
 
震
災
後
 
〃
 
 

精
神
科
診
療
所
 

震
災
前
 
３
 
 
（
か
所
）
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 

震
災
前
 
９
 
 
 
 
震
災
後
 
７
 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

震
災
前
 
９
 
 
 
 
震
災
後
 
９
 

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業

所
等
 

あ
り
 

11
0
以
上
 
（
か
所
）
 

医
療
機
関
数
は
震
災
前
H2
3.
３
.1
0，

震
災
後
は
H2
3.
９
.1
1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

(1
) 

組
織
形
態
 

石
巻
市
の
組
織
形
態
と
し
て
，
石
巻
市
本
庁
舎
に
総
務
，
企
画
，
生
活
環
境
，
健
康
，
福
祉
，
産
業
，
建
設
の
7部

と
病
院
局

の
他
，
河
北
，
雄
勝
，
河
南
，
桃
生
，
北
上
，
牡
鹿
の
6つ

の
総
合
支
所
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
健
康
関
連
業
務
に
関
し
て
は
，

本
庁
舎
で
は
健
康
部
，総

合
支
所
で
は
保
健
福
祉
課
若
し
く
は
保
健
セ
ン
タ
ー
，
精
神
保
健
福
祉
業
務
に
関
し
て
は
障
害
福
祉
課
，

健
康
推
進
課
の
所
管
と
な
っ
て
い
る
。
病
院
局
に
は
石
巻
市
立
病
院
，
石
巻
市
立
雄
勝
病
院
，
石
巻
市
立
牡
鹿
病
院
の
3つ

の
病

院
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
 

(2
) 

常
勤
職
員
数
 

石
巻
市
に
お
け
る
常
勤
職
員
数
は
，
全
体
で
1,
79
9人

。
石
巻
市
立
病
院
を
有
し
て
い
る
た
め
，
医
師
36
人
，
そ
の
他
の
医
療

従
事
者
42
人
，
栄
養
士
15
人
の
他
，
保
健
師
44
人
，
事
務
職
員
1，

66
2人

と
な
っ
て
い
る
。
精
神
保
健
福
祉
業
務
に
関
す
る
職
員

と
し
て
は
，
保
健
師
が
(専

従
で
は
な
い
)５

人
で
従
事
し
，
精
神
保
健
福
祉
士
や
臨
床
心
理
技
術
者
は
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 【
地
域
の
被
害
状
況
】
 

 
石
巻
市
の
人
的
被
害
状
況
（
H2
2.
11
.１

現
在
）
は
死
者
3,
28
2人

，
行
方
不
明
者
66
9人

，
住
家
被
害
状
況
は
全
壊
19
,3
74
棟
，
半

壊
及
び
一
部
損
壊
14
,0
36
棟
で
，
何
ら
か
の
住
宅
被
害
は
33
,4
10
棟
と
世
帯
数
56
,8
57
世
帯
の
約
59
％
。
津
波
に
よ
る
浸
水
面
積
は

73
Km
2と

市
の
面
積
55
5.
8K
m2
の
13
%と

，
市
町
村
で
は
最
大
級
の
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
。
 

 【
平
時
に
お
け
る
石
巻
市
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

(1
) 
精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
 

 
精
神
保
健
福
祉
施
設
や
業
務
の
進
捗
状
況
等
に
つ
い
て
，
下
記
の
よ
う
な
項
目
に
つ
い
て
，
現
状
把
握
す
る
と
と
も
に
，
地
域
住

民
と
も
連
携
し
な
が
ら
広
報
・
啓
発
に
努
め
て
い
る
。
 

・
 
自
立
支
援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
施
設
リ
ス
ト
を
作
成
し
て
い
る
。
 

・
 
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
利
用
者
に
つ
い
て
は
，
約
1,
50
0人

(Ｈ
21
年
は
1,
72
0人

）
と
実
数
を
把
握
し
て
い
る
。
 

・
 
精
神
障
害
者
家
族
会
の
活
動
状
況
に
つ
い
て
は
，
家
族
会
が
今
年
度
は
活
動
休
止
状
態
で
あ
る
も
の
の
，
昨
年
ま
で
連
携
し
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4
0

・
 
多
く
の
関
係
機
関
・
団
体
の
支
援
チ
ー
ム
に
よ
る
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
が
大
変
だ
っ
た
。
最
高
10
チ
ー

ム
の
と
き
は
，
ど
こ
に
配
置
し
た
ら
い
い
か
，
他
の
業
務
も
あ
り
人
員
配
置
の
ス
タ
ッ
フ
不
足
を
感
じ
た
。
 

・
 
い
ろ
ん
な
職
種
が
県
を
通
さ
な
い
で
心
の
ケ
ア
を
し
た
い
と
の
問
い
合
わ
せ
が
殺
到
し
た
。
信
頼
が
お
け
る
団
体
な
の
か
ど

う
な
の
か
判
断
に
迷
っ
た
。
ど
こ
か
が
（
県
や
保
健
所
）
，
一
括
で
受
け
て
，
情
報
の
整
理
，
機
関
・
団
体
の
評
価
を
踏
ま

え
て
，
派
遣
し
て
く
れ
る
と
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
 

・
 
心
の
ケ
ア
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
よ
う
な
ノ
ウ
ハ
ウ
を
た
く
さ
ん
持
ち
合
わ
せ
，
現
場
に
柔
軟
に
対
応
し
て
く
れ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト

も
し
て
く
れ
る
専
門
職
が
ほ
し
か
っ
た
。
 

・
 
精
神
関
連
救
急
医
療
と
の
連
携
強
化
（
救
急
隊
，
医
療
機
関
等
）
の
必
要
性
。
 

・
 
身
体
科
医
療
チ
ー
ム
と
の
連
携
が
重
要
。
12
（
石
巻
市
内
）
の
エ
リ
ア
に
分
け
連
携
を
し
た
が
，
次
々
と
ス
タ
ッ
フ
が
変
わ

り
，
密
な
連
携
が
難
し
い
点
が
あ
っ
た
。
中
期
的
（
例
：
少
な
く
と
も
1週

間
単
位
）
で
の
派
遣
が
あ
る
と
良
か
っ
た
。
 

・
 
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
と
の
連
携
を
，
早
期
か
ら
立
ち
上
げ
ら
れ
る
と
良
か
っ
た
。
入
院
機
関
と
の
調
整
が
発
災
当

初
は
と
り
に
く
か
っ
た
。
ベ
ッ
ト
の
空
き
情
報
が
瞬
時
に
わ
か
り
受
け
入
れ
態
勢
が
確
認
で
き
る
シ
ス
テ
ム
が
ほ
し
い
。
 

・
 
国
の
プ
ラ
ン
の
迅
速
な
情
報
提
供
が
望
ま
れ
る
。
石
巻
市
へ
Ｐ
Ｓ
Ｗ
の
派
遣
要
請
を
行
っ
た
が
，
実
ら
な
か
っ
た
。
 

・
 
震
災
対
応
の
保
健
医
療
福
祉
の
連
携
の
検
討
会
が
必
要
（
平
時
の
連
携
を
十
分
に
す
る
こ
と
が
大
切
）
。
 

・
 
Ｐ
Ｓ
Ｗ
の
現
地
サ
ポ
ー
ト
支
援
な
ど
現
地
の
必
要
性
を
瞬
時
に
判
断
し
対
応
す
る
こ
と
を
求
め
た
い
（
最
低
１
～
４
週
間
隔

で
派
遣
が
ほ
し
か
っ
た
）
。
 

・
 
普
段
の
保
健
活
動
が
，
震
災
後
に
生
き
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
 

→
庁

内
連

携
（

困
難

事
例

に
つ

い
て

の
対

応
）
，

ハ
ロ

ー
ワ

ー
ク

と
の

タ
イ

ア
ッ

プ
で

心
の

相
談

会
開

催
 
 
 
 
 

住
民
組
織
（
自
主
グ
ル
ー
プ
含
む
）
に
よ
る
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
よ
る
仮
設
カ
フ
ェ
で
の
傾
聴
活
動
，
運
動
リ
ー
ダ
ー
に

よ
る
玄
米
ダ
ン
ベ
ル
体
操
の
実
施
，
遊
び
テ
ー
シ
ョ
ン
等
 

 【
ま
と
め
と
考
察
】
 

(1
) 
平
時
の
地
域
活
動
 

 
 
市
町
村
合
併
後
，
新
し
い
行
政
組
織
の
な
か
で
，
地
域
の
つ
な
が
り
を
い
か
に
構
築
･強

化
し
て
い
く
か
重
要
な
課
題
の
一
つ
で

あ
る
。
石
巻
市
に
お
い
て
は
，
本
庁
舎
の
他
に
６
つ
の
総
合
支
所
を
設
置
し
，
旧
７
自
治
体
の
地
域
性
を
生
か
し
た
行
政
対
応
を

行
っ
て
い
る
。
震
災
直
後
の
在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
等
に
つ
い
て
は
，
本
庁
，
総
合
支
所
そ
れ
ぞ
れ
が
発
災
後
２
～
３
日
と
，

行
政
組
織
も
被
害
を
受
け
た
中
で
，
比
較
的
早
期
に
活
動
が
成
さ
れ
て
お
り
，
地
域
住
民
に
近
い
行
政
組
織
の
存
在
が
有
益
だ
っ

た
と
思
わ
れ
た
。
 

 
 
多
く
の
自
治
体
で
は
，
保
健
師
の
分
散
配
置
に
よ
る
業
務
担
当
制
を
と
っ
て
い
る
が
，
避
難
所
や
仮
設
住
宅
と
い
う
空
間
の
中

で
，「

休
養
す
る
こ
と
」，
「
食
べ
る
こ
と
」，
「
排
泄
す
る
こ
と
」，
「
生
活
資
金
・
雇
用
確
保
」
な
ど
生
活
全
般
に
わ
た
る
支
援
が
必

要
と
な
っ
た
。
石
巻
市
に
お
い
て
は
，
自
殺
対
策
の
一
環
と
し
て
，
庁
舎
内
に
お
い
て
市
民
相
談
セ
ン
タ
ー
，
保
険
年
金
課
，
納

税
課
，
保
護
課
，
介
護
保
険
課
，
商
工
観
光
課
，
学
校
教
育
課
，
福
祉
総
務
課
，
子
育
て
支
援
課
等
と
の
庁
内
連
携
を
も
と
に
し

た
生
活
支
援
を
，
平
時
か
ら
行
っ
て
お
り
，
こ
れ
ら
の
庁
内
連
携
は
住
民
の
総
合
的
支
援
の
有
効
な
手
段
と
な
っ
た
。
 

ま
た
，
日
頃
か
ら
地
域
住
民
活
動
支
援
に
力
を
入
れ
て
お
り
，
庁
舎
の
市
民
活
動
ル
ー
ム
の
開
放
や
地
域
住
民
と
協
働
し
た
普

及
啓
発
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
養
成
等
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
，
地
域
住
民
同
士
の
つ
な
が
り
が
地
域
精
神
保
健
福
祉
活
動
の

基
本
と
な
る
こ
と
か
ら
，
心
だ
け
で
は
な
く
，
体
や
生
活
支
援
と
連
携
し
た
地
域
活
動
は
，
災
害
等
の
危
機
時
に
と
っ
て
も
，
非

常
に
大
切
な
取
り
組
み
だ
と
思
わ
れ
た
。
 

(2
) 
平
時
の
地
域
精
神
保
健
福
祉
活
動
 

石
巻
市
に
お
い
て
は
，
自
立
支
援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
施
設
リ
ス
ト
の
作
成
や
，
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）

利
用
者
の
把
握
，
精
神
障
碍
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ロ
ン
Ｋ
Ａ
Ｉ
と
協
力
し
て
，
患
者
や
家
族
に
対
す
る
教
室
等
の
実
施
，
Ｐ
Ｒ

や
案
内
文
の
送
付
，
精
神
障
害
者
自
助
グ
ル
ー
プ
の
育
成
支
援
や
参
加
，
啓
発
活
動
，
家
族
会
の
後
方
支
援
，
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
活
動
「
サ
ロ
ン
・
さ
く
ら
」
の
養
成
（
研
修
会
や
講
演
会
等
実
施
）
，
自
死
遺
族
の
会
，
子
を
亡
く
し
た
親
の
会
の
支
援
，
高

次
脳
機
能
障
害
者
の
会
「
か
も
め
の
会
」
等
を
行
っ
て
お
り
，
今
回
の
災
害
後
の
在
宅
精
神
障
害
者
の
状
況
把
握
と
支
援
，
心
の

ケ
ア
体
制
の
構
築
へ
の
地
域
の
支
え
等
，
貴
重
な
資
源
と
な
っ
た
。
 

ま
た
，
平
成
９
年
の
地
域
保
健
法
施
行
以
降
，
保
健
所
と
市
町
村
の
役
割
分
担
が
進
み
，
事
業
を
通
じ
て
の
連
携
の
機
会
が
少

 

3
9

 【
平
時
に
お
け
る
保
健
所
と
の
連
携
】
 

 
保
健
所
と
市
町
村
に
お
け
る
，
平
時
の
連
携
体
制
に
関
し
て
は
自
立
支
援
協
議
会
へ
の
参
加
，
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
，

危
機
介
入
相
談
，
組
織
育
成
，
職
員
の
研
修
，
普
及
啓
発
，
事
例
検
討
会
，
自
殺
対
策
に
つ
い
て
は
随
時
の
連
携
，
福
祉
事
務
所
へ

の
支
援
，
教
育
委
員
会
へ
の
支
援
は
連
携
無
し
で
あ
っ
た
。
石
巻
市
内
に
お
い
て
は
，
住
民
等
か
ら
の
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
相

談
が
多
い
こ
と
か
ら
，
日
常
業
務
と
し
て
相
談
対
応
が
随
時
行
わ
れ
て
い
る
。
必
要
時
，
随
時
連
携
を
図
り
な
が
ら
行
っ
て
い
る
。
 

 【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

災
害
後
，
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
，
発
災
２
日
目
か
ら
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
等
，
外
部
支
援
医
療
救
助
隊
活
動
に

関
す
る
補
助
業
務
や
，
受
け
入
れ
体
制
の
連
絡
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
精
神
保
健
分
野
に
お
け
る
，
主
な
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て

は
下
記
の
通
り
。
 

(1
) 
医
療
確
保
に
関
す
る
連
絡
調
整
 

・
 
発
災
２
日
目
～
３
日
目
か
ら
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
等
，
外
部
支
援
医
療
救
助
隊
活
動
に
つ
い
て
補
助
業
務
や
，
受
け
入
れ
態

勢
の
連
絡
調
整
を
行
っ
た
。
 

・
 
精
神
科
医
療
機
関
の
被
災
状
況
・
稼
働
状
況
・
患
者
受
け
入
れ
状
況
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
 

・
 
保
健
所
と
連
携
し
て
近
接
す
る
地
域
の
病
院
や
診
療
所
の
稼
働
状
況
，
医
療
ニ
ー
ズ
や
，
福
祉
関
連
施
設
の
状
況
に
つ
い
て

に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
 

・
 
緊
急
医
療
物
資
の
過
不
足
や
追
加
支
援
の
必
要
性
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
 

・
 
精
神
科
救
急
患
者
（
措
置
診
察
対
象
者
以
外
で
も
重
篤
な
精
神
障
害
や
身
体
合
併
症
を
有
す
る
事
例
等
，
緊
急
の
診
察
と
思

わ
れ
る
事
例
）
の
診
察
に
つ
い
て
，
医
療
機
関
と
の
情
報
連
絡
を
行
っ
た
。
 
 
 

(2
) 
在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
 

・
 
精
神
障
害
者
の
安
否
確
認
に
つ
い
て
は
，
浸
水
の
た
め
本
庁
は
３
日
目
か
ら
，
総
合
支
所
は
２
～
３
日
目
か
ら
行
っ
た
。
 

・
 
精
神
障
害
者
の
服
薬
継
続
や
生
活
支
援
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
の
連
携
調
整
を
実
施
し
た
。
 

・
 
精
神
障
害
者
→
要
援
護
者
の
連
絡
先
台
帳
に
つ
い
て
は
，
福
祉
総
務
課
に
お
い
て
要
援
護
者
支
援
台
帳
と
そ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ

プ
を
作
成
し
て
い
た
が
，
庁
内
で
情
報
共
有
で
き
る
よ
う
検
討
中
だ
っ
た
。
 

(3
) 
情
報
提
供
・
相
談
体
制
 

・
 
精
神
障
害
者
や
心
の
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
住
民
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
，
電
話
や
医
療
機
関
を
訪
問
し
，
医
療
関
係
者

へ
提
供
，
あ
る
い
は
相
談
対
応
し
た
。
 

・
 
保
健
所
か
ら
の
支
援
に
つ
い
て
は
，
心
の
ケ
ア
の
打
ち
合
わ
せ
，
会
議
，
情
報
提
供
，
心
の
ケ
ア
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
が
あ
げ

ら
れ
た
。
 

(4
) 
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
 

・
 
心
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
，
発
災
３
日
以
降
，
石
巻
市
の
保
健
師
や
看
護
師
が
担
当
し
て
，
医
療
機
関
，
県
外
か
ら
の
応
援
部

隊
，
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
，
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
，
相
談
支
援
事
業
所
等
と
連
携
し

な
が
ら
，
対
応
し
た
（
図
：
資
料
１
「
仮
設
住
宅
に
お
け
る
支
援
体
制
」）
。
 

・
 
優
先
度
の
決
定
と
効
率
的
事
業
運
営
等
の
た
め
，
平
成
24
年
度
に
健
康
増
進
計
画
の
中
間
評
価
を
予
定
し
，
震
災
後
に
対
応

で
き
る
計
画
に
見
直
す
予
定
。
そ
の
な
か
で
，
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
業
務
計
画
も
作
成
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
 

・
 
ア
ル
コ
ー
ル
依
存
症
，
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
へ
の
対
応
と
し
て
，
日
本
Ａ
Ｓ
Ｗ
協
会
の
Ａ
Ｓ
Ｗ
（
Al
co
ho
l 
So
ci
al
 W
or
k）

の
チ
ー
ム
が
市
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
と
し
て
ア
ウ
ト
リ
ー
チ
及
び
事
例
検
討
等
の
支
援
を
し
て
い
る
。
 

・
 
こ
ど
も
の
心
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
，
実
態
把
握
と
支
援
活
動
の
強
化
と
し
て
，
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
，
ス
ク
ー
ル
ソ
ー

シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
配
置
，
国
府
台
病
院
，
宮
城
県
こ
ど
も
総
合
セ
ン
タ
ー
等
の
医
療
専
門
家
に
よ
る
巡
回
相
談
・
支
援
体

制
の
整
備
，
幼
・
小
・
中
・
高
教
員
等
を
対
象
と
し
た
研
修
会
，
教
育
委
員
会
の
各
校
へ
の
巡
回
相
談
→
医
療
専
門
家
へ
の

つ
な
ぎ
，
保
護
者
向
け
講
演
会
，
保
育
所
へ
の
発
達
相
談
員
・
医
師
に
よ
る
巡
回
相
談
，
ミ
ニ
講
話
等
を
行
っ
て
い
る
。
 

・
 
市
職
員
・
消
防
署
職
員
に
対
し
て
は
，
幹
部
職
員
や
市
職
員
へ
の
講
話
，
全
職
員
を
対
象
と
し
た
健
康
調
査
（
心
の
身
体
の

自
己
チ
ェ
ッ
ク
），

個
別
面
談
の
実
施
等
。
 

(5
) 
全
体
を
通
じ
た
担
当
保
健
師
の
自
由
意
見
等
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【
参
考
文
献
等
】
 

１
．
 東

部
保
健
福
祉
事
務
所
管
内
の
保
健
福
祉
統
計
資
料
集
，
平
成
23
年
1１

月
，
宮
城
県
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
 

２
．
 石
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統
計
書
，
 

ht
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:/
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no
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ki
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．
 宮

城
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
，
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:/
/w
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.p
re
f.
mi
ya
gi
.j
p/
et
-h
c/
 

４
．
 石

巻
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
，
ht
tp
:/
/w
ww
.c
it
y.
is
hi
no
ma
ki
.l
g.
jp
/i
nd
ex
.j
sp
 

 【
協
力
者
】
 
 

沓
沢
は
つ
子
（
保
健
師
）
 宮
城
県
石
巻
市
健
康
部
健
康
推
進
課
技
術
課
長
補
佐
 
 

 

4
1

な
く
な
っ
て
き
て
い
る
が
，
精
神
保
健
福
祉
相
談
と
い
っ
た
事
例
対
応
や
普
及
･啓

発
活
動
等
を
通
じ
て
，
保
健
所
と
市
の
担
当
職

員
と
顔
の
見
え
る
関
係
が
確
保
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
，
災
害
後
の
対
応
に
有
益
だ
っ
た
。
 

(3
) 
保
健
師
等
の
人
的
資
源
 

医
療
の
確
保
の
み
な
ら
ず
，
食
事
，
休
養
，
運
動
，
排
泄
，
廃
棄
物
や
飲
料
水
確
保
等
生
活
衛
生
環
境
確
保
，
居
宅
や
雇
用
の

確
保
等
の
生
活
支
援
と
い
っ
た
公
衆
衛
生
全
般
に
わ
た
る
対
応
が
，
地
域
精
神
保
健
と
無
縁
で
は
な
く
，
む
し
ろ
密
接
に
関
係
し

て
い
る
。
地
域
ご
と
に
，
母
子
保
健
か
ら
高
齢
者
保
健
ま
で
を
経
験
す
る
と
と
も
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
通
じ
て
培
っ
て
き
た

保
健
医
療
機
関
や
従
事
者
，地

域
住
民
等
と
の
パ
イ
プ
と
経
験
は
，地

区
担
当
制
時
代
の
中
堅
以
上
の
保
健
師
が
有
し
て
い
た
が
，

分
散
配
置
後
に
採
用
さ
れ
た
業
務
担
当
制
の
保
健
師
の
ス
キ
ル
の
差
が
見
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
連
携
，
経
験
や
人
的
財
産
等
を
い

か
に
，
若
手
の
保
健
師
に
継
承
し
て
い
く
か
は
，
課
題
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
た
。
 

(4
) 
公
衆
衛
生
分
野
に
お
け
る
調
整
機
関
の
存
在
 

広
域
的
な
自
然
災
害
へ
の
対
応
と
し
て
，
医
療
の
確
保
に
関
し
て
は
，
宮
城
県
内
に
お
い
て
石
巻
赤
十
字
病
院
等
１
４
の
災
害

拠
点
病
院
を
指
定
す
る
と
と
も
に
，
医
療
確
保
の
調
整
役
と
し
て
，
11
人
の
医
師
に
「
宮
城
県
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
」

が
委
嘱
さ
れ
て
い
る
。
石
巻
地
域
に
お
い
て
は
，
石
巻
赤
十
字
病
院
の
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
を
調
整
役
と
し
て
，
地
域

住
民
の
健
康
危
機
管
理
が
実
施
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
，
今
回
も
地
域
内
医
療
機
関
の
情
報
収
集
や
医
療
連
携
の
調
整
，
外

部
支
援
団
体
と
連
絡
調
整
等
，
そ
の
機
能
が
発
揮
さ
れ
た
。
 

市
と
し
て
も
災
害
医
療
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
連
携
し
て
医
療
の
確
保
等
，
公
衆
衛
生
活
動
を
勧
め
る
上
で
有
益
だ
っ
た
。
た
だ

し
，
さ
ら
に
災
害
時
の
危
機
管
理
は
避
難
所
や
仮
設
住
宅
等
の
住
民
の
生
活
及
び
心
身
の
健
康
状
態
の
把
握
，
感
染
症
や
食
中
毒

等
の
サ
ー
ベ
イ
ラ
ン
ス
，
管
内
医
療
機
関
の
被
害
状
況
・
稼
働
状
況
・
過
不
足
等
の
情
報
把
握
と
連
携
体
制
と
言
っ
た
現
状
評
価
，

食
中
毒
予
防
，
感
染
症
予
防
等
の
防
疫
活
動
や
生
活
環
境
の
衛
生
状
態
の
改
善
・
指
導
と
言
っ
た
実
践
活
動
，
医
療
・
保
健
・
福

祉
・
環
境
全
体
の
横
の
連
携
・
調
整
と
言
っ
た
マ
ネ
ー
ジ
メ
ン
ト
業
務
が
連
動
す
る
必
要
が
あ
る
が
，
そ
の
中
核
的
役
割
を
担
う

と
思
わ
れ
る
公
衆
衛
生
分
野
に
お
け
る
調
整
機
関
の
存
在
を
求
め
る
声
も
大
き
か
っ
た
。
 

心
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
，
発
災
直
後
か
ら
の
精
神
科
救
急
に
対
応
す
る
た
め
に
支
援
に
訪
れ
た
多
く
の
外
部
の
心
の
ケ
ア
チ
ー

ム
の
質
の
評
価
と
必
要
な
箇
所
へ
の
配
置
，
体
と
心
の
健
康
に
関
す
る
連
絡
調
整
の
場
の
設
置
，
地
域
の
精
神
保
健
福
祉
医
療
に

関
す
る
情
報
の
収
集
と
解
析
･提

供
，
慢
性
期
以
降
地
域
住
民
と
相
談
窓
口
対
対
応
の
設
置
と
広
報
，
医
療
機
関
，
精
神
科
医
療
機

関
と
の
連
携
体
制
等
，
市
町
村
単
位
で
は
対
応
が
難
し
い
課
題
調
整
の
場
の
設
置
が
望
ま
れ
る
。
 

(5
) 
関
係
機
関
・
団
体
等
と
の
連
携
 

 
 
日
頃
か
ら
，
管
内
市
町
は
保
健
所
や
精
神
科
医
療
機
関
等
と
業
務
を
通
じ
て
連
携
し
て
お
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
が
，
平
成
９
年

の
地
域
保
健
法
施
行
以
降
，
効
率
的
業
務
形
態
や
行
財
政
改
革
の
推
進
の
結
果
，
市
町
と
保
健
所
が
協
働
で
，
地
域
精
神
保
健
福

祉
活
動
に
従
事
す
る
こ
と
が
少
な
く
な
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
，
精
神
障
害
者
の
医
療
と
と
も
に
，
地
域
生
活
支
援
，
心
の
ケ
ア

と
い
っ
た
幅
広
い
，
地
域
精
神
保
健
福
祉
対
策
は
，
保
健
所
や
市
町
村
，
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
い
っ
た
行
政
機
関
は
も
ち

ろ
ん
，
自
立
支
援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
所
，
家
族
，
当
事
者
，
地
域
住
民
が
，
協
働
で
お
こ
な
っ
て
い
く
も
の
と

し
て
地
域
の
な
か
で
位
置
づ
け
る
必
要
が
あ
る
。
 

そ
の
た
め
に
も
，
地
域
に
お
い
て
は
相
談
し
や
す
い
窓
口
の
設
置
と
拡
大
，
住
民
へ
の
周
知
，
相
談
窓
口
職
員
の
資
質
の
維
持
・

向
上
，
地
域
住
民
へ
の
普
及
・
啓
発
，
相
談
窓
口
へ
繋
い
で
く
れ
る
地
域
の
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
づ
く
り
，
身
体
の
不
調
を
訴
え
て
受

診
す
る
一
般
診
療
医
療
機
関
へ
の
普
及
・
啓
発
と
い
っ
た
市
町
村
が
得
意
と
す
る
分
野
と
，
一
般
診
療
科
か
ら
必
要
に
応
じ
て
精

神
科
医
療
機
関
へ
の
紹
介
シ
ス
テ
ム
の
整
備
等
，
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
協
力
を
得
て
，
地
域
の
医
師
会
，
精
神
科
医
会
，

精
神
保
健
福
祉
士
会
，
臨
床
心
理
士
会
，
看
護
協
会
等
の
協
力
を
得
て
，
地
域
全
体
で
心
の
ケ
ア
を
す
す
め
る
体
制
づ
く
り
に
力

を
発
揮
で
き
る
保
健
所
が
協
働
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 

担
当
保
健
師
の
意
見
に
も
あ
っ
た
よ
う
に
，
日
頃
か
ら
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
を
，
業
務
を
通
じ
て
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

 【
資
料
】
 

１
．
仮
設
住
宅
に
お
け
る
支
援
体
制
 

２
．
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
「
ひ
と
り
で
悩
ま
な
い
で
誰
か
に
相
談
し
て
み
ま
せ
ん
か
？
」
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4
4

３
．
宮
城
県
女
川
町
 

 【
女
川
町
の
概
要
】
 
 

日
本
有
数
の
漁
港
で
あ
る
女
川
漁
港
が
あ
る
ほ
か
，
南
の
石
巻
市
と
の
境
界
地
域
に
女
川
原
子
力
発
電
所
が
立
地
す
る
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
。
市
町
村
合
併
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
 

 

 
表
１
 
町
内
の
概
況
（
人
口
は
平
成
22
年
３
月
末
日
現
在
）
 

管
内
人
口
 

10
,2
32
（
人
）
 

高
齢
者
人
口
 

3,
44
9 
（
人
）
33
.7
%

精
神
保
健
福
祉
手
帳
保
持
者
 

26
 
（
人
）
 

医
療
機
関
数
 

病
院
 
 
震
災
前
１
（
98

床
）
 
震
災
後
０
 (
０
床
) 

診
療
所
 
震
災
前
３
（
 ０

床
）
 
震
災
後
１
（
19

床
）
 
 

精
神
科
病
院
 
 
（
病
院
数
）
 

震
災
前
 
０
 
 
 
病
院
（
０
床
）
 
 
 
 
 

精
神
科
診
療
所
 

震
災
前
 
０
 
 
（
か
所
）
 

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
 

震
災
前
 
１
 
 
 
 
震
災
後
 
１
 

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
 

震
災
前
 
１
 
 
 
 
震
災
後
 
１
 

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業

所
等
 

あ
り
 

６
 
（
か
所
）
 

医
療
機
関
数
は
震
災
前
H2
3.
３
.1
0，

震
災
後
は
H2
3.
10
.１

 

（
保
健
福
祉
統
計
資
料
：
東
部
保
健
福
祉
事
務
所
）
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

(1
) 
組
織
形
態
 

女
川
町
の
組
織
形
態
と
し
て
は
，
総
務
課
，
町
民
課
，
健
康
福
祉
課
等
９
課
か
ら
な
っ
て
お
り
，
心
の
健
康
や
精
神
保
健
福
祉

対
策
は
，
主
に
健
康
福
祉
課
で
行
っ
て
い
る
。
 

(2
) 
常
勤
職
員
数
 

女
川
町
の
常
勤
職
員
数
は
，
平
成
23
年
10
月
１
日
現
在
，
保
健
師
５
人
，
栄
養
士
１
人
，
事
務
職
員
16
0人

で
あ
る
。
精
神
保

健
福
祉
業
務
に
関
す
る
職
員
と
し
て
は
，
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
が
保
健
師
等
で
対
応
し
て
い
る
。
精
神
保
健
福
祉
士
は
保

健
師
が
兼
ね
て
お
り
，
独
立
し
て
い
な
い
。
臨
床
心
理
技
術
者
は
配
置
さ
れ
て
い
な
い
。
 

 【
地
域
及
の
被
害
状
況
】
 

女
川
町
の
人
的
被
害
状
況
（
H2
3.
８
.１

現
在
）
は
死
者
70
5(
含
：
死
亡
認
定
者
)人

，
行
方
不
明
者
12
7（

含
：
確
認
不
能
者
）
人
，

住
家
被
害
状
況
は
全
壊
2,
93
9棟

，
半
壊
及
び
一
部
損
壊
78
5棟

で
，
何
ら
か
の
住
宅
被
害
は
3,
72
4棟

と
住
宅
数
4,
56
8棟

の
約
82
％

と
甚
大
な
被
害
を
こ
う
む
っ
た
。
 

 【
平
時
に
お
け
る
女
川
町
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

(1
) 
精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
・
普
及
啓
発
 

精
神
保
健
福
祉
施
設
や
業
務
の
進
捗
状
況
等
に
つ
い
て
，
下
記
の
よ
う
な
項
目
に
つ
い
て
，
現
状
把
握
す
る
と
と
も
に
，
地
域

住
民
と
も
連
携
し
な
が
ら
広
報
・
啓
発
に
努
め
て
い
る
。
 

・
 
自
立
支
援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
等
の
施
設
リ
ス
ト
，
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
利
用
者
に
つ
い
て
は
，
利
用

者
台
帳
を
作
成
し
把
握
し
て
い
る
。
 

・
 
地
域
住
民
の
心
の
健
康
づ
く
り
に
関
す
る
知
識
，
ま
た
は
精
神
障
害
に
対
す
る
正
し
い
知
識
の
普
及
啓
発
に
つ
い
て
は
，
精

神
保
健
講
演
会
や
自
殺
対
策
事
業
の
一
環
と
し
て
，
精
神
保
健
講
演
会
や
自
殺
予
防
講
演
会
を
行
っ
て
い
る
。
 

(2
) 
組
織
育
成
 

 

4
3

資
料
 

１
．
仮
設
住
宅
に
お
け
る
支
援
体
制
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4
6

重
症
例

軽
症
例

軽
度

例 地
域

（
家

族
・
同

僚
等

）
の
支

え
合

い

一
般

診
療

地
域

の
支

え
合
い

一
般
診

療

精
神

科
診

療

地
域

や
職

場
に
お

け
る

支
え
合

い
サ
ロ

ン
活

動
，
語
ら

い
の

場
（
お
茶
っ
こ

会
）

日
常

活
動

の
工
夫
，

健
康

相
談
，
語
ら
い

通
常

の
保

健
・
医
療

活
動

で
の
配
慮
等

専
門
家

と
地

域
の

協
働

サ
ロ
ン
活
動

，
語

ら
い
の
場

（
お

茶
っ

こ
会

）
健
康
教
室
、

各
種

研
修
（
人

材
育

成
）

傾
聴
ボ
ラ
ン

テ
ィ

ア
等
と
の

連
携

等
訪
問
（
こ
こ

ろ
と

身
体
の
ｹｱ
ｽ
ﾀｯ
ﾌ
:支

援
者
）

こ
こ
ろ
と
身

体
の

ｹｱ
ｽ
ﾀｯ
ﾌ
→
総
合

医
：

町
立

病
院

専
門
家

・
行
政

主
体

ハ
イ
リ
ス

ク
者
ケ
ア

訪
問
（
こ

こ
ろ
と
身
体
の
ｹｱ
ｽ
ﾀｯ
ﾌ
:支

援
者

）
医
療
連
携

体
制

（
こ
こ
ろ

と
身
体
の
ｹｱ
ｽﾀ
ｯﾌ
→

総
合
医
：
町

立
病

院
）

（
Ｇ
－
Ｐ

ネ
ッ
ト
：
総
合
医

：
町
立
病
院
→

精
神

科
医
）

大
塚

耕
太

郎
先

生
（
岩

手
医
大

）
資

料
宇

田
改

編

図
1：

女
川

町
に
お
け
る
こ
こ
ろ
の

ケ
ア
の

対
象

者
と
対

応
の

基
本

的
な
考
え
方

 

・
 
ま
た
，
優
先
度
の
決
定
と
効
率
的
事
業
運
営
等
の
た
め
，
同
時
期
，
心
の
ケ
ア
を
含
め
15
項
目
か
ら
な
る
短
期
工
程
表
を
作

成
し
，
進
捗
状
況
の
評
価
と
今
後
の
事
業
計
画
に
つ
い
て
の
参
考
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
目
標
と
し
て
は
，
1)
親
を
失
っ
た

子
ど
も
へ
の
対
応
と
し
て
，
親
戚
や
里
親
な
ど
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
環
境
の
提
供
と
心
の
ケ
ア
，
2)
全
て
の
住
民
へ
の
対
応

と
し
て
，
自
分
の
気
持
ち
を
話
せ
る
環
境
が
あ
る
，
地
域
や
職
場
で
身
体
を
動
か
し
，
楽
し
む
こ
と
の
で
き
る
地
域
環
境
が

あ
る
，
リ
ス
ク
の
高
い
住
民
に
早
期
に
気
づ
き
・
支
援
で
き
る
地
域
環
境
が
あ
る
，
地
域
や
職
場
で
ケ
ア
が
必
要
な
人
が
休

み
・
ケ
ア
を
受
け
ら
れ
る
環
境
が
あ
る
，
治
療
が
必
要
な
住
民
が
気
に
す
る
こ
と
な
く
治
療
を
開
始
・
継
続
で
き
る
環
境
が

あ
る
等
を
掲
げ
て
い
る
。
 

・
 
ま
た
具
体
的
取
り
組
み
と
し
て
，
①
地
域
連
携
体
制
と
関
係
機
関
・
団
体
の
役
割
，
②
人
材
育
成
，
③
子
供
の
メ
ン
タ
ル
ケ

ア
，
④
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
，
⑤
高
齢
者
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
を
掲
げ
，
取
り
組
み
を
進
め
て
い
る
。
①
地
域
連
携
体
制
と

関
係
機
関
・
団
体
の
役
割
と
し
て
は
，
心
の
ケ
ア
支
援
体
制
の
確
立
，
各
支
援
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
，
心

の
ケ
ア
支
援
者
支
援
，
②
人
材
育
成
に
関
し
て
は
，
(1
)傾

聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
（
聴
き
上
手
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
の
育
成
，
(2
)

心
の
ケ
ア
ス
タ
ッ
フ
（
町
内
看
護
師
，
介
護
支
援
専
門
員
，
介
護
員
，
リ
ハ
ビ
リ
ス
タ
ッ
フ
）
養
成
，
(3
)心

と
か
ら
だ
の

専
門
員
（
こ
こ
か
ら
専
門
員
）
の
養
成
，
既
存
キ
ー
パ
ー
ソ
ン
の
資
質
の
向
上
を
主
な
取
り
組
み
と
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら

専
門
員
，
心
の
ケ
ア
ス
タ
ッ
フ
の
養
成
に
は
，
外
部
支
援
団
体
と
女
川
町
立
病
院
の
医
師
の
協
力
を
得
て
行
っ
た
。
聴
き
上

手
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
に
関
し
て
は
，
地
域
住
民
を
対
象
と
し
て
募
集
し
，
約
２
０
人
の
町
民
が
４
回
シ
リ
ー
ズ
の
研
修

を
受
け
，
現
在
も
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ
プ
研
修
を
行
っ
て
い
る
。
 

・
 
心
の
ケ
ア
支
援
体
制
の
確
立
，
各
支
援
団
体
と
の
連
携
に
よ
る
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
，
女
川
町
に
お
い
て
は
，
心
と
か

ら
だ
と
暮
ら
し
の
健
康
相
談
セ
ン
タ
ー
を
設
置
し
対
応
す
る
こ
と
と
し
，
育
成
し
た
人
材
を
活
用
し
て
，
現
在
稼
働
し
て
い

る
（
図
２
：
女
川
町
心
と
か
ら
だ
の
ケ
ア
体
制
図
）。

今
後
人
手
の
確
保
と
増
員
が
必
要
と
な
っ
て
い
る
。
 

 

 

4
5

・
 
精
神
障
害
者
の
自
主
グ
ル
ー
プ
や
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
育
成
支
援
を
行
っ
て
い
る
。
 

(3
) 
精
神
保
健
福
祉
相
談
 

・
 
常
勤
（
非
常
勤
）
職
員
に
よ
る
電
話
・
面
接
相
談
，
家
庭
訪
問
に
よ
る
相
談
・
指
導
に
つ
い
て
は
，
日
常
的
に
実
施
し
て
お

り
，
相
談
時
に
概
ね
即
対
応
が
で
き
る
状
態
で
あ
る
。
 

・
 
定
期
的
に
実
施
し
て
い
る
専
門
相
談
と
し
て
は
，
精
神
保
健
相
談
を
女
川
町
の
会
場
で
年
3回

，
ア
ル
コ
ー
ル
相
談
，
ひ
き
 
 
 

こ
も
り
相
談
を
石
巻
保
健
所
で
年
３
回
実
施
し
て
い
る
。
 

(4
) 
訪
問
指
導
の
実
施
状
況
 

・
 
訪
問
指
導
件
数
全
体
の
う
ち
，
「
受
診
へ
の
働
き
か
け
」
，
「
担
当
職
員
に
よ
る
計
画
的
訪
問
等
」
が
そ
れ
ぞ
れ
半
数
ず
つ

の
割
合
で
あ
る
。
 

(5
) 
社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

・
 
自
立
支
援
協
議
会
は
石
巻
圏
域
（
石
巻
市
，
東
松
島
市
，
女
川
町
）
で
設
置
さ
れ
て
い
る
が
，
精
神
障
害
者
部
会
は
未
設
置
。

保
健
所
か
ら
は
情
報
提
供
を
受
け
て
い
る
。
 

・
 
精
神
障
害
者
へ
の
在
宅
支
援
対
策
と
し
て
，
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
サ
ロ
ン
の
設
置
，
タ
ク
シ
ー
券
，
ガ
ソ
リ
ン
代
の
助
成
を
行

っ
て
い
る
。
な
お
，
町
自
体
で
デ
イ
ケ
ア
は
行
っ
て
い
な
い
。
 

(6
) 
入
院
及
び
通
院
医
療
関
係
事
務
 

・
 
第
２
期
障
害
福
祉
計
画
は
策
定
済
み
。
保
健
所
か
ら
は
資
料
・
情
報
の
提
供
を
受
け
て
い
る
。
 

 

【
平
時
に
お
け
る
保
健
所
と
の
連
携
】
 

 
保
健
所
と
市
町
村
に
お
け
る
平
時
の
連
携
体
制
に
関
し
て
は
，
自
立
支
援
協
議
会
へ
の
参
加
，
市
町
村
障
害
福
祉
計
画
の
策
定
，

危
機
介
入
相
談
，
組
織
育
成
，
職
員
の
研
修
，
普
及
啓
発
，
事
例
検
討
会
，
自
殺
対
策
，
福
祉
事
務
所
へ
の
支
援
，
教
育
委
員
会
へ

の
支
援
に
つ
い
て
は
随
時
の
連
携
状
況
で
あ
っ
た
。
 

 【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

甚
大
な
被
害
の
後
，
発
災
3日

目
以
降
約
6ヶ

月
間
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
等
，
外
部
支
援
医
療
救
助
隊
活
動
に
関
す
る
補
助
業
務
や
，

受
け
入
れ
体
制
の
連
絡
調
整
を
行
っ
て
い
る
。
精
神
保
健
分
野
に
お
け
る
，
主
な
取
り
組
み
状
況
に
つ
い
て
は
下
記
の
通
り
。
 

(1
) 
医
療
確
保
に
関
す
る
連
絡
調
整
 

・
 
精
神
科
医
療
機
関
の
被
災
状
況
・
稼
働
状
況
・
患
者
受
け
入
れ
状
況
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。
 

・
 
近
接
す
る
地
域
の
病
院
や
診
療
所
の
稼
働
状
況
，
医
療
ニ
ー
ズ
や
，
福
祉
関
連
施
設
の
状
況
に
つ
い
て
情
報
収
集
を
行
っ
た
。 

・
 
精
神
科
救
急
患
者
（
措
置
診
察
対
象
者
以
外
で
も
重
篤
な
精
神
障
害
や
身
体
合
併
症
を
有
す
る
事
例
等
，
緊
急
の
診
察
と
思

わ
れ
る
事
例
）
の
診
察
に
つ
い
て
，
医
療
機
関
と
の
情
報
連
絡
を
行
っ
た
。
 
 
 

(2
) 
在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
 

・
 
精
神
障
害
者
の
安
否
確
認
に
つ
い
て
は
自
立
支
援
医
療
受
給
者
台
帳
を
も
と
に
，
発
災
３
日
目
か
ら
行
い
，
精
神
障
害
者
の

服
薬
継
続
や
生
活
支
援
に
つ
い
て
関
係
機
関
と
の
連
携
調
整
を
実
施
し
た
。
 

(3
) 
情
報
提
供
・
相
談
体
制
 

・
 
精
神
障
害
者
や
心
の
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
住
民
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
は
，
避
難
所
巡
回
相
談
や
訪
問
に
よ
る
対
応
が
主

で
あ
っ
た
。
 

・
 
保
健
所
か
ら
の
支
援
に
つ
い
て
は
，
心
の
ケ
ア
の
打
ち
合
わ
せ
，
会
議
，
情
報
提
供
，
心
の
ケ
ア
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
等
が
あ
げ

ら
れ
た
。
 

(4
) 
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
 

・
 
心
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
，
発
災
３
日
以
降
，
町
保
健
師
が
，
町
立
病
院
，
県
外
か
ら
の
応
援
部
隊
，
県
精
神
保
健
福
祉
セ
ン

タ
ー
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
等
と
連
携
し
な
が
ら
対
応
し
た
。
 

・
 
発
災
2ヶ

月
後
，
５
月
中
旬
以
降
地
域
住
民
全
体
を
対
象
と
し
た
心
の
ケ
ア
体
制
の
基
本
的
考
え
方
を
整
理
し
，
中
・
長
期

的
な
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
関
係
者
全
体
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
と
し
た
（
図
1：

女
川
町
に
お
け
る
心
の
ケ
ア
の
対
象
者
と
対
応

の
基
本
的
な
考
え
方
）。
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4
8

た
り
大
変
。
 

・
 
心
の
ケ
ア
の
た
め
に
も
地
域
の
再
構
築
が
最
も
重
要
。
 

 【
ま
と
め
と
考
察
】
 

(1
) 
平
時
の
地
域
活
動
 

精
神
障
害
者
へ
の
医
療
を
含
む
，
心
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
，
日
頃
か
ら
の
地
域
精
神
保
健
活
動
や
地
域
住
民
へ
の
普
及
啓
発
が

と
て
も
重
要
で
あ
る
と
し
た
担
当
保
健
師
の
感
想
に
も
あ
る
よ
う
に
，
正
し
い
知
識
と
い
っ
た
地
域
住
民
へ
の
普
及
・
啓
発
や
関

係
機
関
・
団
体
と
意
識
の
共
有
化
等
，
地
域
全
体
の
精
神
保
健
福
祉
へ
の
理
解
が
不
可
欠
。
震
災
後
に
課
題
と
な
っ
て
く
る
，
心

の
ケ
ア
や
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
へ
の
対
応
に
つ
い
て
も
，
専
門
的
な
精
神
科
医
療
に
加
え
て
一
般
診
療
科
で
の
総
合
医
療
，
生
活
上

の
様
々
な
課
題
等
を
相
談
で
き
る
保
健
・
福
祉
等
の
相
談
窓
口
と
い
っ
た
専
門
家
，
行
政
機
関
な
ど
が
対
応
す
る
こ
と
が
望
ま
し

い
事
例
と
は
別
に
，
広
く
地
域
住
民
全
般
に
早
期
に
相
談
で
き
，
支
援
し
，
必
要
に
応
じ
専
門
家
の
相
談
窓
口
等
へ
つ
な
ぐ
，
地

域
住
民
の
役
割
が
極
め
て
重
要
。
 

(2
) 
心
の
ケ
ア
対
策
と
行
政
計
画
と
の
連
動
 

発
災
後
２
ヶ
月
程
度
た
っ
た
５
月
中
旬
以
降
，
女
川
町
保
健
師
が
保
健
所
保
健
師
，
外
部
支
援
団
体
等
と
協
働
で
優
先
度
の
決

定
と
効
率
的
事
業
運
営
等
の
た
め
，
心
の
ケ
ア
を
含
め

15
項
目
か
ら
な
る
短
期
工
程
表
を
作
成
し
，
進
捗
状
況
の
評
価
と
今
後
の

事
業
計
画
に
つ
い
て
の
参
考
と
す
る
こ
と
に
し
た
。
ま
た
，
女
川
町
に
お
い
て
は
，
平
成

23
年
８
月

10
日
開
催
さ
れ
た
第

5
回

女
川
町
復
興
計
画
策
定
委
員
会
に
お
い
て
，
復
興
計
画
(案

)最
終
答
申
が
提
出
さ
れ
，
平
成

24
年
１
月
か
ら
随
時
，
住
民
へ
の
説

明
と
ヒ
ア
リ
ン
グ
を
実
施
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
復
興
計
画
(案

)は
基
本
目
標
を
「
と
り
も
ど
そ
う
笑
顔
あ
ふ
れ
る
女
川

町
」
と
し
て
，
「
心
身
と
も
に
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
[保

健
・
医
療
・
福
祉
]」

を
含
め
た
５
つ
の
柱
立
て
で
，
復
旧
，
再
生
，
発

展
を
目
指
す
と
し
て
い
る
が
，
町
の
復
興
の
基
本
的
な
指
針
と
な
る
行
政
計
画
(案

)の
な
か
に
，
心
の
ケ
ア
の
実
施
と
し
て
関
係

者
の
状
況
把
握
と
相
談
体
制
の
他
，
心
と
か
ら
だ
と
暮
ら
し
の
健
康
相
談
セ
ン
タ
ー
を
核
と
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
・
時
期
に

応
じ
た
心
の
ケ
ア
を
継
続
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
，
心
の
ケ
ア
ス
タ
ッ
フ
・
サ
ポ
ー
タ
ー
（
傾
聴
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
）
等
の
人
材

育
成
を
推
進
す
る
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

ま
た
，
12

月
に
は
町
の
担
当
課
職
員
と
，
町
内
の
関
連
団
体
や
町
民
の
参
加
に
よ
る
「
女
川
町
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
」
が

発
足
し
，
復
興
計
画
の
復
興
方
針
に
基
づ
き
「
港
ま
ち
づ
く
り
作
業
部
会
」
，
「
健
康
ま
ち
づ
く
り
 作

業
部
会
」
，
「
心
豊
か
な

人
づ
く
り
作
業
部
会
」
の
３
部
会
で
，
具
体
的
な
検
討
を
行
う
予
定
。
こ
れ
ら
は
，
保
健
師
等
が
中
心
と
な
っ
て
行
っ
て
き
た
取

り
組
み
が
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
お
り
，
行
政
計
画
，
行
政
の
連
絡
会
議
等
で
の
検
討
を
連
携
し
て
い
く
こ
と
が
，
中
・
長
期
的
な
復

興
に
極
め
て
有
益
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
。
 

(3
) 
保
健
師
等
の
人
的
資
源
 

医
療
の
確
保
の
み
な
ら
ず
，
食
事
，
休
養
，
運
動
，
排
泄
，
廃
棄
物
や
飲
料
水
確
保
等
生
活
衛
生
環
境
確
保
，
居
宅
や
雇
用
の

確
保
等
の
生
活
支
援
と
い
っ
た
公
衆
衛
生
全
般
に
わ
た
る
対
応
が
，
地
域
精
神
保
健
と
無
縁
で
は
な
く
，
む
し
ろ
密
接
に
関
係
し

て
い
る
。
地
域
ご
と
に
，
母
子
保
健
か
ら
高
齢
者
保
健
ま
で
を
経
験
す
る
と
と
も
に
，
そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
通
じ
て
培
っ
て
き
た

保
健
医
療
機
関
や
従
事
者
，
地
域
住
民
等
と
の
パ
イ
プ
と
経
験
を
有
す
る
中
堅
以
上
の
保
健
師
と
，
若
手
保
健
師
が
連
携
し
て
心

の
ケ
ア
，
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
を
有
す
る
住
民
へ
の
対
応
等
を
行
っ
て
い
た
。
女
川
町
に
お
け
る
ベ
テ
ラ
ン
，
中
堅
保
健
師
と
若
手

保
健
師
と
の
連
携
は
，
業
務
分
担
制
を
と
っ
て
い
る
自
治
体
が
多
い
な
か
で
，
経
験
や
人
的
財
産
（
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）
等
を
い
か

に
，
若
手
の
保
健
師
に
継
承
し
て
い
く
か
は
，
参
考
に
な
る
組
織
形
態
の
一
つ
と
考
え
ら
れ
た
。
 

(4
) 
保
健
所
の
役
割
 

発
災
後
１
週
間
後
以
降
，
保
健
所
保
健
師
が
保
健
活
動
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
と
し
て
長
期
派
遣
さ
れ
て
，
保
健
所
，
県
精
神
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
等
の
関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
調
整
支
援
，
情
報
の
収
集
・
ま
と
め
・
報
告
，
事
業
計
画
の
立
案
・
整
理
，
短

期
工
程
表
の
作
成
等
，
町
の
保
健
師
を
支
援
し
て
い
た
。
地
域
保
健
法
施
行
以
降
，
日
常
的
な
協
働
事
業
や
業
務
は
少
な
く
な
っ

て
い
る
が
，
山
積
す
る
地
域
の
保
健
医
療
福
祉
の
課
題
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
町
保
健
師
の
支
援
と
し
て
，
と
て
も
重
要
な
役

割
を
発
揮
し
て
い
た
。
保
健
所
自
体
も
被
災
し
て
い
る
な
か
で
，
管
内
市
町
村
を
支
援
す
る
こ
と
は
大
き
な
負
担
で
あ
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
，
地
域
支
援
の
役
割
を
果
た
せ
る
の
は
保
健
所
だ
と
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
ん
ご
は
，
さ
ら
に
日
頃
か
ら
顔
の
見

え
る
関
係
づ
く
り
を
，
業
務
を
通
じ
て
行
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
 

ま
た
，
人
的
支
援
と
同
時
に
，
発
災
直
後
か
ら
の
精
神
科
救
急
に
対
応
す
る
た
め
に
支
援
に
訪
れ
た
多
く
の
外
部
の
心
の
ケ
ア
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�
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図
２
 
女
川
町
心
と
か
ら
だ
の
ケ
ア
体
制
図
 

 

・
 
③
子
供
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て
は
養
護
教
諭
と
の
連
絡
会
や
心
の
ケ
ア
相
談
等
，
④
職
員
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
に
関
し
て

は
研
修
会
や
個
別
相
談
，
⑤
高
齢
者
の
メ
ン
タ
ル
ケ
ア
に
つ
い
て
は
，
在
宅
ロ
ー
ラ
ー
訪
問
，
お
茶
っ
こ
会
（
集
会
場
等
で

の
語
ら
い
・
レ
ク
レ
ー
シ
ョ
ン
の
場
）
の
開
催
，
連
絡
会
議
等
の
開
催
を
行
っ
て
い
る
。
 

・
 
こ
の
基
本
的
な
考
え
方
や
，
実
践
的
取
り
組
み
を
，
女
川
町
復
興
計
画
策
定
委
員
会
に
お
い
て
出
さ
れ
た
，
復
興
計
画
(案

)

最
終
答
申
の
5つ

の
柱
立
て
の
う
ち
，
「
心
身
と
も
に
健
康
な
ま
ち
づ
く
り
[保

健
・
医
療
・
福
祉
]」

に
お
い
て
，
心
の
ケ

ア
の
実
施
と
し
て
関
係
者
の
状
況
把
握
と
相
談
体
制
の
他
，
心
と
か
ら
だ
の
健
康
相
談
セ
ン
タ
ー
を
核
と
し
て
，
そ
れ
ぞ
れ

の
状
況
・
時
期
に
応
じ
た
心
の
ケ
ア
を
継
続
的
に
実
施
す
る
と
と
も
に
，
心
の
ケ
ア
ス
タ
ッ
フ
・
サ
ポ
ー
タ
ー
（
傾
聴
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
）
等
の
人
材
育
成
を
推
進
す
る
等
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
 

(5
) 
全
体
を
通
じ
た
担
当
保
健
師
の
自
由
意
見
等
 

・
 
外
部
支
援
の
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
が
入
っ
て
く
れ
て
，
本
当
に
助
か
っ
た
。
心
の
ケ
ア
が
大
切
だ
と
思
っ
て
い
て
も
，
ど
こ
か

ら
ど
の
よ
う
に
手
を
付
け
て
良
い
の
か
，
具
体
的
に
手
探
り
状
態
だ
っ
た
。
 

・
 
い
ろ
ん
な
職
種
が
県
を
通
さ
な
い
で
心
の
ケ
ア
を
し
た
い
と
の
問
い
合
わ
せ
が
殺
到
し
た
。
信
頼
が
お
け
る
団
体
な
の
か
ど

う
な
の
か
判
断
に
迷
っ
た
。
ど
こ
か
が
（
県
や
保
健
所
）
，
一
括
で
受
け
て
，
情
報
の
整
理
，
機
関
・
団
体
の
評
価
を
踏
ま

え
て
，
派
遣
し
て
く
れ
る
と
良
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
。
 

・
 
心
の
ケ
ア
Ｄ
Ｍ
Ａ
Ｔ
の
よ
う
な
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
も
し
て
く
れ
る
専
門
職
が
重
要
。
 

・
 
保
健
所
職
員
が
長
期
派
遣
さ
れ
て
，
関
係
機
関
・
団
体
と
の
連
携
調
整
支
援
，
情
報
の
収
集
，
ま
と
め
，
事
業
計
画
の
立
案
・

整
理
，
短
期
工
程
表
の
作
成
等
，
町
の
保
健
師
を
支
援
し
て
く
れ
た
の
で
，
と
て
も
助
か
っ
た
。
 

・
 
心
と
か
ら
だ
の
ケ
ア
と
生
活
支
援
が
心
の
ケ
ア
に
は
重
要
で
あ
る
が
，
町
立
病
院
が
全
壊
を
免
れ
，
総
合
医
と
し
て
保
健
・

医
療
・
福
祉
の
連
携
の
も
と
で
の
地
域
医
療
の
要
に
な
っ
て
く
れ
た
こ
と
は
，
心
の
ケ
ア
体
制
構
築
の
観
点
か
ら
も
と
て
も

大
切
だ
っ
た
。
 

・
 
震
災
前
は
，
生
活
基
盤
が
確
保
さ
れ
た
う
え
で
の
疾
病
予
防
で
あ
り
，
健
康
づ
く
り
活
動
で
あ
っ
た
。
震
災
に
よ
り
，
家
族
，

親
戚
，
仲
間
を
失
い
，
生
活
の
基
盤
で
あ
っ
た
住
民
組
織
活
動
も
行
え
な
い
状
況
の
中
で
，
新
た
な
健
康
づ
く
り
の
基
盤
整

備
が
必
要
で
あ
る
。
 

・
 
精
神
障
害
者
へ
の
医
療
を
含
め
た
心
の
ケ
ア
に
関
し
て
は
，
日
頃
か
ら
の
地
域
精
神
保
健
活
動
や
地
域
住
民
へ
の
普
及
啓
発

が
と
て
も
重
要
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
震
災
後
に
，
心
の
ケ
ア
や
ア
ル
コ
ー
ル
問
題
な
ど
が
出
て
き
て
，
対
応
し
よ
う

と
し
て
も
，
地
域
住
民
へ
の
啓
発
や
関
係
機
関
・
団
体
と
の
意
識
と
言
語
の
共
有
化
，
連
携
等
，
か
な
り
広
範
で
多
岐
に
わ
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5
0

６
－
４
 
宮
城
県
 
仙
台
市
精
神
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
（
は
あ
と
ぽ
ー
と
仙
台
）
 

若
林
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
若
林
保
健
所
）
 

 １
．
宮
城
県
仙
台
市
精
神
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
（
は
あ
と
ぽ
ー
と
仙
台
）
 

 
 
政
令
指
定
都
市
の
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と
し
て
，
震
災
時
の
心
の
ケ
ア
に
つ
い
て
外
部
支
援
チ
ー
ム
の
調
整
を
一
手
に
担

う
と
と
も
に
，
精
神
科
医
療
機
関
情
報
を
収
集
し
提
供
す
る
な
ど
保
健
所
の
支
援
を
行
っ
た
。
 

 【
管
内
の
概
要
】
 

 
東
北
地
方
の
中
心
都
市
で
あ
る
仙
台
市
は
政
令
指
定
都
市
で
あ
り
，
人
口
は
1,
04
6,
73
7人

，
高
齢
者
人
口
19
1,
05
9人

で
，
5つ

の

区
か
ら
な
る
。
自
立
支
援
医
療
利
用
者
は
11
,3
82
人
，
精
神
保
健
福
祉
手
帳
保
持
者
は
6,
15
5人

で
，
精
神
科
病
院
は
17
カ
所
，
2,
68
06

床
が
あ
る
。
精
神
科
の
診
療
所
は
37
カ
所
で
あ
る
。
障
害
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
は
68
カ
所
と
な
っ
て
い
る
。
 

 【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

(1
) 
組
織
形
態
 

セ
ン
タ
ー
は
，
医
師
で
あ
る
所
長
の
下
に
，
相
談
係
及
び
デ
イ
ケ
ア
係
の
2係

か
ら
な
る
。
 

(2
) 
常
勤
職
員
数
 

医
師
２
，
保
健
師
３
，
臨
床
心
理
技
術
者
６
，
事
務
職
員
４
，
そ
の
他
2の

17
人
体
制
と
な
っ
て
い
る
。
 

 

【
地
域
の
被
害
状
況
】
 

仙
台
市
の
人
的
被
害
は
死
者
70
4人

，
行
方
不
明
者
26
人
，
負
傷
者
2,
26
9人

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
家
屋
の
物
的
被
害
は
，
全

壊
27
,4
09
棟
，
半
壊
87
,1
24
棟
，
一
部
損
壊
10
9,
19
7棟

で
あ
る
。（

平
成
23
年
11
月
30
日
現
在
）
 
 

 

【
平
時
に
お
け
る
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

仙
台
市
は
「
完
全
参
加
と
平
等
」，
「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」，
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
理
念
と
す
る
「
仙
台
市
障
害
者

保
健
福
祉
計
画
」
と
第
２
期
「
仙
台
市
障
害
福
祉
計
画
」
に
基
づ
き
，
障
害
者
施
策
を
推
進
し
て
お
り
，「

誰
も
が
生
き
が
い
や
働
き

が
い
を
持
ち
，
自
立
し
た
地
域
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
」
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
 

(1
) 
精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
 

障
害
者
保
健
福
祉
制
度
等
の
理
解
を
深
め
る
た
め
，「

せ
ん
だ
い
ふ
れ
あ
い
ガ
イ
ド
」
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
自
立
支

援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
リ
ス
ト
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
精
神
科
病
院
入
院
患
者
の
実
数
把
握
は
本
庁
障
害
者
支
援
課

が
実
施
し
て
お
り
，
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
利
用
者
に
つ
い
て
は
障
害
者
基
本
シ
ス
テ
ム
に
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。

家
族
会
に
つ
い
て
は
活
動
状
況
を
随
時
把
握
し
て
お
り
，
ア
ル
コ
ー
ル
家
族
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
毎
週
1回

開
催
，
引
き
こ
も
り
家
族

教
室
を
年
６
回
，
引
き
こ
も
り
家
族
グ
ル
ー
プ
を
月
２
回
行
っ
て
い
る
。
デ
イ
ケ
ア
は
通
過
型
施
設
と
し
て
週
４
回
行
い
，
家
族

懇
談
会
を
偶
数
月
に
，
家
族
教
室
を
年
７
回
開
催
し
て
い
る
。
 

セ
ン
タ
ー
は
，
精
神
保
健
福
祉
に
関
係
す
る
職
員
の
研
修
を
一
手
に
担
っ
て
い
る
。
ま
た
各
種
講
座
や
相
談
業
務
に
お
け
る
ケ

ー
ス
会
議
，
デ
イ
ケ
ア
通
所
者
ケ
ー
ス
検
討
会
を
実
施
し
て
お
り
，
関
係
機
関
へ
の
医
師
等
講
師
派
遣
を
行
っ
て
い
る
。
 

(2
) 
組
織
育
成
 

組
織
育
成
に
つ
い
て
は
，
自
助
グ
ル
ー
プ
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
育
成
支
援
は
実
施
さ
れ
て
い
な
い
。
 

(3
) 
精
神
保
健
福
祉
相
談
 

常
勤
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
に
よ
る
電
話
・
面
接
相
談
は
日
常
的
に
実
施
さ
れ
て
い
る
が
，
家
庭
訪
問
は
実
施
し
て
い
な
い
。

精
神
科
医
に
よ
る
相
談
や
診
察
も
週
１
回
定
例
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。
 

(4
) 
専
門
相
談
 

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
及
び
ひ
き
こ
も
り
の
専
門
相
談
を
定
例
で
実
施
し
て
い
る
。
な
お
，
精
神
保
健
福
祉
法
第
24
条
等
の
診
察
に

つ
い
て
も
，
対
応
し
て
い
る
。
 

(5
) 
社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

自
立
支
援
協
議
会
の
整
備
促
進
や
運
営
支
援
に
つ
い
て
は
，
仙
台
市
本
庁
が
行
っ
て
お
り
，
所
長
が
自
立
支
援
協
議
会
の
委
員

 

4
9

チ
ー
ム
の
質
の
評
価
と
必
要
な
箇
所
へ
の
配
置
，
体
と
心
の
健
康
に
関
す
る
連
絡
調
整
の
場
の
設
置
，
地
域
の
精
神
保
健
福
祉
医

療
に
関
す
る
情
報
の
収
集
と
解
析
･提

供
，
慢
性
期
以
降
地
域
住
民
と
相
談
窓
口
対
対
応
の
設
置
と
広
報
，
医
療
機
関
，
精
神
科
医

療
機
関
と
の
連
携
体
制
等
，
市
町
村
単
位
で
は
対
応
が
難
し
い
広
域
，
専
門
的
課
題
調
整
の
場
の
設
置
に
つ
い
て
も
保
健
所
の
役

割
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
再
認
識
さ
せ
ら
れ
た
。
 

 【
協
力
者
】
 
 

佐
藤
由
理
（
保
健
師
）
 
宮
城
県
女
川
町
健
康
福
祉
課
技
術
課
長
補
佐
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5
2

当
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
心
の
ケ
ア
は
発
災
後
初
日
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
担
当
職
員
は
，
医
師
，
精
神
保
健
福
祉
士
及
臨
床
心
理
技

術
者
，
そ
の
他
で
あ
る
。
ま
た
，
連
携
機
関
は
，
医
療
機
関
，
県
外
か
ら
の
応
援
部
隊
，
保
健
所
（
区
），

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ

ー
，
相
談
支
援
事
業
所
で
あ
る
。
 

心
の
ケ
ア
に
つ
い
て
，
市
復
興
計
画
へ
の
項
目
の
頭
出
し
を
し
て
い
る
。
 

 

【
ま
と
め
と
考
察
】
 

(1
) 
震
災
経
験
を
通
じ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
 

今
回
の
震
災
を
通
じ
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
 

１
点
目
は
，
災
害
の
程
度
や
範
囲
な
ど
に
よ
っ
て
は
，
よ
り
長
期
間
・
広
範
囲
に
わ
た
り
対
応
策
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
，

既
存
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
や
対
応
の
手
引
き
等
で
は
不
十
分
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
，
当
セ
ン
タ
ー
が
作
成
し
た
災
害
時
対
応
マ
ニ
ュ

ア
ル
等
の
見
直
し
を
検
討
す
る
。
 

２
点
目
に
，
応
援
に
つ
い
て
の
受
け
入
れ
窓
口
を
当
セ
ン
タ
ー
に
絞
り
活
動
全
体
を
調
整
し
た
こ
と
は
よ
か
っ
た
が
，
刻
々
変

化
す
る
被
災
地
状
況
と
応
援
諸
団
体
の
派
遣
ペ
ー
ス
が
合
致
し
な
い
こ
と
も
あ
り
，
調
整
に
多
大
の
労
力
を
要
し
た
。
災
害
の
程

度
，
範
囲
等
に
よ
る
が
，
当
初
段
階
で
は
比
較
的
長
期
間
の
応
援
が
可
能
な
団
体
等
か
ら
優
先
的
に
受
け
入
れ
る
等
の
順
位
付
け

に
つ
い
て
，
あ
ら
か
じ
め
外
部
機
関
向
け
の
手
引
書
等
に
記
載
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

３
点
目
に
，
関
係
機
関
と
の
日
常
的
な
活
動
の
重
な
り
が
な
い
と
，
と
り
わ
け
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
と
の
訪
問
，

相
談
等
の
円
滑
な
協
働
作
業
が
可
能
と
な
る
ま
で
に
長
時
間
を
要
し
た
。
日
常
的
に
実
際
の
事
例
な
ど
を
通
し
て
協
働
し
て
訪
問

等
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

４
点
目
に
，
電
子
機
器
に
依
存
し
て
い
る
た
め
，
長
期
間
の
停
電
で
は
情
報
伝
達
方
法
が
限
ら
れ
て
し
ま
う
。
蓄
電
池
の
準
備

等
災
害
備
品
の
充
実
，
お
よ
び
情
報
伝
達
の
代
替
手
段
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

５
点
目
に
，
広
域
か
つ
長
期
に
交
通
機
関
が
機
能
不
全
に
な
っ
た
場
合
，
受
診
行
動
が
と
れ
な
く
な
る
患
者
が
多
く
見
ら
れ
た
。

薬
剤
の
配
達
な
ど
を
行
う
に
は
，
訪
問
看
護
は
数
が
少
な
く
手
が
回
ら
な
い
，
福
祉
サ
ー
ビ
ス
機
関
は
業
務
の
範
囲
外
な
ど
と
地

域
の
支
援
シ
ス
テ
ム
が
脆
弱
す
ぎ
る
。
災
害
弱
者
登
録
が
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
，
一
定
条
件
の
下
で
薬
剤
配
達
や
代
理
処

方
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
事
前
の
申
し
合
わ
せ
が
行
政
と
医
療
機
関
と
の
間
で
な
さ
れ
る
と
よ
い
。
 

(2
) 
今
後
検
討
す
べ
き
事
項
 

今
回
の
対
応
で
学
ん
だ
こ
と
の
一
つ
は
，
平
時
に
で
き
な
い
こ
と
は
有
事
に
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
平
時
か
ら
の
準
備
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
，
関
係
機
関
と
の
連
携
及
び
職
員
の
意
識
向
上
を
図
る
必
要
が
あ
る
。「

仙
台
市
震
災

時
地
域
精
神
保
健
福
祉
活
動
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
の
周
知
の
た
め
の
研
修
会
，
連
絡
会
の
開
催
を
検
討
す
る
。
ま
た
，
災
害
時
必
要

物
品
の
購
入
も
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
，
日
頃
の
連
携
及
び
相
互
理
解
，
庁
内
横
断
的
な
支
援
会
議
の
随
時
開
催
を
行
う
必
要
が

あ
る
。
 

危
機
発
生
時
の
体
制
，
対
応
に
つ
い
て
は
，
セ
ン
タ
ー
の
利
用
者
及
び
職
員
の
安
全
確
保
と
帰
宅
支
援
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
，

迅
速
な
情
報
収
集
と
対
応
（
普
及
啓
発
・
チ
ー
ム
派
遣
・
医
療
機
関
情
報
提
供
な
ど
）
や
外
部
へ
の
情
報
発
信
，
市
役
所
内
及
び

県
と
の
情
報
交
換
な
ど
の
確
実
な
手
段
確
保
を
検
討
す
る
。
継
続
し
た
支
援
を
行
う
た
め
に
も
，
職
員
の
心
身
状
態
へ
の
配
慮
（
休

暇
取
得
や
個
人
的
事
情
へ
の
配
慮
）
も
重
要
で
あ
る
。
 

外
部
支
援
と
し
て
，
厚
労
省
・
日
本
精
神
神
経
学
会
・
全
国
セ
ン
タ
ー
長
会
へ
の
応
援
要
請
に
つ
い
て
，
あ
ら
か
じ
め
検
討
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
心
の
ケ
ア
支
援
チ
ー
ム
の
受
入
れ
調
整
に
過
大
な
負
担
が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
，
急
性
期
及
び
中
長
期
に
お

け
る
シ
ス
テ
ム
化
（
長
期
的
な
応
援
職
員
の
複
数
派
遣
等
）
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

(3
) 
そ
の
他
 

当
セ
ン
タ
ー
は
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
受
入
れ
調
整
機
能
を
一
手
に
担
う
な
ど
政
令
指
定
都
市
の
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
と

し
て
，
精
神
保
健
医
療
福
祉
に
関
す
る
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
機
関
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
て

い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
 

専
門
相
談
や
研
修
な
ど
も
保
健
所
と
役
割
分
担
が
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
，
災
害
時
精
神
保
健
福
祉
活
動
マ
ニ
ュ
ア
ル
等
が
数
種

類
も
整
備
さ
れ
て
お
り
，
実
際
の
対
応
を
踏
ま
え
改
善
す
べ
き
事
項
が
あ
る
も
の
の
今
回
の
震
災
対
応
に
少
な
か
ら
ず
役
立
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
た
。
 

 

 

5
1

に
就
任
し
て
い
る
。
デ
イ
ケ
ア
は
前
述
の
と
お
り
。
地
域
ケ
ア
促
進
に
向
け
た
精
神
科
医
療
機
関
の
整
備
促
進
や
支
援
，
自
立
支

援
法
に
基
づ
く
事
業
所
・
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
促
進
や
運
営
支
援
，
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
周
知
の
た
め
の
病
院
等
と
の
連

携
に
つ
い
て
は
，
本
庁
実
施
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
復
帰
，
自
立
，
社
会
参
加
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
，
デ
イ
ケ
ア
に
て
対
応
し

て
い
る
。
 

(6
) 
入
院
等
事
務
 

措
置
入
院
に
つ
い
て
は
，
23
条
24
条
通
報
を
保
健
所
で
，
25
条
26
条
通
報
を
本
庁
で
受
理
し
て
お
り
，
入
院
事
務
に
つ
い
て
は

該
当
な
し
。
 

措
置
入
院
や
医
療
保
護
入
院
関
連
の
情
報
活
用
は
，
年
度
ご
と
に
「
仙
台
市
健
康
福
祉
局
事
業
概
要
」
と
し
て
ま
と
め
を
行
い
，

ま
た
障
害
者
電
算
シ
ス
テ
ム
で
管
理
し
た
情
報
は
，
病
院
実
地
指
導
等
の
際
に
病
院
単
位
で
の
集
計
，
分
析
を
行
っ
て
い
る
。
自

立
支
援
医
療
関
連
情
報
は
年
度
ご
と
に
「
仙
台
市
健
康
福
祉
局
事
業
概
要
」
と
し
て
ま
と
め
を
行
い
，
予
算
要
求
資
料
と
し
て
活

用
し
て
い
る
。
精
神
科
病
院
の
指
導
監
査
に
は
セ
ン
タ
ー
の
医
師
が
精
神
保
健
指
定
医
と
し
て
参
加
，
医
療
観
察
法
の
ケ
ア
会
議

も
参
加
し
て
い
る
。
 

 【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

(1
) 
医
療
確
保
に
関
す
る
連
絡
調
整
 

連
絡
調
整
は
，
発
災
後
２
日
以
降
に
開
始
さ
れ
た
。
当
セ
ン
タ
ー
に
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
を
１
つ
編
成
し
（
市
全
体
で
は
最
大
６

チ
ー
ム
編
成
），

外
部
支
援
部
隊
と
の
連
絡
調
整
は
す
べ
て
セ
ン
タ
ー
が
実
施
し
た
。
精
神
科
医
療
機
関
の
被
災
状
況
や
稼
働
状
況

等
に
つ
い
て
は
，
当
セ
ン
タ
ー
が
一
括
し
て
把
握
管
理
し
，
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
へ
情
報
提
供
を
行
っ
た
。
福

祉
関
連
施
設
の
状
況
に
つ
い
て
は
，
本
庁
及
び
当
セ
ン
タ
ー
が
把
握
管
理
し
た
。
避
難
所
の
医
療
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
つ
い
て
は
，

震
災
翌
々
日
に
は
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
を
編
成
し
，
避
難
所
を
巡
回
し
て
避
難
所
配
置
の
区
保
健
師
か
ら
情
報
収
集
し
た
。
緊
急
医

療
物
資
の
過
不
足
等
の
情
報
収
集
は
，
不
足
す
る
薬
剤
等
に
つ
い
て
の
情
報
を
震
災
対
策
本
部
に
上
げ
，
集
約
し
，
薬
剤
メ
ー
カ

ー
へ
協
力
依
頼
を
行
っ
た
。
精
神
科
救
急
患
者
の
対
応
に
つ
い
て
は
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
を
巡
回
さ
せ
，
緊
急
の
診
察
が
必
要
と

判
断
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
は
，診

察
に
つ
い
て
病
院
と
の
受
診
調
整
を
行
う
と
と
も
に
，受

診
に
同
行
も
少
な
か
ら
ず
行
っ
た
。

さ
ら
に
，
入
院
が
必
要
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
同
様
に
行
っ
た
。
な
お
，
医
薬
品
や
医
療
機
関
等
の
確
保
に
つ
い
て
，
医
師
会
と

の
連
携
は
直
接
的
に
は
な
い
が
，
県
災
害
時
精
神
保
健
医
療
福
祉
対
策
会
議
等
に
お
い
て
，
情
報
種
集
・
支
援
を
行
っ
た
。
 

心
の
ケ
ア
等
の
他
職
種
連
携
に
つ
い
て
は
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
を
巡
回
さ
せ
，
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
や
ケ
ー
ス
レ
ビ
ュ
ー

を
行
っ
た
。
避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
の
医
療
面
・
衛
生
面
に
つ
い
て
は
，
医
療
面
に
つ
い
て
は
精
神
科
医
師
が
，
衛
生
面
等
に
つ

い
て
は
保
健
師
等
が
助
言
し
た
。
 

区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
に
対
し
て
，
求
め
に
応
じ
て
ケ
ー
ス
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
等
を
行
い
助
言
す
る
と
と
も
に
，

Ｐ
Ｔ
Ｓ
Ｄ
や
う
つ
状
態
を
簡
便
に
測
定
で
き
る
ツ
ー
ル
と
し
て
Ｓ
Ｑ
Ｄ
を
全
市
で
使
用
す
る
よ
う
提
言
し
た
。
本
庁
と
の
連
携
で

は
市
震
災
対
策
本
部
会
議
に
所
長
が
定
期
的
に
出
席
す
る
と
と
も
に
，
避
難
所
運
営
職
員
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
，
応
援
自
治
体
職
員

に
対
し
て
運
営
上
の
諸
点
に
対
し
て
助
言
等
を
行
っ
た
。
 

(2
) 
在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
 

在
宅
精
神
障
害
者
の
安
否
確
認
は
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
が
行
い
，
当
セ
ン
タ
ー
は
通
院
患
者
，
デ
イ
ケ
ア
通
所

患
者
及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
中
の
者
に
つ
い
て
行
っ
た
。
ま
た
，
服
薬
継
続
や
支
援
は
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
を
巡
回
さ
せ
，
区
保
健

福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
の
要
請
に
応
じ
て
訪
問
等
を
実
施
し
た
。
 

 
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
に
つ
い
て
，
精
神
障
害
者
に
対
し
て
の
登
録
勧
奨
は
実
施
し
て
い
な
い
が
，
手
上
げ
方
式
と
な
っ
て
お

り
，
認
知
症
が
主
で
あ
り
，
精
神
障
害
者
が
希
望
す
る
例
は
ま
れ
で
あ
る
。
 

(3
) 

情
報
提
供
・
相
談
体
制
 

医
療
機
関
の
稼
働
状
況
等
の
情
報
提
供
は
，
電
話
で
の
対
応
と
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
を
立
ち
上
げ
，
医
療
機
関
ご
と
の
被
害
状

況
，
診
察
可
能
状
況
，
薬
剤
の
残
量
等
に
つ
い
て
の
情
報
を
一
覧
に
し
て
配
布
し
た
。
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
保
健
所
）
か
ら

の
相
談
で
は
，
初
期
：
避
難
所
で
の
幻
覚
妄
想
状
態
へ
の
対
処
（
診
察
），

中
期
：
不
眠
，
焦
燥
感
等
へ
の
対
処
，
後
期
（
1２

月

現
在
ま
で
）：

PT
SD
様
の
症
状
に
つ
い
て
の
相
談
，
生
活
上
の
各
種
課
題
（
以
前
か
ら
の
家
族
関
係
，
経
済
問
題
，
飲
酒
量
の
増
加

等
）
の
相
談
が
あ
り
，
経
過
と
と
も
に
相
談
内
容
が
変
遷
し
て
い
る
。
 

(4
) 
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
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5
4

２
．
宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
若
林
保
健
所
）
 

 
 
管
内
の
沿
岸
部
が
壊
滅
的
被
害
を
受
け
た
政
令
指
定
都
市
保
健
所
と
し
て
，
避
難
所
の
運
営
及
び
保
健
活
動
を
担
い
つ
つ
，
外

部
の
支
援
を
受
け
て
精
神
保
健
活
動
を
実
施
し
た
。
 

 【
管
内
の
概
要
】
 

 
東
北
地
方
の
中
心
都
市
で
あ
る
仙
台
市
は
政
令
指
定
都
市
で
あ
り
，
人
口
は
1,
04
6,
73
7人

，
高
齢
者
人
口
19
1,
05
9人

で
，
５
つ

の
区
か
ら
な
る
。
そ
の
一
つ
の
若
林
区
は
，
人
口
13
1,
23
4人

，
高
齢
者
人
口
23
,9
77
人
と
な
っ
て
い
る
。
若
林
区
の
精
神
保
健
福
祉

手
帳
保
持
者
は
73
3人

で
，
精
神
科
の
入
院
施
設
と
し
て
は
市
立
病
院
に
16
症
の
病
床
が
あ
る
が
，
認
知
症
の
み
の
対
応
と
な
っ
て
い

る
。
精
神
科
の
診
療
所
は
３
カ
所
で
あ
る
。
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
は
４
カ
所
あ
り
，
障
害
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
は
11

カ
所
と
な
っ
て
い
る
。
 

 【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

(1
) 
組
織
形
態
 

若
林
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
，
保
健
所
と
福
祉
事
務
所
と
医
療
保
障
部
門
を
併
せ
持
つ
総
合
事
務
所
で
あ
り
，
所
長
は
医
師

で
あ
る
。
管
理
課
，
保
護
課
，
衛
生
課
，
家
庭
健
康
課
，
障
害
高
齢
課
，
保
険
年
金
課
の
６
課
18
係
か
ら
な
り
，
精
神
保
健
業
務

の
所
管
は
，
障
害
高
齢
課
障
害
者
支
援
係
が
担
当
し
て
い
る
。
 

(2
) 
常
勤
職
員
数
 

 
保
健
所
と
し
て
の
常
勤
職
員
数
は
，
平
成
23
年
３
月
現
在
で
，
医
師
１
人
，
保
健
師
18
人
，
臨
床
心
理
技
術
者
２
人
，
事
務
職

20
人
，
そ
の
他
21
人
の
計
62
人
で
あ
り
，
精
神
保
健
福
祉
担
当
は
，
医
師
１
人
，
保
健
師
１
人
，
臨
床
心
理
技
術
者
２
人
，
事
務

職
員
２
人
と
な
っ
て
い
る
。
 

※
そ
の
他
の
職
種
は
，
歯
科
医
師
，
放
射
線
技
師
，
臨
床
検
査
技
師
，
管
理
栄
養
士
，
衛
歯
科
衛
生
士
，
衛
生
・
化
学
，
看

護
師
の
７
種
。
精
神
保
健
福
祉
担
当
の
保
健
師
は
平
成

23
年
３
月
時
点
で
は
１
人
で
，
嘱
託
保
健
師
１
人
が
加
わ
り
２
人
で
対

応
。
平
成

23
年
５
月
よ
り
保
健
師
１
人
増
と
な
り
，
３
人
で
対
応
。
 

 【
地
域
の
被
害
状
況
】
 

仙
台
市
の
人
的
被
害
は
死
者
70
4人

，
行
方
不
明
者
26
人
，
負
傷
者
2,
26
9人

と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
，
家
屋
の
物
的
被
害
は
，
全

壊
27
,4
09
棟
，
半
壊
87
,1
24
棟
，
一
部
損
壊
10
9,
19
7棟

で
，
若
林
区
の
物
的
被
害
は
，
そ
れ
ぞ
れ
6,
40
7棟

，
18
,6
97
棟
，
15
,7
43

棟
で
あ
る
。（

平
成
23
年
11
月
30
日
現
在
）
 
 

 【
平
時
に
お
け
る
保
健
所
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

仙
台
市
は
「
完
全
参
加
と
平
等
」，
「
ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
」，
「
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
」
を
理
念
と
す
る
「
仙
台
市
障
害
者

保
健
福
祉
計
画
」
と
第
２
期
「
仙
台
市
障
害
福
祉
計
画
」
に
基
づ
き
，
障
害
者
施
策
を
推
進
し
て
お
り
，「

誰
も
が
生
き
が
い
や
働
き

が
い
を
持
ち
，
自
立
し
た
地
域
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
」
の
実
現
を
目
指
し
て
い
る
。
 

(1
) 
精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
 

障
害
者
保
健
福
祉
制
度
等
の
理
解
を
深
め
る
た
め
，「

せ
ん
だ
い
ふ
れ
あ
い
ガ
イ
ド
」
を
作
成
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
自
立
支

援
法
の
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
施
設
リ
ス
ト
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
精
神
科
病
院
入
院
患
者
の
実
数
把
握
は
本
庁
障
害
者
支
援
課

が
実
施
し
て
お
り
，
自
立
支
援
医
療
（
精
神
通
院
医
療
）
利
用
者
に
つ
い
て
は
障
害
者
基
本
シ
ス
テ
ム
に
て
管
理
さ
れ
て
い
る
。

家
族
会
に
つ
い
て
は
，
保
健
所
主
催
に
よ
り
家
族
交
流
会
を
月
1回

行
っ
て
い
る
。
ま
た
精
神
障
害
者
社
会
復
帰
小
集
団
活
動
を
月

２
回
実
施
し
，
平
均
６
～
８
名
の
参
加
が
あ
り
外
出
の
き
っ
か
け
や
社
会
参
加
に
つ
な
が
る
効
果
が
見
ら
れ
て
い
る
。
 

(2
) 
組
織
育
成
 

組
織
育
成
に
つ
い
て
は
，
家
族
交
流
会
を
実
施
し
て
い
る
以
外
は
，
自
助
グ
ル
ー
プ
，
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
の
育
成
支
援
は
実
施

し
て
い
な
い
。
 

(3
) 

精
神
保
健
福
祉
相
談
 

常
勤
職
員
及
び
非
常
勤
職
員
に
よ
る
電
話
・
面
接
相
談
，
家
庭
訪
問
相
談
は
日
常
的
に
実
施
し
て
お
り
，
精
神
科
医
に
よ
る
相

談
も
月
３
回
定
例
で
実
施
し
て
い
る
。
 

 

5
3

【
資
料
】
 

 
１
．
平
成
２
３
年
度
版
せ
ん
だ
い
ふ
れ
あ
い
ガ
イ
ド
 

 
２
．
災
害
時
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
支
援
者
の
た
め
の
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
（
携
帯
用
）
 

 
３
．
仙
台
市
災
害
時
地
域
精
神
保
健
福
祉
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
 

 
４
．
心
の
ケ
ア
活
動
実
務
マ
ニ
ュ
ア
ル
～
保
健
所
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
担
当
者
の
た
め
に
～
 

 
５
．
災
害
時
地
域
精
神
保
健
福
祉
活
動
に
お
け
る
赴
任
準
備
マ
ニ
ュ
ア
ル
～
外
部
応
援
職
員
用
～
 

 
６
．
災
害
時
の
心
を
理
解
す
る
た
め
に
（
一
般
職
員
用
）
 

 
７
．
災
害
時
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
支
援
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
専
門
職
員
用
）
 

 【
協
力
者
】
 

宮
城
県
仙
台
市
精
神
保
健
福
総
合
セ
ン
タ
ー
（
は
あ
と
ぽ
ー
と
仙
台
）
所
長
 
 
林
 
み
づ
穂
 
様
 
他
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5
6

内
で
の
情
報
共
有
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
 

 
災
害
時
要
援
護
者
台
帳
に
つ
い
て
，
精
神
障
害
者
に
対
し
て
の
登
録
勧
奨
は
，
仕
組
み
が
完
全
で
な
い
た
め
難
し
さ
が
あ
り
実

施
し
て
い
な
い
が
，
手
上
げ
方
式
と
な
っ
て
お
り
，
認
知
症
が
主
で
あ
り
，
精
神
障
害
者
が
希
望
す
る
例
は
ま
れ
で
あ
る
。
 

(3
) 
情
報
提
供
・
相
談
体
制
 

医
療
機
関
の
稼
働
状
況
等
の
情
報
提
供
は
，
仙
台
市
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
一
括
管
理
し
て
行
っ
た
。
医
療
関
係
者
へ
の

情
報
提
供
や
相
談
に
つ
い
て
は
，
電
話
に
て
対
応
し
た
。
 

(4
) 

心
の
ケ
ア
に
関
す
る
対
応
 

保
健
所
に
よ
る
心
の
ケ
ア
は
発
災
後
３
日
目
か
ら
開
始
さ
れ
た
。
担
当
職
員
は
，
医
師
，
保
健
師
，
精
神
保
健
福
祉
士
及
臨
床

心
理
士
で
あ
る
。
ま
た
，
連
携
機
関
は
，
医
療
機
関
，
県
外
か
ら
の
応
援
部
隊
，
仙
台
市
精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
は
あ
と
ぽ

ー
と
仙
台
），

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
，
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
，
相
談
支
援
事
業
所
で
あ
る
。
 

 

【
ま
と
め
と
考
察
】
 

(1
) 

震
災
経
験
を
通
じ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
 

今
回
の
震
災
を
通
じ
て
い
く
つ
か
の
問
題
点
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
。
 

１
点
目
は
，
今
ま
で
地
域
や
行
政
で
把
握
し
て
い
な
か
っ
た
精
神
障
害
者
が
多
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
未
治
療
の
統

合
失
調
症
患
者
，
何
ら
の
支
援
や
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ず
に
家
族
の
み
で
対
応
し
て
い
た
患
者
な
ど
が
避
難
所
の
生
活
の
中
で

見
い
だ
さ
れ
た
。こ

の
こ
と
は
，家

族
や
地
域
に
障
害
者
を
包
み
込
む
力
が
あ
る
と
良
い
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
，

反
面
，
農
村
地
区
で
あ
る
が
故
に
，
家
族
が
抱
え
こ
ん
で
し
ま
い
悩
ん
で
い
る
古
い
因
習
が
あ
る
た
め
と
も
考
え
ら
れ
る
。
住
民

や
関
係
者
へ
の
啓
発
の
必
要
性
を
強
く
感
じ
，
ま
た
医
療
機
関
や
相
談
支
援
事
業
所
と
の
連
携
の
強
化
を
図
る
必
要
が
あ
る
。
 

２
点
目
に
，
心
の
ケ
ア
に
関
し
て
，
医
療
機
関
の
再
開
後
も
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
に
よ
る
処
方
が
継
続
し
て
い
た
こ
と
か
ら
，
ア

ウ
ト
リ
ー
チ
で
の
医
療
を
ど
の
時
点
ま
で
継
続
す
べ
き
か
が
課
題
と
な
っ
た
。
患
者
側
に
と
り
，
避
難
所
で
す
ぐ
に
薬
が
も
ら
え

る
利
便
性
は
あ
る
も
の
の
，
仙
台
市
で
は
被
災
し
た
沿
岸
地
域
以
外
の
精
神
科
医
療
機
関
は
遅
く
と
も
発
災
後
２
週
間
後
に
は
再

開
し
て
お
り
，
応
援
機
関
と
の
調
整
が
必
要
で
あ
っ
た
。
 

３
点
目
に
は
，
複
数
の
団
体
か
ら
応
援
希
望
が
あ
り
，
ま
た
滞
在
期
間
も
様
々
で
，
そ
の
調
整
に
時
間
が
と
ら
れ
た
。
ま
ず
窓

口
を
一
本
化
し
，
個
人
か
ら
団
体
ま
で
幅
広
く
の
支
援
者
の
受
け
入
れ
を
調
整
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
現
場
の
窓
口
の
調
整
な

ど
体
制
整
備
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

４
点
目
に
は
，
心
の
問
題
に
対
す
る
偏
見
や
無
理
解
が
あ
り
，
避
難
所
で
「
精
神
的
な
相
談
を
し
て
い
る
」
と
み
ら
れ
る
の
を

気
に
し
て
，
必
要
な
方
が
相
談
で
き
て
い
な
い
こ
と
が
多
く
見
ら
れ
た
。
日
常
の
活
動
に
お
け
る
精
神
保
健
に
関
す
る
啓
発
の
重

要
性
を
認
識
す
る
と
と
も
に
，
避
難
所
等
に
お
い
て
も
健
康
教
育
な
ど
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
啓
発
が
重
要
で
あ
る
。
 

５
点
目
は
，
早
い
と
こ
ろ
で
は
避
難
後
３
日
目
か
ら
時
間
が
経
つ
に
つ
れ
て
，
認
知
症
や
障
害
者
へ
の
住
民
の
拒
否
感
が
強
ま

り
，
そ
の
人
た
ち
を
排
除
す
る
言
動
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
福
祉
避
難
所
の
開
設
は
あ
っ
た
が
，
高
齢
者
や
身
体
障
害
者

が
主
で
あ
り
，
精
神
障
害
者
の
利
用
は
困
難
で
あ
っ
た
。
外
部
の
関
係
機
関
と
連
携
し
，
繋
げ
る
こ
と
で
対
応
す
る
必
要
が
あ
る
。
 

(2
) 
今
後
検
討
す
べ
き
事
項
 

災
害
時
の
対
応
を
円
滑
に
行
う
た
め
に
は
，
平
時
の
体
制
及
び
対
応
が
重
要
で
あ
る
。
特
に
，
関
係
機
関
と
の
連
携
づ
く
り
に

お
い
て
は
，
地
域
保
健
の
活
動
を
強
化
す
る
上
で
，
顔
の
見
え
る
関
係
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
る
。
 

ま
た
，
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
の
各
課
の
情
報
共
有
を
図
る
と
と
も
に
，
災
害
時
の
役
割
と
指
揮
命
令
系
統
の
確
認
，
職
員
の

危
機
意
識
の
向
上
が
必
要
で
あ
る
。
災
害
対
応
は
マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
に
な
る
も
の
で
は
な
く
，
応
用
問
題
の
連
続
で
あ
り
，
様
々

な
事
態
に
対
応
で
き
る
知
識
や
能
力
を
高
め
る
た
め
，
事
例
を
踏
ま
え
た
職
員
の
研
修
の
強
化
が
必
要
で
あ
る
。
さ
ら
に
職
員
が

一
丸
と
な
っ
て
取
り
組
む
体
制
づ
く
り
や
意
識
の
向
上
も
重
要
で
あ
る
。
 

災
害
時
対
応
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
整
備
し
て
い
た
が
，
今
回
の
対
応
を
踏
ま
え
具
体
的
人
員
配
置
や
職
員
派
遣
に
お
け
る
装
備
，
情

報
通
信
の
確
保
等
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。
 

災
害
に
的
確
に
対
応
す
る
た
め
に
は
従
事
す
る
職
員
の
安
全
確
保
が
前
提
で
あ
り
，
健
康
管
理
を
含
め
た
労
務
管
理
が
必
要
で

あ
る
。
 

情
報
の
収
集
及
び
発
信
に
つ
い
て
，
確
実
な
通
信
の
確
保
が
求
め
ら
れ
る
。
 

支
援
体
制
を
円
滑
に
推
進
す
る
た
め
に
，
保
健
所
中
枢
部
の
事
務
作
業
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
り
，
具
体
的
な
人
員
配

 

5
5

(4
) 

専
門
相
談
 

ア
ル
コ
ー
ル
依
存
等
の
専
門
相
談
は
，
仙
台
市
保
健
福
祉
総
合
セ
ン
タ
ー
（
は
あ
と
ぽ
と
仙
台
）
が
実
施
し
て
お
り
，
保
健
所

で
は
実
施
し
て
い
な
い
。
 

(5
) 

社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

自
立
支
援
協
議
会
に
つ
い
て
は
，
仙
台
市
本
庁
が
事
務
局
を
担
っ
て
い
る
。（

各
区
に
自
立
支
援
協
議
会
を
整
備
し
よ
う
と
す

る
考
え
が
あ
る
。）

自
立
支
援
協
議
会
の
シ
ス
テ
ム
検
討
部
会
（
職
員
レ
ベ
ル
の
作
業
部
会
）
に
は
各
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
か
ら

２
名
の
職
員
を
出
し
て
い
る
。
保
健
所
デ
イ
ケ
ア
は
実
施
し
て
い
な
い
。
地
域
ケ
ア
促
進
に
向
け
た
精
神
科
医
療
機
関
の
整
備
促

進
や
支
援
，
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
・
サ
ー
ビ
ス
の
整
備
促
進
や
運
営
支
援
，
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
の
周
知
の
た

め
の
病
院
等
と
の
連
携
に
つ
い
て
は
，
本
庁
実
施
と
な
っ
て
い
る
。
社
会
復
帰
，
自
立
，
社
会
参
加
へ
の
支
援
に
つ
い
て
は
，
小

集
団
活
動
（
四
つ
葉
会
）
を
実
施
し
て
い
る
。
 

(6
) 

入
院
 

措
置
入
院
に
つ
い
て
は
，
２
３
条
２
４
条
通
報
を
保
健
所
で
，
２
５
条
２
６
条
通
報
を
本
庁
で
受
理
し
て
お
り
，
24
条
通
報
が

８
件
，
診
察
５
件
，
入
院
５
件
，
２
５
条
２
件
，
診
察
０
件
，
２
６
条
通
報
３
件
，
診
察
２
件
，
入
院
２
件
と
な
っ
て
い
る
。
措

置
入
院
中
の
面
接
に
つ
い
て
は
，
一
部
実
施
し
て
い
る
。
医
療
保
護
入
院
の
入
院
届
は
３
１
件
，
退
院
届
４
６
件
の
受
理
件
数
と

な
っ
て
い
る
。
応
急
入
院
等
の
移
送
件
数
は
，
１
件
と
な
っ
て
い
る
。
措
置
入
院
や
医
療
保
護
入
院
関
連
の
情
報
活
用
は
，
個
別

ケ
ー
ス
に
つ
い
て
の
支
援
や
地
域
内
の
精
神
障
害
者
の
傾
向
に
活
用
し
て
お
り
，
自
立
支
援
医
療
関
連
情
報
は
自
傷
他
害
な
ど
緊

急
対
応
に
お
い
て
通
院
先
や
主
治
医
の
把
握
や
地
域
の
精
神
患
者
動
向
の
把
握
に
活
用
し
て
い
る
。
精
神
科
病
院
の
指
導
監
査
や

医
療
観
察
法
の
ケ
ア
会
議
へ
は
参
加
し
て
い
る
。
 

 【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

(1
) 

医
療
確
保
に
関
す
る
連
絡
調
整
 

連
絡
調
整
は
，
発
災
後
２
日
以
降
に
開
始
さ
れ
た
。
精
神
科
医
療
機
関
の
被
災
状
況
や
稼
働
状
況
等
に
つ
い
て
は
，
仙
台
市
精

神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
一
括
し
て
管
理
し
，
情
報
提
供
を
受
け
た
。
福
祉
関
連
施
設
の
状
況
に
つ
い
て
は
，
本
庁
及
び
仙
台
市

精
神
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
が
管
理
し
，
情
報
提
供
を
受
け
た
。
避
難
所
の
医
療
ニ
ー
ズ
の
把
握
に
つ
い
て
は
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム

及
び
保
健
師
チ
ー
ム
か
ら
情
報
収
集
し
た
。
緊
急
医
療
物
資
の
過
不
足
等
の
情
報
収
集
は
，
避
難
所
配
置
の
保
健
師
が
実
施
。
特

に
，
管
理
に
つ
い
て
は
当
初
は
実
施
さ
れ
ず
１
類
や
２
類
医
薬
品
が
無
造
作
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
り
，
４
月
以
降
仙
台
市

薬
剤
師
会
が
巡
回
で
点
検
を
行
っ
た
。
精
神
科
救
急
患
者
の
対
応
に
つ
い
て
は
，
保
健
師
が
イ
ン
テ
ー
ク
を
行
い
，
巡
回
の
心
の

ケ
ア
チ
ー
ム
の
医
師
に
繋
ぎ
，
住
民
や
避
難
所
運
営
担
当
者
か
ら
の
相
談
に
つ
い
て
も
保
健
師
が
窓
口
と
な
り
診
察
の
必
要
性
等

の
判
断
を
行
う
体
制
を
と
っ
た
。
緊
急
の
診
察
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
事
例
に
お
い
て
は
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
と
連
携
し
診
察
に

繋
げ
た
。
さ
ら
に
，
入
院
が
必
要
な
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
も
同
様
に
行
っ
た
。
な
お
，
医
薬
品
や
医
療
機
関
等
の
確
保
に
つ
い
て
，

医
師
会
と
の
連
携
は
実
施
し
な
か
っ
た
。
 

心
の
ケ
ア
等
の
他
職
種
連
携
に
つ
い
て
は
，
朝
夕
に
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
い
，
情
報
共
有
し
た
。
な
お
，
保
健
所
で
支
援
し

て
い
た
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
は
，
主
に
保
健
所
が
関
わ
っ
た
。
 

避
難
所
や
仮
設
住
宅
で
の
医
療
面
・
衛
生
面
に
つ
い
て
は
，
管
理
課
を
中
心
に
調
整
を
行
い
，
応
援
の
医
療
チ
ー
ム
，
全
国
か

ら
の
派
遣
保
健
師
（
薬
剤
師
・
獣
医
師
含
む
）
と
タ
イ
ム
リ
ー
な
対
応
が
で
き
る
よ
う
連
携
し
た
。
 

浸
水
地
区
の
健
康
調
査
目
的
と
し
た
全
戸
訪
問
を
３
月
23
日
か
ら
派
遣
保
健
師
及
び
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
応
援
を
受

け
て
実
施
し
た
。
訪
問
結
果
に
つ
い
て
協
議
す
る
会
議
を
設
け
住
民
の
状
況
を
共
有
し
，
継
続
支
援
が
必
要
と
判
断
さ
れ
た
事
例

に
つ
い
て
は
区
が
引
き
継
ぎ
対
応
し
た
。
７
月
か
ら
の
仮
設
住
宅
全
戸
訪
問
で
は
，
嘱
託
保
健
師
・
看
護
師
に
よ
る
相
談
を
実
施
。

定
期
的
に
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
と
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
を
行
い
処
遇
等
の
助
言
を
受
け
た
。
調
査
票
等
に
つ
い
て
は
，
心
の
ケ
ア
チ
ー

ム
が
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
を
作
成
し
た
。
 

(2
) 

在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
 

保
健
師
は
，
震
災
当
初
か
ら
約
１
ヶ
月
近
く
避
難
所
の
保
健
活
動
に
，
そ
れ
以
外
の
全
職
員
は
避
難
所
運
営
に
携
わ
る
こ
と
に

な
り
，
精
神
障
害
者
の
安
否
確
認
を
直
接
実
施
す
る
こ
と
は
で
き
ず
，
訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
や
ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
，

相
談
支
援
事
業
所
等
の
関
係
機
関
を
通
じ
て
確
認
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た
，
服
薬
継
続
や
支
援
も
同
様
に
関
係
機
関
と
連
携
し
て

実
施
し
た
。
精
神
障
害
者
の
連
絡
先
台
帳
と
そ
の
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
に
つ
い
て
は
，
名
簿
と
状
態
像
の
み
し
か
台
帳
化
で
き
ず
，
所
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8

６
－
５
 
岩
手
県
沿
岸
広
域
振
興
局
宮
古
保
健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー
（
宮
古
保
健
所
）
，
宮
古
市
 

 １
．
岩
手
県
沿
岸
広
域
振
興
局
宮
古
保
健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー
（
宮
古
保
健
所
）
 

 【
宮
古
保
健
所
管
内
の
概
要
】
 

岩
手
県
沿
岸
部
は
，
南
北
４
つ
の
保
健
所
圏
域
に
分
か
れ
て
お
り
，
そ
の
ほ
ぼ
中
央
部
分
が
宮
古
保
健
所
の
管
内
（
宮
古
圏
域
）

で
あ
る
。
管
内
人
口
は
92
,6
94
人
（
宮
古
市
59
,4
30
，
山
田
町
18
,6
17
，
岩
泉
町
10
,8
04
，
田
野
畑
村
38
43
）
で
あ
る
。
管
内
の
中

央
部
に
宮
古
市
お
よ
び
宮
古
保
健
所
が
位
置
す
る
。
精
神
科
病
院
は
宮
古
市
内
に
２
カ
所
あ
り
，
そ
れ
ぞ
れ
40
5床

，
23
5床

の
民
間

病
院
で
あ
る
。管

内
の
人
口
当
た
り
精
神
科
医
師
数
お
よ
び
ベ
ッ
ド
数
は
全
国
平
均
を
上
回
る
。訪

問
看
護
事
業
所
は
２
カ
所
あ
り
，

障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
事
業
所
は
40
カ
所
と
比
較
的
充
実
し
て
い
る
。
地
域
資
源
の
発
展
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
 

 【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 
 

(1
) 
組
織
形
態
 

 
保
健
所
長
は
沿
岸
広
域
振
興
局
の
保
健
福
祉
環
境
技
監
を
兼
務
す
る
。
保
健
福
祉
環
境
セ
ン
タ
ー
長
は
別
に
お
り
，
セ
ン
タ
ー

に
あ
る
4課

（
管
理
課
，
保
健
課
，
環
境
衛
生
課
，
福
祉
課
）
か
ら
福
祉
課
を
除
い
た
3課

を
保
健
所
長
が
統
括
し
，
セ
ン
タ
ー
長

は
保
健
所
次
長
で
あ
る
。
保
健
課
で
精
神
保
健
業
務
を
扱
う
。
 

(2
) 
常
勤
職
員
数
 

 
調
査
時
点
で
，
医
師
（
保
健
所
長
）
1名

，
保
健
師
5名

，
事
務
職
員
23
名
な
ど
41
名
に
対
し
，
精
神
保
健
を
主
な
業
務
と
す
る

も
の
が
１
名
（
保
健
師
），

必
要
に
よ
り
担
当
す
る
場
合
が
あ
る
も
の
が
６
名
で
あ
る
（
管
理
職
２
名
含
む
）。

震
災
後
に
保
健
師

の
定
数
が
５
名
か
ら
６
名
と
な
っ
た
が
，
調
査
時
点
で
は
１
名
が
育
休
中
の
た
め
実
質
は
５
名
で
あ
っ
た
。
管
内
の
市
町
村
保
健

師
数
46
（
＋
非
常
勤
４
）
人
に
対
し
，
保
健
所
保
健
師
数
は
８
～
10
分
の
１
程
度
と
少
な
く
，
平
時
の
精
神
保
健
福
祉
相
談
業
務

は
主
に
市
町
村
お
よ
び
相
談
事
業
者
が
担
っ
て
い
る
。
 

 【
地
域
の
被
害
状
況
】
 

東
日
本
大
震
災
に
よ
る
死
者
は
1,
04
5人

，
行
方
不
明
者
は
30
5人

，
合
計
1,
35
0人

で
あ
り
，
こ
れ
は
総
人
口
の
1．

4％
に
相
当
す

る
。
人
口
あ
た
り
の
死
者
数
は
山
田
町
で
最
も
多
か
っ
た
。
家
屋
は
6,
83
3戸

が
全
壊
，
1,
47
6戸

が
半
壊
し
，
一
部
破
損
が
36
9戸

で

あ
っ
た
。
保
健
所
庁
舎
，
精
神
科
医
療
機
関
の
被
災
は
な
か
っ
た
が
，
宮
古
市
保
健
セ
ン
タ
ー
は
使
用
不
能
と
な
り
，
紙
媒
体
の
記

録
の
ほ
と
ん
ど
が
紛
失
し
た
。
 

 【
平
時
に
お
け
る
保
健
所
の
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

(1
) 
組
織
育
成
（
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
）
 

 
保
健
所
が
設
立
を
後
押
し
に
よ
り
，
任
意
団
体
と
し
て
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
が
設
立
さ
れ
，
そ
の
後
，
非
営
利
活
動
法
人
宮
古

圏
域
障
害
者
福
祉
推
進
ネ
ッ
ト
と
な
っ
た
。
現
在
，
社
会
福
祉
協
議
会
と
の
兼
任
も
含
め
，
５
名
ほ
ど
の
ス
タ
ッ
フ
が
お
り
，
障

害
者
相
談
支
援
事
業
，
自
立
支
援
協
議
会
事
務
局
等
の
委
託
を
受
け
て
い
る
ほ
か
，
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
じ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
の
育
成
を
行
っ
て
い
る
。
 

(2
) 
精
神
保
健
福
祉
相
談
 

 
保
健
所
で
も
受
け
付
け
て
い
る
が
，
多
く
は
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
と
市
町
村
が
受
け
て
い
る
。
保
健
所
が
継
続
支
援
す
る
ケ
ー

ス
は
基
本
的
に
お
ら
ず
，
保
健
所
は
連
携
や
自
殺
予
防
な
ど
，
直
接
支
援
以
外
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。
 

(3
) 
専
門
相
談
 

東
日
本
大
震
災
前
は
，
精
神
科
医
に
よ
る
相
談
を
月
に
2回

開
催
し
て
い
た
。
 

(4
) 
社
会
復
帰
及
び
自
立
と
社
会
参
加
へ
の
支
援
 

 
精
神
障
害
者
地
域
移
行
･地

域
定
着
支
援
事
業
は
，
協
議
会
の
事
務
局
を
含
め
て
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
に
委
託
し
て
い
る
。
病
院

と
も
ス
ム
ー
ズ
に
連
携
し
，
2病

院
が
交
互
に
ケ
ー
ス
を
出
す
シ
ス
テ
ム
と
な
っ
て
い
る
。
H2
1年

度
は
８
件
，
H2
2年

度
は
９
件
の

支
援
を
行
っ
た
。
 

(5
) 
措
置
入
院
 

 

5
7

置
と
調
整
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
 

(3
) 

そ
の
他
 

 
今
回
の
震
災
に
お
け
る
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
活
動
を
通
し
て
，
保
健
師
と
し
て
重
要
と
思
わ
れ
る
こ
と
は
以
下
の
と
お
り

で
あ
る
。
保
健
師
は
，
震
災
当
日
か
ら
避
難
所
に
お
い
て
２
４
時
間
体
制
で
救
護
活
動
に
従
事
し
た
。
津
波
で
全
身
ず
ぶ
濡
れ
の

方
の
健
康
状
態
の
確
認
や
怪
我
で
処
置
が
必
要
な
方
の
対
応
，
感
染
症
を
発
症
し
て
い
る
方
へ
の
対
応
，
乳
幼
児
・
妊
婦
へ
の
対

応
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
保
健
活
動
が
求
め
ら
れ
，
し
か
も
連
絡
が
取
れ
な
い
中
で
，
保
健
師
単
独
で
判
断
し
対
応
せ
ざ
る
を
得
な

い
状
況
で
あ
っ
た
。
 

 
仙
台
市
で
は
，
現
在
，
分
散
配
置
に
よ
る
業
務
担
当
制
を
と
っ
て
お
り
，
よ
り
専
門
的
な
市
民
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
。
今

回
の
震
災
で
は
，
専
門
に
特
化
し
た
サ
ー
ビ
ス
で
は
な
く
，
避
難
所
と
い
う
空
間
の
中
で
，「

寝
る
こ
と
」，
「
食
べ
る
こ
と
」
な
ど

生
活
全
般
に
わ
た
り
，
公
衆
衛
生
的
視
点
で
の
支
援
が
必
要
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
，
母
子
か
ら
高
齢
者
ま
で
の
対
応
を
経
験
し

て
い
る
地
区
担
当
制
時
代
の
中
堅
以
上
の
保
健
師
と
分
散
配
置
後
に
採
用
さ
れ
た
業
務
担
当
制
の
保
健
師
の
ス
キ
ル
の
差
が
見
ら

れ
た
。
大
変
な
活
動
で
あ
っ
た
が
，
全
国
か
ら
応
援
に
駆
け
つ
け
た
優
秀
な
保
健
師
に
出
会
え
，
そ
の
活
動
を
通
し
て
の
学
び
も

大
き
か
っ
た
。
 

 

【
資
料
】
 

１
．
平
成
23
年
度
版
せ
ん
だ
い
ふ
れ
あ
い
ガ
イ
ド
 

 

【
協
力
者
】
 

宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
宮
城
県
仙
台
市
若
林
保
健
所
）
所
長
 
赤
井
 
由
紀
子
 
様
他
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6
0

の
確
約
が
得
ら
れ
た
。
ま
た
，
保
健
所
が
事
務
局
と
な
り
，
長
期
派
遣
チ
ー
ム
と
自
治
体
，
地
元
精
神
科
医
療
機
関
が
一
堂
に
会

す
る
「
宮
古
地
域
心
の
ケ
ア
に
関
す
る
意
見
交
換
会
」
を
計
10
回
以
上
開
催
し
，
派
遣
チ
ー
ム
と
現
地
機
関
が
一
体
的
・
継
続
的

に
情
報
共
有
や
活
動
で
き
る
よ
う
調
整
を
行
っ
た
。
８
月
か
ら
は
地
元
の
精
神
科
医
が
仮
設
住
宅
で
「
心
の
健
康
づ
く
り
講
演
会
」

を
開
始
し
，
調
査
時
ま
で
に
15
回
開
催
し
た
。
 

 
震
災
直
後
か
ら
そ
の
後
に
至
る
ま
で
，
一
貫
し
た
保
健
所
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
元
に
災
害
精
神
保
健
活
動
の
調
整
が
行
わ
れ

た
と
言
え
る
（
岩
手
県
全
体
の
活
動
に
関
し
て
は
資
料
３
参
照
）。

 

(2
) 

震
災
経
験
を
通
じ
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
 

(ア
) 

「
岩
手
県
災
害
時
心
ケ
ア
マ
ニ
ュ
ア
ル
第
2版

」
が
震
災
以
前
か
ら
あ
り
，
活
用
さ
れ
た
。
国
立
精
神
神
経
セ
ン
タ
ー
作

成
の
「
災

害
時

地
域

精
神

保
健

医
療

活
動

ロ
ー

ド
マ

ッ
プ

」
は

，
よ

り
簡

潔
な

指
針

と
し

て
利

用
さ

れ
た

。
 

(イ
) 

医
療
支
援
，
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
な
ど
は
外
部
か
ら
の
派
遣
に
よ
り
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
た
が
，
調
整
側
の
人
数
が

平
時
と
変
わ
ら
な
い
た
め
に
，
３
ヶ
月
近
く
休
暇
を
取
得
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
。
他
県
か
ら
，
長
期
（
１
ヶ
月

以
上
）
に
中
堅
以
上
の
保
健
師
等
の
保
健
所
職
員
の
派
遣
が
得
ら
れ
れ
ば
有
用
と
の
意
見
が
あ
っ
た
。
 

(ウ
) 

平
時
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
少
な
い
外
部
機
関
と
は
，
災
害
時
に
さ
ら
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
減
っ
た
と
の
指

摘
が
あ
っ
た
。
例
と
し
て
，
教
育
部
門
と
の
情
報
交
換
は
震
災
後
に
１
回
の
み
で
，
学
齢
期
の
心
の
ケ
ア
に
関
し
て
あ
ま
り
連

携
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
 

(3
) 
保
健
所
保
健
師
数
 

 
管
内
の
保
健
所
保
健
師
数
は
約
10
万
人
あ
た
り
実
質
５
人
（
震
災
前
は
４
人
）
で
あ
り
，
H2
2年

３
月
時
点
の
厚
労
省
衛
生
行
政

報
告
例
に
お
け
る
（
全
国
の
保
健
所
保
健
師
数
）
÷
（
日
本
の
総
人
口
）
で
計
算
し
た
10
万
人
あ
た
り
5.
6人

を
下
回
っ
て
い
る
。

分
母
の
日
本
の
全
人
口
は
，
保
健
所
設
置
市
・
特
別
区
を
除
い
た
実
際
の
保
健
所
管
内
人
口
よ
り
も
多
い
こ
と
か
ら
，
平
均
的
な

県
型
保
健
所
の
管
内
人
口
10
万
人
あ
た
り
の
保
健
師
数
は
5.
6人

よ
り
も
さ
ら
に
多
い
こ
と
と
な
り
，宮

古
保
健
所
と
の
差
は
さ
ら

に
大
き
い
。
こ
れ
に
加
え
て
，
宮
古
保
健
所
管
内
で
は
，
東
日
本
大
震
災
で
多
面
的
被
害
を
受
け
，
住
民
の
健
康
状
態
の
悪
化
が

予
想
さ
れ
る
こ
と
や
，
復
興
計
画
等
の
作
業
の
増
加
も
予
想
さ
れ
る
こ
と
か
ら
，
宮
古
保
健
所
管
内
で
は
，
上
記
人
数
の
単
純
な

比
較
以
上
に
保
健
所
保
健
師
が
不
足
傾
向
と
指
摘
で
き
る
。
精
神
科
医
療
資
源
お
よ
び
地
域
資
源
（
事
業
所
，
Ｎ
Ｐ
Ｏ
等
）
の
充

実
と
は
対
照
的
で
あ
り
，
外
部
資
源
を
巧
み
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
し
て
（
時
に
ネ
ッ
ト
ワ
ー
キ
ン
グ
自
体
も
外
部
委
託
す
る
こ
と

に
よ
り
）
地
域
精
神
保
健
福
祉
シ
ス
テ
ム
を
機
能
さ
せ
て
い
る
と
推
測
さ
れ
る
。
 

 【
資
料
】
 

１
．
宮
古
地
域
こ
こ
ろ
サ
ポ
ー
ト
連
絡
会
組
織
図
（
宮
古
保
健
所
提
供
，
H2
3
年

12
月
時
点
）
 

２
．
宮
古
圏
域
の
障
害
者
支
援
体
制
（
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
 ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
（
H2
4
年
２
月
ア
ク
セ
ス
））

 

３
．
岩
手
県
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
全
体
図
（
宮
古
保
健
所
提
供
，
H2
3
年

10
月
時
点
）
 

 【
参
考
資
料
】
 

１
．
宮
古
圏
域
障
害
者
福
祉
推
進
ネ
ッ
ト
（
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
）
 
ht
tp
:/
/m
iy
ak
o-
ra
in
bo
w.
co
m/
 

２
．
岩
手
県
「
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
お
け
る
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル
ス
対
策
に
つ
い
て
」
 

ht
tp
:/
/w
ww
.p
re
f.
iw
at
e.
jp
/v
ie
w.
rb
z?
of
=1
&i
k=
0&
cd
=6
11
6 

３
．
岩
手
県
災
害
時
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
マ
ニ
ュ
ア
ル
第
２
版
 

ht
tp
:/
/w
ww
.p
re
f.
iw
at
e.
jp
/d
ow
nl
oa
d.
rb
z?
cm
d=
50
&c
d=
61
16
&t
g=
10
 

４
．
国
立
精
神
神
経
セ
ン
タ
ー
「
災
害
時
地
域
精
神
保
健
医
療
活
動
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
」
 

５
．
 ht
tp
:/
/w
ww
.n
cn
p.
go
.j
p/
pd
f/
me
nt
al
_i
nf
o_
ma
p.
pd
f 

６
．
 厚

生
労
働
省
 平

成
22

年
度
 衛

生
行
政
報
告
例
 

ht
tp
:/
/w
ww
.m
hl
w.
go
.j
p/
to
uk
ei
/s
ai
ki
n/
hw
/e
is
ei
/0
6/
ke
kk
a1
.h
tm
l 

７
．
 平

成
23

年
度
 
全
国
保
健
所
長
会
研
修
会
 「

被
災
県
の
保
健
所
か
ら
学
ぶ
」
 （

２
）「

岩
手
県
の
現
状
と
課
題
｣ 
 

ht
tp
:/
/w
ww
.p
hc
d.
jp
/k
en
sh
u/
H2
40
13
0/
ya
na
gi
ha
ra
_L
ec
tu
re
Su
mm
ar
y.
pd
f 

 【
調
査
協
力
者
】
 
柳
原
 博

樹
 宮

古
保
健
所
長
，
保
健
課
・
福
祉
課
の
皆
様
 

 

5
9

 
例
年
通
報
が
５
件
程
度
，
措
置
診
察
が
１
件
程
度
あ
る
。
震
災
か
ら
半
年
間
は
通
報
が
な
か
っ
た
が
，
そ
の
後
通
報
５
件
，
措

置
診
察
・
入
院
が
１
件
あ
っ
た
（
８
月
か
ら
調
査
日
ま
で
）。

34
条
に
よ
る
移
送
の
実
績
は
調
査
時
点
ま
で
に
な
い
。
 

(6
) 
自
殺
予
防
 

 
か
か
り
つ
け
医
対
象
の
う
つ
病
研
修
や
講
演
会
，
市
町
村
に
よ
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
配
布
，
産
後
う
つ
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
等
の
支

援
に
加
え
，
震
災
前
か
ら
資
料
1の

よ
う
な
連
絡
会
を
計
画
す
る
な
ど
（
立
ち
上
げ
は
震
災
後
），

自
殺
予
防
事
業
を
積
極
的
に
行

っ
て
い
た
。
 

 【
平
時
に
お
け
る
市
町
村
と
の
連
携
】
 

(1
) 
保
健
師
を
中
心
と
し
た
連
携
 

 
２
ヶ
月
に
１
回
，
管
内
市
町
村
地
域
保
健
担
当
者
連
絡
会
を
開
催
し
，
通
常
の
会
議
の
他
，
各
市
町
村
最
低
１
人
の
保
健
師
が

参
加
し
て
研
修
お
よ
び
情
報
交
換
（
事
前
に
記
入
し
た
シ
ー
ト
を
も
と
に
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
）
の
機
会
を
作
り
，
連
携
を
強
化

し
て
い
た
。
そ
の
他
，
自
立
支
援
協
議
会
，
自
殺
対
策
等
を
通
じ
て
日
常
的
・
定
期
的
に
連
携
を
行
っ
て
い
た
。
 

(2
) 
宮
古
圏
域
障
害
者
福
祉
推
進
ネ
ッ
ト
（
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
），

保
健
所
，
市
町
村
３
者
の
協
働
宮
古
圏
域
障
害
者
福
祉
推
進

ネ
ッ
ト
は
，
宮
古
圏
域
の
全
市
町
村
の
障
害
者
自
立
支
援
協
議
会
事
務
局
を
受
託
し
，
障
害
者
支
援
に
関
し
て
包
括
的
な
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
機
能
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
他
に
も
宮
古
地
区
地
域
生
活
支
援
事
業
と
し
て
障
害
者
相
談
支
援
事
業
お
よ
び
障
害
者
等
地

域
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業
を
受
託
し
，
日
常
的
に
保
健
所
・
市
町
村
と
連
携
し
，
精
神
保
健
福
祉
に
関
す
る
多
く
の
住
民
サ
ー

ビ
ス
を
直
接
提
供
し
て
い
る
。
 

 【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

(1
) 
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
受
け
入
れ
調
整
 

 
被
災
後
，
保
健
所
が
希
望
す
る
チ
ー
ム
数
を
決
定
し
，
派
遣
要
望
を
県
を
通
じ
て
行
っ
た
。
３
月
24
日
か
ら
保
健
所
の
保
健
師

２
名
が
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
担
当
と
し
て
11
月
末
ま
で
に
延
べ
61
チ
ー
ム
，
1,
89
5人

の
受
入
れ
を
行
い
，
震
災
後
８
ヶ
月
間
に
管

内
で
延
べ
3,
31
2件

の
相
談
・
診
療
が
行
わ
れ
た
。
具
体
的
に
は
，
受
入
時
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
お
よ
び
毎
朝
夕
の
会
議
，
担

当
市
町
村
（
宮
古
市
ま
た
は
山
田
町
）
の
割
り
振
り
を
保
健
所
が
行
っ
た
（
市
町
内
の
担
当
割
り
は
市
町
が
行
っ
た
）。

２
チ
ー
ム

は
H2
4年

３
月
ま
で
派
遣
が
継
続
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
 

 
同
時
に
保
健
チ
ー
ム
（
保
健
師
中
心
）
の
受
入
れ
を
別
の
２
名
の
保
健
師
が
担
当
し
，
11
月
末
ま
で
に
延
べ
80
チ
ー
ム
，
5,
37
8

人
（
７
月
ま
で
は
県
内
外
か
ら
，
９
月
以
降
は
県
内
か
ら
の
み
）
が
派
遣
さ
れ
，
こ
こ
ろ
の
ケ
ア
チ
ー
ム
と
も
連
携
し
な
が
ら
精

神
保
健
す
る
相
談
も
時
に
行
っ
た
。
宮
古
市
，
山
田
町
で
は
，
避
難
所
で
の
活
動
が
３
～
７
月
，
仮
設
住
宅
で
の
活
動
が
６
～
11

月
に
行
わ
れ
，
田
野
畑
村
で
は
家
庭
訪
問
が
行
わ
れ
た
。
 

(2
) 
緊
急
医
療
物
資
 

 
薬
剤
な
ど
医
療
物
資
の
不
足
は
あ
っ
た
が
，
自
主
的
に
処
方
日
数
の
短
縮
が
行
わ
れ
，
保
健
所
は
物
資
に
関
す
る
判
断
や
助
言

は
行
わ
な
か
っ
た
。
 

(3
) 
安
否
確
認
 

保
健
所
で
は
継
続
支
援
ケ
ー
ス
を
持
た
な
い
た
め
，
在
宅
精
神
障
害
者
へ
の
支
援
や
安
否
確
認
は
特
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
 

(4
) 
そ
の
他
の
精
神
保
健
活
動
 

 
保
健
所
で
の
精
神
保
健
活
動
（
精
神
科
医
に
よ
る
相
談
）
の
頻
度
を
月
２
回
か
ら
毎
週
に
増
や
し
「
震
災
こ
こ
ろ
の
相
談
室
」

を
設
置
し
た
。（

関
連
し
て
，
児
童
相
談
所
で
も
相
談
室
（
小
児
精
神
科
医
に
よ
る
相
談
）
の
開
催
を
毎
週
に
増
や
し
，「

子
ど
も

の
こ
こ
ろ
ケ
ア
セ
ン
タ
ー
」
を
設
置
し
た
。）

 

 【
ま
と
め
と
考
察
】
 

(1
) 

大
規
模
災
害
時
の
保
健
所
の
役
割
 

 
心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
の
必
要
数
の
評
価
お
よ
び
チ
ー
ム
の
受
け
入
れ
，
朝
晩
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
保
健
所
が
行
っ
た
。
希
望
し
た

数
ほ
ど
の
チ
ー
ム
は
派
遣
さ
れ
な
か
っ
た
が
，
比
較
的
早
期
に
多
く
（
最
大
で
同
時
に
８
チ
ー
ム
）
の
受
け
入
れ
を
開
始
す
る
こ

と
が
で
き
た
。
チ
ー
ム
の
体
制
縮
小
に
つ
い
て
も
，
現
地
の
ニ
ー
ズ
等
を
総
合
的
に
勘
案
し
保
健
所
が
行
っ
た
。
ま
た
，
特
定
の

医
療
機
関
に
長
期
派
遣
を
依
頼
す
る
こ
と
に
よ
り
，
密
な
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
，
早
い
段
階
で
約
１
年
間
の
継
続
的
な
支
援
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6
2

ー
ム
が
平
時
以
上
の
人
的
資
源
を
持
ち
込
み
、「

支
援
者
支
援
」
を
行
う
こ
と
に
よ
り
良
い
結
果
を
生
ん
だ
モ
デ
ル
と
捉
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

(2
) 

保
健
師
数
 

 
人
口
当
た
り
の
全
国
平
均
保
健
師
数
（
10
万
人
当
た
り
35
.2
人
）
と
の
単
純
比
較
で
は
保
健
師
の
不
足
は
指
摘
で
き
な
い
が
，

元
来
の
医
療
資
源
の
不
足
や
東
日
本
大
震
災
後
の
業
務
量
の
増
大
を
考
慮
す
る
と
不
足
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
複
数
の
保
健

師
に
よ
れ
ば
，
仮
設
住
宅
以
外
の
住
民
へ
の
支
援
な
ど
，
震
災
後
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
行
え
て
い
な
い
保
健
活
動
が
多

く
あ
り
，
保
健
師
の
不
足
を
強
く
感
じ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。
 

 【
参
考
資
料
】
 

１
．
宮
古
圏
域
障
害
者
福
祉
推
進
ネ
ッ
ト
（
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
）
 
ht
tp
:/
/m
iy
ak
o-
ra
in
bo
w.
co
m/
 

２
．
厚
生
労
働
省
 平

成
22
年
度
 衛

生
行
政
報
告
例
 

ht
tp
:/
/w
ww
.m
hl
w.
go
.j
p/
to
uk
ei
/s
ai
ki
n/
hw
/e
is
ei
/0
6/
ke
kk
a1
.h
tm
l 

 【
協
力
者
】
 
宮
古
市
福
祉
課
お
よ
び
健
康
課
の
皆
様
 

  資
料
１
 
宮
古
地
域
相
談
支
援
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
イ
メ
ー
ジ
図
 

 

 

6
1

２
．
宮
古
市
 

 【
組
織
形
態
と
組
織
の
概
要
】
 

精
神
保
健
福
祉
の
ケ
ー
ス
対
応
は
保
健
福
祉
部
の
福
祉
課
、
健
康
課
、
介
護
保
健
課
の
保
健
師
が
主
に
担
当
す
る
。
福
祉
課
は
自

立
支
援
法
関
係
担
当
し
、
24
名
（
23
名
が
事
務
職
、
1名

が
保
健
師
）
の
う
ち
、
保
健
師
1名

が
精
神
保
健
福
祉
業
務
を
専
任
で
行
っ

て
い
る
。
健
康
課
の
保
健
セ
ン
タ
ー
（
4か

所
）
に
保
健
師
が
１
８
名
お
り
、
主
に
医
療
機
関
受
診
前
の
ケ
ー
ス
相
談
を
行
う
。
 

 【
地
域
の
被
害
状
況
】
 

宮
古
市
で
は
死
者
52
5人

，
行
方
不
明
者
11
7人

の
計
64
2人

が
確
認
さ
れ
，
こ
れ
は
総
人
口
の
1．

1％
に
当
た
る
。
市
役
所
お
よ
び

保
健
セ
ン
タ
ー
は
海
岸
か
ら
近
い
た
め
，
津
波
の
被
害
を
大
き
く
受
け
，
保
健
セ
ン
タ
ー
は
閉
鎖
・
移
転
さ
れ
た
。
 

 【
平
時
に
お
け
る
精
神
保
健
福
祉
業
務
】
 

(1
) 
精
神
保
健
福
祉
の
現
状
把
握
と
情
報
提
供
 

自
立
支
援
医
療
の
利
用
者
を
市
と
し
て
把
握
し
て
い
る
。
 

(2
) 

組
織
育
成
 

 
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
と
の
協
働
体
制
が
確
立
し
て
お
り
，
ネ
ッ
ト
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
等
の
育
成
を
行
っ
て
い
る
。
市
内
全

域
で
民
生
委
員
が
活
動
し
て
い
る
。
 

(3
) 

精
神
保
健
福
祉
相
談
 

 
市
内
4カ

所
の
保
健
セ
ン
タ
ー
や
健
康
課
・
介
護
保
険
課
で
平
日
に
受
け
付
け
て
い
る
。
自
立
支
援
法
関
係
の
対
象
者
は
福
祉
課

で
担
当
し
て
お
り
、
H2
2年

度
の
訪
問
実
数
は
38
人
、
H2
3年

度
は
41
人
で
あ
っ
た
。
市
内
４
カ
所
の
保
健
セ
ン
タ
ー
で
平
日
に
受

け
付
け
て
い
る
。
軽
症
例
以
外
は
福
祉
課
で
担
当
し
て
お
り
，
H2
2年

度
の
訪
問
実
数
は
38
人
，
H2
3年

度
は
41
人
で
あ
っ
た
。
 

(4
) 

自
殺
予
防
事
業
 

 
H2
1年

以
降
，
基
金
を
利
用
し
て
講
演
会
，
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
，
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
配
布
，
市
広
報
で
の
啓
発
等
を
積
極
的
に
行
っ
て

き
た
。
産
後
の
う
つ
の
ス
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
事
業
に
も
注
力
し
て
い
る
。
 

 

【
健
康
危
機
管
理
的
な
対
応
】
 

(1
) 
安
否
確
認
 

 
紙
の
ケ
ー
ス
記
録
の
津
波
に
よ
る
紛
失
や
停
電
等
の
た
め
，
当
初
は
継
続
支
援
ケ
ー
ス
の
安
否
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
か

っ
た
が
，
各
事
業
者
や
レ
イ
ン
ボ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
情
報
が
提
供
さ
れ
，
最
終
的
に
は
多
く
の
ケ
ー
ス
で
確
認
を
行
う
こ
と
が
で
き

た
。
 

(2
) 
避
難
所
訪
問
 

心
の
ケ
ア
チ
ー
ム
と
共
同
で
当
初
は
避
難
所
を
中
心
に
訪
問
健
康
相
談
を
行
っ
た
。
 

(3
) 
仮
設
住
宅
の
全
戸
訪
問
 

 
 
H2
3年

5月
上
旬
か
ら
仮
設
住
宅
へ
の
入
居
が
開
始
し
、
8月

2日
に
は
全
員
入
居
が
完
了
し
た
。
H2
3年

9月
末
現
在
で
、
宮
古

市
内
の
62
カ
所
に
分
か
れ
た
仮
設
住
宅
20
10
戸
に
39
40
人
が
入
居
し
て
い
る
。
入
居
者
に
対
し
て
全
戸
訪
問
に
よ
り
、
情
報
シ
ー

ト
に
よ
る
健
康
状
態
の
聞
き
取
り
を
行
っ
た
と
こ
ろ
、
8割

と
連
絡
が
取
れ
、
う
ち
2割

弱
が
継
続
支
援
と
な
っ
た
。
調
査
時
ま
で

に
2回

目
の
訪
問
が
終
了
し
て
い
た
。
 

子
ど
も
の
い
る
家
族
に
と
っ
て
仮
設
住
宅
は
狭
く
、
ス
ト
レ
ス
が
た
ま
り
不
安
定
な
状
態
と
な
っ
て
い
る
子
ど
も
が
多
い
と
の
指

摘
が
あ
っ
た
。
民
間
借
り
上
げ
の
住
宅
に
転
居
し
た
人
を
追
跡
で
き
な
い
こ
と
が
課
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
。
 

 【
ま
と
め
と
考
察
】
 

(1
) 

震
災
前
後
の
保
健
活
動
の
変
化
 

 
保
健
師
は
、
震
災
後
の
遺
族
訪
問
や
こ
れ
ま
で
経
験
の
な
い
状
況
下
で
の
対
応
に
不
安
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
派
遣
チ
ー
ム
医

師
が
ミ
ニ
レ
ク
チ
ャ
ー
等
の
研
修
を
提
案
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ス
キ
ル
が
向
上
す
る
こ
と
に
よ
り
、
チ
ー
ム
の
派
遣
が
減
少
し
た

後
も
、
市
の
保
健
師
に
よ
る
対
応
が
以
前
よ
り
も
自
信
を
も
っ
て
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
は
、
震
災
後
の
支
援
チ
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資
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災
害
後
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の
ケ
ア
体
制
 

 
  

 

6
3

資
料
２
 
宮
古
圏
域
の
障
害
者
支
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体
制
図
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参
考
資
料
 

１
．
現
地
調
査
ヒ
ア
リ
ン
グ
用
シ
ー
ト
（
保
健
所
用
）
 

 
 

 

6
5

Ⅳ
 
作
業
部
会
班
員
名
簿
 

 【
作
業
部
会
分
担
作
業
者
】
 
 

 
宇
田
 
英
典
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鹿
児
島
県
姶
良
保
健
所
長
 
兼
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口
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健
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長
）
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作
業
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会
事
業
協
力
者
】
 
 

馬
場
 
俊
明
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北
海
道
岩
見
沢
保
健
所
医
師
）
 
 

 
 

加
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紅
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 （
富
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高
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厚
生
セ
ン
タ
ー
射
水
支
所
 
支
所
長
）
 
 

 

服
部
 
悟
 
（
愛
知
県
衣
浦
東
部
保
健
所
所
長
）
 

瀧
口
 
俊
一
 （
宮
崎
県
日
南
保
健
所
所
長
）
 

中
川
 
浩
二
 （
和
歌
山
県
福
祉
保
健
部
 
福
祉
保
健
政
策
局
 
障
害
福
祉
課
主
査
）
 

 【
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
】
 

工
藤
 
一
恵
 （
厚
生
労
働
省
社
会
・
援
護
局
 
障
害
保
健
福
祉
部
精
神
・
障
害
保
健
課
 
地
域
移
行
支
援
専
門
官
）
 

川
原
 
健
史
 （
大
阪
府
福
祉
部
障
害
福
祉
室
地
域
生
活
支
援
課
主
査
）
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